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序章 論文の目的・意義、問題の所在および論文構成 

（1）論文の目的・意義、問題の所在 

 本論文は、アラスカ先住民であるアリュート人に対する強制移住について、環境正

義を中心に、多角的な視点から論じるものである。 

 アメリカ史における強制移住政策の歴史を辿ると、１９世紀にジャクソン大統領

（Andrew Jackson）等の連邦政府によって実施されたネイティヴ・アメリカンに対す

るミシシッピ川以西への強制移住はあまりにも有名である。それまでネイティヴ・ア

メリカンは大地と特別な関係をもち、どこの場所においても生活環境に自己を効果的

に適用させ、部族を軸とした共同体のなかで互恵的なつながりを大切に暮らしてき

た。しかし、当時の連邦政府によるこの強制移住とそれにともなう大規模な同化政策

は、土地に密着して生活していた先住民の生活様式を変え、部族社会をも解体し、そ

れまで築き上げてきた文化を破壊する行為に等しかった。土地を奪われた先住民は独

自の生活文化を再生できない状態がしばらく続いた。 

 また、第二次世界大戦中には、アメリカで生活する約１３万人もの日系アメリカ人

は敵性外国人扱いへと転化したため、全米１０カ所に設置された強制収容所で約３年

半にわたる収容所生活を強いられたことはいまや周知の史実である。日系一世が移民

としてアメリカに渡ったのち、アメリカ社会に同化する努力を惜しまずに構築してき

た生活文化や財産は、この合衆国政府の強制移住命令により瞬時にしてすべて奪われ

たのである。このようにアメリカ社会において、先住民族や少数民族に対する強制移

住政策はかねてから歴史的に繰り返し行われていた。 

 沈黙の抵抗を続けながらも、アメリカ社会に同化していたネイティヴ・アメリカン

と日系アメリカ人は、１９６０年代前半から盛り上がりをみせたアフリカ系アメリカ

人による公民権運動の影響をそれぞれに受け、レッド・パワー、イエロー・パワーを

発揮し、一連の社会運動の中で自己の存在を主張し始めるようになった。レスリー・

マーモン・シルコー（Leslie Marmon Silko）などはこの流れの中で登場し、先住民の伝

統的価値観や歴史的苦悩を言葉で表象するようになる。一方、日系アメリカ人は戦争

経験のない日系三世が中心となって第二次世界大戦中に強制移住を強いられたことに

対する補償運動を展開し、１９８８年にはアメリカ合衆国政府から補償を勝ち取るに

至った。この補償運動により成立した補償法の原典に当たってみると、法律の第一部

は当然ながら戦時中に強制収容生活を強いられた日系アメリカ人に対する補償となっ

ているが、第二部には日系アメリカ人とは遡及的に関連のないアラスカ先住民族アリ
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ュート人に対する補償となっている。しかし、これまでネイティヴ・アメリカンや日

系アメリカ人の強制移住政策に関する歴史は語られているが、アリュート人が戦時中

にどのような経緯を経て強制移住を強いられたかについては、まだ論じられていな

い。つまり、戦時中戦後のアリュート人に関する先行研究は皆無に等しい状況にあ

る。 

 さらに加えて、アリュート人は我々と同じモンゴロイド系の民族であるにもかかわ

らず、アリュート人や彼らの歴史や神話を含む文化等の先行研究も無い状況にある。

このような状態にあるアリュート研究を一歩進めるべく、本論文は、これまで焦点の

当てられてこなかった、アリュート人に光を当て、戦時中にアリュート人に何が起こ

ったのか、何故アリュート人は合衆国政府により強制移住を強いられ、全く知らない

土地で強制収容に耐えなくてはいけなかったのか、などの疑問に環境正義の視点を中

心に多角的な視点から答えようとするものである。 

 筆者の関心の一つは、マイノリティーの強制移住が施行されるアメリカの社会構造

がどのように形成され、どのようなポリティクスが働いたかを問うことにある。本論

文では、アラスカ先住民族アリュート人が強制移住を強いられた経過、強制移住と収

容の本質、そしてアリュート人の心情、またさらに、その強制移住に対しての補償運

動とは如何なる社会運動であったのかを分析することを試みる。また、アメリカ社会

における環境思想の理念的枠組みの中でこの強制移住および補償運動がどのような意

味をもつのかを問うため、環境正義の視点での分析を試みる。本論文の目的の一つ

は、アメリカ社会に内在する強制移住の本質の一端を明らかにすることである。 

 ここで「環境人種差別主義」の成立の背景およびその問題点について触れてみた

い。考察の前提として、「環境人種差別」という概念に言及したうえで、本論文の意

義を明確にしておきたい。 

環境人種差別とは、１９８０年代に入りアメリカ合衆国で行われた環境正義運動に

より生まれた概念である。アフリカ系アメリカ人が多くを占める地域に、有害廃棄物

処理施設が集中していることに対する抗議運動に端を発している。この運動の母体

は、公民権運動、反戦反核運動、女性運動、環境問題をめぐり組織された草の根の運

動家や研究者たちが運動の担い手となっている。これまでの伝統的な環境運動につい

て、岡島成行は『アメリカの環境保護運動』で、ベトナム戦争はもはや当然のことと

なり、また人権運動は黒人が主導権をとってきたことで出番をなくした白人運動家た

ちが、新たな闘争の場を「環境」に見いだしたと説明しているi。環境正義運動はこの
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ように、従来自然保護を目標とし、中産階級の白人男性が中心になって進めてきた伝

統的な環境運動に対して、注目されてこなかったマイノリティー・有色人種・先住民

族の置かれている「環境」をも視野に入れるという点において画期的な運動と捉える

ことができる。 

 この環境正義運動から生まれた思想の中に「環境人種差別」がある。これは「環境

問題の政策決定および法律規定の施行における人種差別である。ii」この定義に関して

は、「第１章第２節 環境正義成立の背景」で詳しく論じる。 

 環境正義研究は、「環境人種差別」を受けている状況を調べた上で、これが人種や

階級の点で不平等であると指摘した。たとえば、各種有害・迷惑施設、資源の乱開発

地域、農薬散布などによる大気汚染の地理的分布状況などである。このような告発に

重点が置かれていた初期の環境正義運動には問題があった。環境問題の政策決定や不

平等な汚染の分布構築の過程の背後には、複雑な文化・歴史的、または政治経済の構

造が密接に関連しており、問題の告発にとどまらない、より多角的な観点からの分析

が必要である。日本における環境正義研究の先行研究では、こうした点を踏まえつ

つ、より多角的な視点で環境正義の問題に取り組む傾向にある。そこで本論文におい

ても、環境政策決定の過程やその歴史的文化的背景の検証に焦点を当てるよう試み

る。問題の告発や単なる人種差別の一例としてアリュート人の強制移住を取り上げる

のではなく、より多角的に議論を展開していく。 

 １９６０年代に盛り上がりをみせた公民権運動に触発されて展開したマイノリティ

ー運動においてさえ問題視されなかったアリュート人強制移住問題を、１９８０年代

に台頭してきた環境正義の理念的枠組みの中で捉えることに本論文の意義がある。ア

ラスカ先住民族アリュート人とは究極のマイノリティー、換言すると歴史的に不可視

化されてきた先住民族集団である。このような環境人種差別を受けているマイノリテ

ィー集団を可視化することこそ、環境正義運動の目指すところだからである。 

（2）論文構成 

 「第１章 環境正義」の第１節においてはアメリカ環境史をこれまで記述のなかっ

たネイティブの視点で書き換えることを試みる。また第２節においては、その環境史

の中で環境正義が成立した背景を、環境正義と環境人種差別の定義を提示しつつ、概

観することを試みる。本論文では第二次世界大戦時におけるアリュート人の強制移住

を取り上げる訳ではあるが、その前に、第３節においてはアメリカ合衆国の歴史にお

いて環境人種差別として理解される強制収容が存在したのか、そしてその強制収容と
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は如何なる性質を持つものなのかを論じる。また第４節では、日系アメリカ人および

アリュート人を強制収容させる時の理由として用いられた「軍事的必要性」に見る強

制収容について論じる。 

 「第２章 アリュート人の強制移住」では、第１節においては、日系アメリカ人の

補償運動に組み込まれることになったアリュート人、また本論文の研究対象にもなっ

ているアラスカ先住民族アリュート人とはどのような民族であるのか、先行研究が皆

無に等しくこれまで語られることのなかったアリュート人の世界を、考古学から検証

された自然環境におけるアリュート民族の概要、多民族との異文化接触によりどのよ

うに環境が変化したのか、ロシア民族学者がアリュート人から収集した神話集をもと

に構築したアリュート人の自然観、人類学者によるアリュート人の民族誌から探って

みることを試みる。第２節では「強制移住前の迫害の歴史―place nameを中心に―」

と題して、第二次世界大戦前にはアラスカ先住民族であるアリュート人に対してどの

ような迫害があったのかという歴史を、地理的要因を探ることで見ていく。アリュー

シャン列島という地理的な影響を受けて先住民としての生活を脅かされることがあっ

たと言えるのか、アリューシャン列島がラッコ・アザラシ・オットセイの生息地であ

ったことと、第二次世界大戦時におけるアリューシャン作戦を取り上げる。またさら

に、アリューシャン列島に現存する地名からアリュート人が外部から侵略された歴史

を紐解く。第３節ではアリュート人の強制移住・収容・帰還および再定住を１９９５

年出版のWhen the Wind Was a River（『風の流れが川の流れのようだった時』）の

テクストを分析することで見ていくiii。アリュート人の強制移住を決定する政策過程、

および収容所における生活環境の分析など、より政治的・国家的なレヴェルにおける

環境人種差別を見ていく。筆者であるディーン・コールホフ（Dean Kohlhoff）は、ア

ラスカ大学でネイティヴ・アメリカンの研究に取り組んだ際に、アリュート人から強

制収容に関するトピックをもちかけられ、この物語が描かれていないこと、またアリ

ュート人自身が描いて欲しがっていたことから執筆を開始した、と序文で述べてい

る。第４節では２００３年出版のカレン・ヘス（Karen Hesse）著 Aleutian Sparrow

（『アリューシャンのすずめ』）を取り上げる。強制移住・収容の苦境や悲哀、葛藤

といった環境人種差別を受けた側のより具体的で個人的な心情にまで掘り下げて分析

しつつ、環境正義の概念を深化させることを試みる。ヘス（Hesse）は、架空の作品で

はあるが、史実に基づいており、多くのアリュート人と３年間にわたる強制収容の体

験を分かち合う気持ちでこの作品を描いたと述べているiv。これら二つのテクストは共
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に１９４２年から１９４５年という同時期におけるアリュート人を描いた作品である

ことを断っておく。なおアリュート人自身によって書かれた文学作品は現在まだ登場

していない。 

 さらに、第３節第４節とも Personal Justice Denied（『拒否された個人の正義』、以

下 PJDと略す）という報告書を参照することで、二つのテクストを客観的に分析した

いと思う。この資料は日系アメリカ人の働きかけによって設置された「戦時民間人転

住抑留委員会」が、１９８１年から全米１０カ所で公聴会を開き、７５０名以上の証

人から事情を聴取し、さらに政府各機関の公文書、記録類を調査してまとめたアリュ

ート人強制移住の実態に関する報告書である。第一部には日系アメリカ人、第二部に

はアリュート人に関する調査結果がまとめられているv。 

 「第３章 戦後アリュート人の環境正義」の第１節においては、まず、アリュート

人がかかわることになる日系アメリカ人の補償運動について社会運動史の視点から見

ていくことにする。つまり補償運動を、（１）担い手である日系アメリカ人の側か

ら、（２）体制側から、（３）世論の動向という３つの視点から概観する。さらに、

第２章で見てきた戦中戦後のアリュート人に対するアメリカ合衆国政府の取り扱いに

対して、戦後どのような謝罪を行ったのかということを、補償運動を通して考察して

いく。日系アメリカ人の補償運動とも言われている運動に、アリュート人はどのよう

に組み込まれていったのか、何故補償は成立したのか、どのような補償の内容であっ

たのか、ということに加えて、環境正義の視点で補償運動を分析することを試みる。

補償の成立は環境正義の成立と言えるのだろうか。環境正義の思想から補償運動を再

評価してみたい。加えて、日系アメリカ人の補償運動と評価されている補償運動を、

アリュート人が参加しているという新たな視点に着目し、補償運動の再評価を試み

る。第２節においては、日系アメリカ人の成果によって成立した法にアリュート人は

どのような意図で組み込まれていくことになったのか、何故背景の異なる日系アメリ

カ人の補償問題に関わり、さらに公法第 100-383号-1988.8.10を彼らと共有することに

なったのかを追求していく。その際、環境正義の参加の定義を当てはめ、補償運動を

環境正義の視点で分析していくことを試みる。第３節では、バイオリージョナリズム

からみる先住民族への補償と題して、アラスカ先住民およびアイヌを一つのバイオリ

ージョンとして捉えることを試み、以下のことを論じる。１９７１年にアメリカ合衆

国法９２−２０号「アラスカ先住民諸要求解決法」（Alaska Native Claims Settlement 

Act）が制定された。その略称は ANCSAである。第３章第１節第２節で詳細を論じる
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ように、アリュート人補償は日系アメリカ人の補償運動に組み込まれて１９８８年に

補償を成立させるに至った。本節では、アリュート人が公法第 100-383号-1988.8.10の

対象となった要因を時代的地理的な視点で考える。ANCSAとアイヌ新法、公法第

100-383号-1988.8.10第２部の比較も行い、先住民の土地に対する不正義を正すという

環境正義の視点でアラスカ先住民、ひいては北太平洋地域の先住民の土地について考

察する。その際バイオリージョナリズムの視点から先住民族へ対する補償を分析す

る。 

 

 

 

                                                        
i 岡島成行『アメリカの環境保護運動』岩波書店 2002.  pp.148-149. 
ii Adamson, Evans, and Rachael Stein.  The Environmental Justice Reader: Politics, Poetic & 

Pedagogy.  （Tucson: U of Arizona P,  2000）p.4. 
iii Dean Kohlhoff.  When the Wind Was a River: Aleut Evacuation in World War Ⅱ. （Seattle: U 

of Washington P, 1995) 
iv Karen Hesse.  Aleutian Sparrow.  （New York: Simon and Schuster, 2003）p.155. 
v Personal Justice Denied: Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of 

Civilians.  （Washington, D.C.: United States.  Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians, 1982） 
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第１章 環境正義 

第１節：アメリカ環境史―ネイティヴの視点から― 

（1）一般的なアメリカ環境史  

本節では、環境正義の成立の重要な一つの背景としての要因となった、ネイティヴの

視点からの環境史の記述を行う。しかし、その前にまず一般的な環境史においてはネ

イティヴの視点が欠けていることを確認し、次にネイティヴの視点からの環境史の記

述を行いたい。 

  『アメリカの環境主義―環境思想の歴史的アンソロジ―』（American 

Environmentalism, Third Edition)でロデリック・F・ナッシュ（Roderic F. Nash）は環境

史の可能性を論じているvi。アメリカにおいて、環境史の果たす役割が如何なるものな

のかを考察するために、ナッシュが考える環境史の可能性を見ていくことにしよう。

ナッシュは次のように述べているvii。２０世紀末の我々の居住地は人間化されてお

り、野生の世界は失われつつある。過去２世紀にわたって、自然の力によって作られ

ていた自然環境を人間が代わって形成し続けてきた。地球上に存在する変化を受けて

いない領域、たとえば原生自然が残っているとしても、それは私たちが国立公園を保

護区という形で人工的に残しているからである。したがって、環境はそれが自然なも

のであっても開発されたものであっても歴史を刻む記録として理解されるべきなので

ある。「自然とは過去の思想と行動を表す記録であるばかりではなく、現在が未来に

手渡そうとしている世界の姿が描かれる石板でもある。」とナッシュは述べている

viii。「近代人の中でほとんど唯一、新世界に移住した移民だけが、彼らの理想の記録

を土地の上に書き残す機会を持ち、また、そうする責任を負ったのだ。というのも、

彼らが引き継いだものは、原生自然以外にはほとんど何もなかったからである。ix」ア

メリカ人は「自分たちの国家を作り上げたのと同様に自分たちの環境を作り上げた。

こうした過程は今日に至るまで継続しており、南西部の砂漠やアラスカといった最後

のフロンティアにおいて最も顕著である。過去に対する態度、現在の嗜好、そして未

来への理想が一体となって、自然に影響を与えている。x」つまり、「アメリカ文明を

理解する上で環境史ほど豊かな鉱脈はないのであるxi」とナッシュは環境史の可能性を

指摘している。 

 環境史の研究に関しても少し説明を加えておきたい。「環境史は比較的新しい分野

であり、１９６０年代の環境運動の高まりと同時に生じたものである。xii」「現代環

境史の研究はリチャード・ホワイト（Richard White）が言うところの「環境変化、社
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会変動、政治的行動の相互影響」であるという仮説から出発するxiii」とナッシュは考

えている。「換言すれば、土地が人間を形成し、同時に人間が土地を形成したという

ことである。こうした過程は、重なり合った因果関係からなる歴史の躍動の中で続い

ている。それゆえに、自然はアメリカの理想を反映すると同時に、それに理想に影響

を与えている。これは環境史家が思想史、政治史、社会史といった伝統的な手法のみ

ならず、生物学や物理学―特に生態学と地理学―を用いて研究しなければならないこ

とを意味している。彼らはまた、心理学者や人類学者、そして文学、芸術、宗教の研

究者から資料や方法を借りている。xiv」またさらに、「アメリカの歴史学における伝

統的な強調点の一つ―すなわち、フロンティア、豊かさ、機会がアメリカ国民の経験

から得られた重要性―を革新することに、アメリカ環境史は直接影響している。保全

は、豊かさと機会を拡張するための努力として解釈されるであろう。それゆえ、ある

意味で、保全運動と環境運動は新たなアメリカのフロンティアになったのである。

xv」環境史の研究がアメリカ社会を理解する鍵となっているのである。 

  ここで、ナッシュが構築したアメリカ環境史年表を概観してみたいxvi。 

 １８６４年カリフォルニア州がヨセミテ渓谷を州立公園として保存。１８７２年イ

エローストーン国立公園設立。１８８５年ニューヨーク州がカナダ・オンタリオ州と

協力して滝を保護するためナイアガラ保護区を創設。１８８５年ニューヨーク州がア

ディロンダック森林保護区（後のアディロンダック州立公園）を設立。１８９０年ヨ

セミテ国立公園設立。１８９１年森林保護区法が、大統領による公有地での森林保護

区（後の国有林）の設立を許可。１９０８年コロラド州グランド・キャニオンが国有

記念物になる。１９２４年森林局、ニュー・メキシコ州ヒーラ国有林に最初の広大な

原生自然区域を指定。１９６４年キャニオンランド国立公園制定。１９６８年レッド

ウッド国立公園制定など、自然を保護する記述が環境史には多く見られることが確認

できる。 

 白人による環境に関する協会設立の記載も多い。例えば、１８７６年アパラチア

ン・マウンテン・クラブ結成。１８８６年ニューヨーク・オーデュボン協会結成。１

８９２年シエラ・クラブ設立。１９０５年全米オーデュボン協会結成。１９３５年ウ

ィルダネス協会創設。１９６９年グリーンピース結成。１９８１年アース・ファース

ト結成などである。 

 またさらに、環境に関する会議の記述も多く見られる。例えば、１９０８年セオド

ア・ルーズベルト（Theodore Roosevelt）がホワイトハウスにおいて、保全問題に関す
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る知事会議を主催。１９０９年北アメリカ保全会議がワシントンで開催される。１９

２４年アウトドア・レクリエーションに関する最初の国家会議がワシントン D.C.で開

催される。１９４９年シエラ・クラブ、第１回ウィルダネス会議を開催（隔年開

催）。１９７０年「アース・デー」が４月２２日に行われるなどである。 

 環境に関する本の出版も見逃せない。例えば、１８６４年ジョージ・パーキンス・

マーシュが（George P.  Marsh）『人間と自然』(Man and Nature）を出版。１９４９年

アルド・レオポルド（Aldo Leopold）の死後、『砂の国の暦』（A Sand County 

Almanac）が出版される。１９６２年レイチェル・カーソン（Rachael Carson）の『沈

黙の春』（Silent Spring）が出版される。１９６８年ポール・エリック（Paul Ehrlich）

の『人口爆弾』（Population Bomb）が出版される。１９７２年ローマ・クラブが出版

した『成長の限界』（The Limits of Growth）が世界的議論を呼び起こす。１９７３年

E.F. シューマッハー（E.F. Schumacher）の『スモール・イズ・ビューティフル』が

（Small Is Beautiful）出版される。１９８０年『グローバル ２０００―大統領へのレ

ポート』（Global 2000 Report to the President）出版などである。 

 これまで環境史が専門であるナッシュ（Nash）が構築したアメリカ環境史を概観し

てきたが、国立公園の制定や環境団体の結成などから自然や環境へ対する関心の高さ

が理解出来る一方で、これらの記述は全て白人の視点で描かれていることが明白であ

る。白人中産階級中心の環境団体などの記述などが多い一方で、先住民の環境に関す

る記述が全くないということが理解出来るだろう。 

 環境汚染に関する記述は、１９４８年ペンシルベニア州ドノラで激しい大気汚染で

２０名が死亡、１万４０００名が病気に。１９５２年ロンドンの「殺人スモッグ」に

より週末の間に４０００名が死亡、有効な大気汚染規則につながる。１９６９年カリ

フォルニア州サンタバーバラ沖での原油流出が汚染問題を劇的に示す。１９７８年ニ

ューヨーク州ナイアガラ川近郊のラヴ・キャナルが、地域住民の健康を危険にさらす

化学廃棄物の埋設地であることが判明。１９７９年スリーマイル島（ペンシルベニア

州）の原子力発電所、炉心溶解と広範囲の放射能汚染をかろうじて回避する。１９８

６年チェルノブイリ（ロシア）災害、北ヨーロッパの広域を汚染し、合衆国原子力産

業の信望に大きな悪影響を及ぼす。１９８９年アラスカ州プリンス・ウィリアム湾の

大規模な原油流出が国民的憤りを招く。 

 アラスカに関する記述が比較的多いのは、アラスカが最後のフロンティアであり、

アメリカで唯一原生自然が残っている場所として白人の注目を浴びているからである



 

 10  

と思われる。また、油田が発見されたことにより、アラスカの土地はだれのものであ

るのかという問題の解決が白人にも関心を呼んでいるからだと理解できよう。環境史

におけるアラスカに関する記述に注目してみよう。１９７１年アラスカ先住民問題解

決法により、連邦が永続的に保護する「国営地」の指定を認可。１９７３年議会がア

ラスカを横断する８００マイルの石油パイプラインの建設をプルードー湾に認可す

る。１９８０年アラスカ国営地保護法によって、全国原生自然保護機構の５，６００

万エーカーを含む１億４００万エーカーが保護される。１９８９年アラスカ州プリン

ス・ウィリアム湾の大規模な原油流出が国民的憤りを招く。 

 前述したように、環境史や環境思想史の専門家が築いたアメリカ環境史でさえも、

そこには先住民の環境の歴史が何も記述されていないことが理解できるだろう。鬼頭

も述べているように、「（略） しかし、そのような先住民の生活や権利を環境倫理

思想の中に組み込んで考えられはじめたのは、１９８０年代の終わり以降であるの

で、いま考えている西洋の環境倫理思想の多くは、先住民に対して必ずしも眼差しが

向いていない。先住民に対して眼差しを向けた環境倫理思想を再考していく作業が求

められている。xvii」とあるように、先住民の視点からの環境史もアメリカ環境史の中

に導入して記述されるべきであろう。そこで、本節においては、先住民からみた環境

の歴史で重要であると思われる事項を再考し、何故重視すべきで環境史の中に組み入

れるべきなのかを考えつつ、先住民の視点も取り入れてアメリカ環境史を再構築する

ことを試みたい。 

（2）先住民の視点を取り入れたアメリカ環境史 

 １９世紀のアメリカ史家フランシス・パークマン（Francis Parkman）は、白人とイ

ンディアンの接触の仕方の特性について次のように要約した。＜スペイン文明はイン

ディアンを圧殺した。イギリス文明はインディアンをさげすみ無視した。フランス文

明はインディアンを抱擁しいつくしんだ。＞と。イギリス文明とその後継者アメリカ

合衆国とインディアンとの関係の歴史は、大別して次のように時代を区分することが

できるxviii。 

第１は軍事的征服と武力抵抗の時代（１６００ー１８８０年代） 

１ 植民地時代 

２ 独立革命から南北戦争後まで。 

第２は文化的解体と再生の時代（１８８０−１９８０年代） 

１ 部族文化の解体 
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２ 部族文化の復活と民族自決。 

全時代を通じて、インディアンの＜清掃＞つまり土地略奪とその地への＜植民＞の政

策が、形態はさまざまだが一貫して追求された。 

 アメリカ環境史においては、先住民にとって重要とされる法の制定などは少なくと

も取り入れるべきであろう。なぜなら、土地や生活環境を奪われるということは環境

人種差別に他ならないからであり、環境史として記述し記憶されるべき事項であると

思われるからである。 

○１８３０年 インディアン強制移住法が制定される。 

○１８８７年 一般土地割当法（ドーズ法）が制定される。 

○１９３４年 インディアン再組織法が制定される。 

○１９４３−１９４５年 

 以下二つの強制移住および収容に関しては、本論文で詳細に論じるように、環境人

種差別であり、環境史に記述されるべき事項であると考えられる。 

・日系アメリカ人を強制移住させ、収容所に収容させる。 

・アラスカ州アリューシャン列島のアリュート人をアラスカ南東部へ強制的に移住さ

せる。 

○１９４５−１９９２年  

核実験については、世界的に少数民族地域や植民地で行われる傾向が強く、ニューク

リアコロニアリズムつまり、「核による人種差別」だと指摘されているxix。アメリカ

においても例えばアリューシャン列島のアムチトカ島では、戦後三回にわたり核実験

が実施されたなど、環境史に特筆すべき事項である。なぜなら核実験とは、環境破壊

はもちろん実験後も継続的に先住民の土地や身体を汚染し続け、計り知れない負の影

響を与え続けるものだからである。 

少なくても１２７８回の核実験を、ネバダ実験場とニューメキシコ、ネバダ、コロラ

ド、ミシシッピー州など国内のほか、マーシャル諸島、ジョンストン環礁、クリスマ

ス島、アムチトカ島など太平洋の島々で行う。なお、ネバダ実験場での核実験は１９

５１年１月に始まり、５８年まで、大気圏内核実験を約１００回、５８年から９２年

まで１００回以上の地下核実験が行われた。正確な核実験回数はいまなお秘密で、オ

ルレアリー（Orleary）エネルギー省長官は１９９４年６月、ネバダ実験場では全部で

１１４９回の核実験が行われたと発表しているxx。 
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○１９９１年 第１回有色先住民環境リーダーシップ・サミット（the First National 

People of Color Environmental Leadership Summit）が米国ワシントン D.C.で開催され

る。 

 環境正義に関するこのサミットも環境史には記述されるべきである。何故ならそれ

らにより環境をめぐる先住民へ対する取り組みが変化したからである。このサミット

で採択された声明文１７条の「環境正義の原理」“Principles of Environmental Justice”は

次のような序文で始まるxxi。 

 「私たち有色民族はこの有色先住民環境リーダーシップ・サミットに集結し、環境

正義の原則として、すべての有色民族の土地や共同体の破壊と強奪に対して国家規模

及び国際規模の運動を生み出すため、母なる地球の神聖さとの精神的相互依存をここ

に復興する。また、自然界における私たちそれぞれの文化、言語、信仰や、己を癒す

役割を互いに尊敬し、賞賛する。そして環境正義を保障し、環境的に安全な営みを育

むことに貢献する経済的選択肢を推進し、私たちの共同体や土地を汚染し人々を虐待

した五百年余の植民地支配と抑圧により否定されてきた私たちの政治的、経済的、文

化的自由を確保することを肯定し、採択する。」 

○１９９２年―１９９４年 

 また、環境正義を具体的に実現するために連邦政府が考案した次の二つの事項も環

境史に記述すべきである。何故なら環境正義という理想だけではなく、具体的な政策

案こそがこれまで環境人種差別を受けてきた有色民族の社会を変えるからである。 

・１９９２年 連邦環境保護局（EPA）、環境正義事務局を設立する。 

・１９９４年 クリントン（Clinton）大統領、大統領行政命令１２８９８号を発令

し、各行政機関はマイノリティや貧困層が不平等に背負う環境被害に関して、環境正

義による政策決定が行われているかどうかを検討するようにした。 

これまでのアメリカ環境史には先住民の環境に関する記述が何もなかったことを確

認したが、以上のように、先住民にとって重要とされる法の制定、強制移住および収

容、核実験、さらには環境正義に関する事項など先住民の視点から見た環境に関する

事項もまたアメリカ環境史の中に導入して記述されるべきなのである。 

 

                                                        
vi Roderic Frazier Nash.  American Environmentalism, Third Edition.  （McGraw-Hill, Inc., 

1990）松野弘、栗栖聡、藤川賢、川島耕司訳『アメリカの環境主義 環境思想の歴史
 



 

 13  

                                                                                                                                                                  

的アンソロジー』同友館、2004. 
vii Nash, pp27-28. 
viii同上 p.28 
ix同上 p.28 
x同上 p.28 
xi 同上 p.29 
xii 同上 p.29 
xiii 同上 p.29 
xiv 同上 p29. 
xv 同上 p33. 
xvi 同上 17 ページから 26 ページまでにはアメリカ環境史年表が添付されている。参照

されたい。 
xvii 鬼頭秀一『自然保護を問いなおすー環境倫理とネットワーク』ちくま新書 1996.  

p.60. 
xviii アメリカ・インディアンの研究に関しては、Wilcomb E. Washburn.  The Indian in 

America.（Harper & Row, Publishers, Inc., 1975）富田虎男訳『アメリカ・インディアン

ーその文化と歴史ー』南雲堂、1977. を参照されたい。 
xix Kuletz, Valerie.  "The Movement for Environment for Environmental Justice in the Pacific 

Island."  in Evans, Adamson, and Rachael Stein. p.125-142. 
xx 少数民族地域における核実験の詳細に関しては、豊崎博光『アトミック・エイジ 

地球被爆はじまりの半世紀』築地書館 1995.  を参照されたい。 
xxi Lawrence Buell.  The Future of Environmental Criticism-Environmental Crisis and Literary 

Imagination.  （Blackwell Publishing Ltd., 2005）伊藤詔子他訳『環境批評の未来―環境危

機と文学的想像力』音羽書房鶴見書店、2007.  p225. 
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第２節：環境正義・環境人種差別成立の背景 

 「環境正義」（Environmental Justice）及び「環境人種差別」（Environmental 

Racism）は１９８０年代にアメリカで注目されるようになった思想であるが、まずそ

の思想が生まれた背景を概観してみよう。次に「環境正義」「環境人種差別」とはど

のような概念であるのか、本論文におけるそれらの定義を提示してみたいと思う。 

（1）環境正義・環境人種差別の成立の背景 

 環境正義とは、環境保全と社会的正義の同時追求の必要性を示す概念である。多民

族国家であるアメリカの社会的背景をもとに生まれてきた概念で、環境的人種差別主

義（Environmental Racism)批判として展開した環境正義運動（Environmental Justice 

Movement)に端を発す。１９８０年代にアメリカで、アフリカ系黒人が多くを占める

地域において、有害廃棄物処理施設が集中していることに対する抗議運動などが象徴

的な動きとされる。環境正義運動では、公民権運動、反戦反核運動、女性運動、環境

問題をめぐり組織された草の根の運動家や研究者たちが運動の担い手となっている。

これらの環境正義運動家や研究者たちは、従来自然保護を目標とし、中産階級の白人

男性が中心になって進めてきた伝統的な環境運動について、マイノリティー、有色人

種、先住民族の置かれている「環境」を全く視野に入れていないと批判したxxii。 

 このように、環境正義運動は、従来の環境運動とは一線を画す。では従来の環境運

動及び自然保護とはどのようなものであったのだろうか。また、このような環境正義

運動が生まれてきた背景とは如何なるものだったのだろうか。探ってみることにしよ

う。 

 「アメリカの歴史の原初では、環境保護を主張することはなまやさしいことではな

かった」とロデリック・ナッシュ（Roderick F. Nash）は American Environmentalism, 

Third Edition（『アメリカの環境主義 環境思想の歴史的アンソロジー』）の[日本語

版への序文]で述べているxxiii。ヨーロッパからアメリカ大陸という新世界へ入植してき

たものたちは、その大陸を「原生自然」（wilderness）であると考えていた。たとえ狩

猟・採集を生業とするアメリカ先住民らが何千年にわたって持続可能な方法でその土

地の自然環境と共存してきたとしてもである。入植者たちはまたアメリカのフロンテ

ィアの資源は無限に広がっていると信じていたので、その資源を保護しようと考える

人はいなかった。さらに、キリスト教徒としてアメリカへ入植した者たちは、自然は

自分たちのために存在するものであり、自然は征服するもの・支配するものであると

いう信念を持って入って来たのであるxxiv。 
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 １８９０年に「もはやフロンティアはなくなった」とされて以来、アメリカ人は自

らの存在理由を繰り返し考えてきたが、そのひとつとして必ず「原生自然」にたどり

着くxxv。それは、「アメリカの歴史とは本来自然のなかに放り込まれた孤独な人々の

歴史であり、原生自然そのもの、また大地そのものであった」からである。すなわ

ち、「原生自然を守るということは、われわれ（アメリカ―筆者）の歴史を守ること

だ」と、アメリカ人は考えるのであるxxvi。」 

 １９７０年代における環境倫理思想は、自然保護思想から環境主義思想の文脈へと

大きく変化する。鬼頭が指摘しているように、「その主要な思想的核心は「人間中心

主義」の脱却」であるxxvii。リン・ホワイト（Lynn White）が１９６７年に「現在の生

態学的危機の歴史的根源」という論文を発表し、「現在問題になっている環境危機の

歴史的根源は有史以来、最も人間中心的な宗教である、ユダヤ・キリスト教的世界観

にある」と論じたxxviii。「古代では、すべてのものがそれ自身の守護神を持っており、

木を伐り、山を掘り、小川をせき止める前に、その場所をとくに守っている神をなだ

めたままにしておくことが重要であった。しかし、キリスト教は異教のアニミズムを

破壊することで、自然物に対する諸感情に無関心なまま、自然を開発できるようにな

ったxxix」と説いた。それに対して、ジョン・パスモア（John Passmore）は１９７４年

に、『自然に対する人間の責任』で、キリスト教を弁護する議論を繰り広げている。

ホワイト（White）の議論が、キリスト教に起源を求めた人間中心主義的な世界観を克

服していくことを目指し、環境主義の出現の大きなきっかけを与えたのに対して、パ

スモア（Passmore）は、それに対抗して、キリスト教的な世界観に基づくことによっ

て、人間中心主義的な環境保全のあり方を思想的に提示したのであるxxx。 

 では、１９７０年代以前に繰り広げられていた人間中心主義の自然保護思想とは如

何なるものであったのであろうか。「「新世界」であるアメリカでは、移民した開拓

者によって、「原生自然」が開墾されていった。彼らにとっては、宗教的にも、「原

生自然」は、道徳的にも反キリスト教的な無秩序なもので、人間によって秩序づけら

れるものであった。xxxi」前述したように、「原生自然」は「征服し、管理されるべき

ものとして考えられていたのである。xxxii」しかし、１９世紀に入るとロマン主義の思

潮が出現し、「啓蒙主義や産業革命への反動として、……失われつつある「自然」を

回復しようという形の思潮が出現したxxxiii。」その流れの中で、超越主義の思想家であ

るラルフ・ウォルト・エマソン（Ralph Emerson）は１８３６年に「自然」という論考

を著した。また、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー（Henry Thoreau）は１８５４年に
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『ウォールデン―森の生活』（Walden: Or, Life in the Woods）を出版した。エマソン

（Emerson）は、「自然は人間の想像力の源であり、また人間の精神を反映したもので

あると論じ、人間の精神と自然との密接な関わりあいを主張xxxiv」したが、「自然それ

自体は不完全であると考え、自然それ自体の価値を認めず、人間の自然に対する支配

を認めていた。xxxv」一方でソロー（Thoreau）は、「自然の中に身を置くことによっ

て、理性や科学よりも直感によって、自然の中のすべてのものに浸透しているはずの

大霊と直接的に交流することによって人間の精神を見つめていこうとしxxxvi」た。この

ソロー（Thoreau）の思想は、「自然を、功利的な価値ではなく、それ自身価値あるも

のゆえに保護しようxxxvii」とする「保存」の観念として受け継がれて行く。また、「自

然との交流の中に人間の精神的な高まりを重視する考え方は、……ディープ・エコロ

ジーの」思想に「継承されてい」くxxxviii。 

 アメリカ史家であるフレデリック・ターナー（Frederik Turner）は The Frontier in 

American History （『アメリカ史におけるフロンティア』）でフロンティアの存在、西

方に拡がる自由な大地が、アメリカ社会特有の民主主義や個人主義を育てたと説いた

xxxix。ターナー（Turner）のフロンティア学説もまた、ソロー（Thoreau）の主張と同様

に、白人中産階級または知識人の側からの見方と言えるだろう。先住民の激しい抵抗

があったが西部への進出を文明の拡張として、「文化の遅れている地方をひらくのは

アメリカの使命だ」とする「明白な宿命」論を用い、先住民も自然の一部として征服

してきた歴史を正当化しているといえる。以上のように常に西へと向かって入植を続

けていたアメリカ人の、常に自然と対決して向き合っていたことにより培われた自然

観は、１９世紀末に発展した自然環境保護運動へと継承されていく。また、ここで指

摘しておきたいことは、岡島も論じているように、アメリカ人の自然観の中にはナシ

ョナリズムの影があることである。「アメリカは長い間、ヨーロッパから「アメリカ

にはシェークスピアもない。バッハもない。絵画も建築物もみるべきものがない。あ

るのは野蛮だけだxl」と言われ続けていた。そのため、アメリカ人はヨーロッパに対抗

できるものを懸命に探し求めるようになっていた。ところが、開拓者が西に向かって

進むにつれて、大陸の豪快な自然が人々の前に提示されてきた。それこそヨーロッパ

にはないものであり、アメリカが胸を張って自慢できるものであった。アメリカ人に

とって自国の豊かな自然は、湧きあがる愛国心を十分満足させるものだったのである

xli。」 
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 また、自然保護の思想家であったジョージ・パーキンス・マーシュ（George P. 

Marsh）は、１８６４年に『人間と自然』（Man and Nature）を出版する。その中で、

自然を保護するという概念を初めて発表し、「人間と自然を結びつける相互の結合を

強調し、自然の価値として、……レクリエーション的価値や景観的価値、審美的価値

などを強調したxlii。」 

 １８９０年にフロンティアの終焉が宣言されると、西部の自然には限界があること

が認識され、専門家による自然保護の必要性が論じられるようになる。１８９８年に

農務省の森林局長に任命されたピンチョ（Pinchot）は、セオドア・ルーズヴェルト

（Theodore Roosevelt）大統領の親友であるとともに助言者でもあった。彼は森林地が

保全（Conservation）されすべての市民によって効率的に利用され管理されるべきであ

ると主張した。これに対して、環境「保存」（Preservation）を提唱したのは、ジョ

ン・ミューア（John Muir）であった。彼はすべての天然資源を人間の消費のために利

用される単なる財貨として扱う保全主義者の見解には誤りがあり、他の生物が有する

本来の価値と同様に、原生自然の精神的、審美的な価値を擁護したxliii。 

 このように、自然を保護するといっても、最終的には人間のための自然保護という

考え方から、自然保護はたとえ人間のためにならなくても自然のために保護するべき

であるというような思想的転換は、前述したように、１９７０年代に行われた。この

人間中心主義的な考え方から環境主義的な考え方への転換の背景については、思想史

家のロデリック・ナッシュ（Roderic Nash）が『自然の権利』（The Rights of Nature: A 

History of Environmental Ethics）で人間中心の功利主義に対して、「自然の権利」を唱

える新しい見方として論じているxliv。  

 「自然を囲い込んだり、自然を切り裂いたりすることは、人々が自然を体験し、楽

しむ権利だけでなく、自然自身の権利を侵害することになると彼らは主張したのであ

った。このような変化は部分的には、①生態学が科学として確立されたこと、さら

に、②生態学が公汎な一般大衆の熱意に受け入れられたことなどで説明することがで

きる。生物学的共同体に新しい意味をもった概念をつくり出すことによって、生態学

はまた、道徳的共同体の新たな基盤作りを示唆するものとなったxlv。」 

 環境倫理思想に生態学を取り入れたレオポルド（Leopold）は「生態学の立場で言う

なら、倫理とは、生存競争に於ける行動の自由に設けられた制限のことであるxlvi」と

述べて、倫理学を生態学の座標に置き換えて「土地倫理」という考え方を発表してい

る。「物事は、生物共同体の全体性、安定性、美観を保つものであれば、妥当だし、
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そうでない場合は間違っているのだxlvii。」つまり人間も自然の一部なのであるから、

自然に対する人間の行動も「生物共同体の全体性、安定性、美観」を保つようにする

べきであるという考え方である。 

  またさらに、１９６０年代に入ると、人種差別に抵抗する運動やベトナム反戦運動、

消費者運動や反公害運動などがアメリカ社会を大きく揺るがし、７０年代には、反

核・反原発運動やエコロジー運動、女性解放運動や学生運動など社会的な運動が盛ん

になる。１９７０年に開催された環境保護をテーマとした大規模なデモ、第１回アー

ス・デーでは、多くの青年白人が参加した。「その理由は、ヒッピー、反戦運動家、

人権運動家たちが「エコロジー」に流れ込んできたからであった。ヒッピーたちは自

然、原始、反都会や反物質といった考えから環境問題の改善に立ち上がったxlviii。」岡

島が指摘しているように、「ベトナム反戦は当然のこととなり、また人権運動は黒人

が主導権をとってきたため、白人の出番はなくなってきた。こうした状況から白人の

意識は次第に環境xlix」へと向っていったのである。これを機にアメリカで「エコロジ

ー」は完全に主導権を得、連邦政府に環境保護局が設置され、自然保護が中心だった

政府の政策も、公害問題を含んだ幅広い環境問題を扱うようになるl。また、世界各国

で同時開催のアース・デー行動が成功した背景には、１９６７年に出版されたレイチ

ェル・カーソン（Rachael Carson）の『沈黙の春』（Silent Spring）の強い影響が働いて

いたとも指摘されているli。ここでは、レイチェル・カーソン（Rachael Carson）が

DDTによる人間環境の汚染を告発したことに端を発し、人間自身の生命・健康・生活

自体が、化学物質、毒性物質、放射性廃棄物、原子力発電所の事故、大気汚染、酸性

雨、温暖化、オゾン層破壊、地下水汚染などにより危険に晒されているということ

に、人々は気がつき始めたのである。 

 １９７０年代が環境主義的な考え方へと変化した転換期となった背景には、このよ

うに、ナッシュ（Nash）の『自然の権利』（The Rights of Nature: A History of 

Environmental Ethics）や倫理学に生態学の思想が取り組まれたこと、またアース・デ

ーのような社会運動、レイチェル・カーソン（Rachael Carson）による衝撃的な告白に

よるところが大きいと言えるのではないか。 

 またこれらに加えて、１９７３年にノルウェーの哲学者であるアルネ・ネス（Arne 

Naess）は、論文の中で、「今までの環境保護の考え方は汚染や資源枯渇に反対してい

るが、最終的には先進国に住む人たちの健康と繁栄を意図しているだけの、「シャロ
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ウ・エコロジー」であるとして排し、それに代わるものとして、「ディープ・エコロ

ジー」を提唱lii」している。そのことも影響していると考えられよう。 

 以上のように、１９７０年代を転換期として環境思想は、人間中心主義の自然保護

思想から環境主義思想へと大きく転換する。迎える１９８０年代において、上述した

ように、アフリカ系黒人が多くを占める地域において、有害廃棄物処理施設が集中し

ていることに対する抗議運動などを始めとする環境正義運動が展開されることにな

る。このようにアメリカにおける環境史を概観すると、従来の環境運動が中産階級の

白人男性が中心だったことに対して、環境正義運動の担い手は草の根の運動家や研究

者たちであり、マイノリティーや有色人種、先住民族のおかれている「環境」につい

て批判するという流れはむしろ当然のことと受け止めてもよいだろう。 

 アメリカ環境正義運動の歴史において、決定的に重要なことは、１９８７年に合同

キリスト教会人種的正義委員会（the United Church of Christ Commission for Racial 

Justice）による報告書が出版されたことであるliii。 

 この報告書は、国際的研究の成果をまとめたものであるが、営利的危険廃棄物施設

の設置場所に関して、人種が重要な原因であることを明らかにし、貧困や有色人種コ

ミュニティーは健康の危険にさらされていると結論づけた。アフリカン・アメリカ

ン、ラテン・アメリカンのコミュニティーの６０％、アジア・太平洋諸島とネイティ

ヴ・アメリカンの５０％以上の区域には規制されていない有害廃棄物施設が設置され

ていると報告した。 

 報告書の出版に続いて、当時委員会の最高責任者であったベンジャミン牧師（the 

Reverend Benjamin Chavis）は、「環境人種差別」（Environmental Racism）という造語

を提示した。彼は「環境人種差別」を次のように定義している。環境問題の政策決定

および法律規制の施行における人種差別。具体的には、有色人種コミュニティーをあ

えて有害廃棄物施設の対象にしたり、コミュニティー内の毒物や汚染物質の存在を公

的に認可したり、環境運動のリーダーシップを有色人種に持たせなかったりすること

であるliv。 

 環境正義運動の歴史において、もうひとつの重要なことは、１９９１年にワシント

ン D.C.で「全米有色人種環境運動サミット」（the First National People of Color 

Environmental Leadership Summit）が開催されたことである。この集会の目的は、環境

変化をもたらす政治的イデオロギーによる草の根運動が、多民族運動として世界規模

で活動できるようになったことである。アメリカ合衆国、カナダ、中央アメリカ、南
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アメリカ、マーシャル諸島から３００を超える有色人種コミュニティーのリーダーた

ちが集まった。代表者たちは、環境差別に立ち上がり、１７項目からなる「環境正義

の諸原則」（Principles of Environmental Justice）を掲げた。それは、５００年以上否定

され続けてきた植民地化と抑圧からの政治的経済的文化的解放を確実にし、環境正義

を遂行する広く深い意味での政治的公約を要点とする原則であった。１７項目の内容

は、「生態系の保護、地球上の天然資源の持続可能な開発、核開発と軍事利用による

弊害、環境政策決定過程に参加する権利、職場における環境被害と雇用問題、米国先

住民部族が持つ自治権、医療現場におけるインフォームドコンセント、多国籍企業に

よる環境破壊行為、基地建設による生活圏の侵害、廃棄物生産過程における消費者側

の個人的責任など」であるlv。 

 さらに、１９９４年にはクリントン大統領が行政命令１２８９８号を発令し、全て

の連邦政府機関が環境正義を政策決定の過程に取り入れることが義務づけられたlvi。 

 

（2）環境正義・環境人種差別 

 以上のような背景を辿って、環境正義運動が誕生した訳であるが、では、環境正義

とは一体如何なる思想であるのか。ここで何人かの思想家による「環境正義」の定義

を確認してみたいと思う。 

 ジョセフ D. ジャルダン（Joseph R. Des Jardins）は”Environmental justice 

investigates the social distribution of environmental benefits and burdens.”（環境正義とは、

環境便益と環境負荷の社会的な分配を問うことである」と定義しているlvii。 

 ジョニ・アダムソン（Joni Adamson）らは”We define environmental justice as the right 

of all people of all people to share equally in the benefits bestowed by a healthy environment.”

（環境正義とは、健全な環境により与えられる恩恵を全ての人と平等に分かち合う権

利である」と定義しているlviii。 

 シュレーダ・フレチェット（Shrader-Frechette）は“Environmental justice movement is 

the attempt to equalize the burdens of pollution, noxious development, and resource depletion.”

（環境正義運動は公害や健康に悪い開発、資源の枯渇の負担を等しくする試みであ

る。）と定義し、“to correct problems of environmental justice, it will be necessary to 

improve the principles and practices of distributive justice—equal apportionment of social 

benefits and burdens, such as toxic waste dumps.  It also will be necessary to reform the 

principles and practices of participative justice—equal right to self-determination in social 
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decision-making.” （環境正義の問題を訂正するためには、分配の正義の実現と原則を

改善させる必要がある。有害廃棄物ゴミ捨て場などに見られる社会的な利益と負担の

平等な分配。また、参加の正義の実現と原則を改善させる必要もあるだろう。社会的

な意思決定における自己決定の等しい権利lix。） 

 地理学者の石山徳子は、「環境正義運動とは、環境保護と社会正義の理念を統合

し、社会的弱者といえる貧困層やマイノリティーの生活環境の改善に焦点をあてた市

民運動を指す」と定義しているlx。 

 ロバート・D・ビュロード（Robert D. Bullard）は、環境正義の出現を公民権運動の

流れとして受け止め、アフリカ系アメリカ人の居住地帯に有害廃棄物処理施設が集中

しているなど環境的に差別を受けている事例が公民権運動後に明らかになってきてい

ると説明しているlxi。 

 EPAは Environmental Justiceを以下のように定義しているlxii。 

“Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people 

regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, 

implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies.（環境正義

は環境に関する法、規制、政策の発展、実行、強化との関係で、人種、色、国または

収入に関係なく全ての人々に公平な取り扱いであり、意味のあるかかわり合いであ

る。） 

 ここで、fair treatment 及び、meaningful involvementは何を意味するのであろうか。

確認してみよう。 

“Fair treatment means that no group of people should bear a disproportionate share of the 

negative environmental consequences resulting from industrial, governmental and commercial 

operations or policies” 

（Fair treatmentとは、どの人種的グループの人々も、工業的、政治的、商業的施行ま

たは政策により、負の環境的影響を不均衡に負担すべきではない。） 

“Meaningful Involvement means that: 

・people have an opportunity to participate in decisions about activities that may affect their 

environment and/or health; 

・the public’s contribution can influence the regulatory agency’s decision; 

・their concerns will be considered in the decision making process; and 

・the decision makers seek out and facilitate the involvement of those potentially affected 
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（Meaningful involvement とは、 

・人々は環境とまたは健康に影響を及ぼすかもしれない活動についての決定に参加す

る機会を持つ 

・公的な提案（発言）は、規定する機関の決定に影響を与えることができる 

・彼らの懸念は、意思決定の過程で検討されるであろう 

・意思決定者は、これらの潜在的に影響を受けたかかわり合いを捜し出し、手助け

（促進する）する） 

 ここで EPA（連邦環境保護局）とはどのような機関なのであろうか、補足説明を加

えたい。EPAは、全米で約２００万人が参加したと言われるアースデイが開催された

１９７０年に、ニクソン政権により設置されたlxiii。 

 １９９２年連邦環境保護局（EPA）は、環境正義運動に携わる運動家や研究者たち

による告発と提言を受けて、環境正義事務局を設けた。さらに翌年の１９９３年のア

ース・デーに、ビル・クリントン（Bill Clinton）大統領は環境正義に関する行政命令

を出すことを約束した。EPAの環境正義事務局は全米環境正義諮問評議会を発足さ

せ、草の根で活動する運動家や研究者たちが政策提言をおこなう場を提供した。そし

てクリントン（Clinton）は１９９４年、前年の約束通り大統領行政命令１２８９８号

を発令し、各行政機関はマイノリティーや貧困層が不平等に背負う環境被害に関し

て、環境正義にのっとった政策決定が行われているかどうか検討するように促した

lxiv。 

 以上のような環境思想家たちが記す環境正義の定義を踏まえて、筆者は環境正義を

以下の様に定義したい。「環境正義とは、環境に関する政策や実行において、人種に

関係なく公平に取り扱うべきであるということであり、言い換えれば、どの人種的グ

ループも、政治的政策により、負の環境影響を不均衡に負担させられてはならないと

いうこと、および、環境と健康に影響を及ぼすかもしれない決定に参加する機会を持

つべきであるということである。」本論文では以上の環境正義の定義を援用し、特に

第３章において戦後アリュート人の環境正義を論じることにしたい。 

 またさらに、環境正義運動から生まれた思想の中に「環境人種差別」がある。これ

は合同キリスト教会人種的公正委員会（The United Church of Christ Commission for 

Racial Justice）の最高責任者であったベンジャミン牧師（the Reverend Benjamin 

Chavis）が提示した造語であり、彼は「環境人種差別」を次のように定義している。

「環境問題の政策決定および法律規定の施行における人種差別である。」ベンジャミ
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ン牧師（the Reverend Benjamin Chavis）は、危険廃棄物施設の設置場所の決定に人種が

重要な要因になっていることを明らかにし、有色人種コミュニティーは貧困地域であ

るだけではなく、健康被害の危険にも晒されているという主旨の報告書をまとめた人

物である。「環境人種差別」とは、「有色人種コミュニティーをあえて有害廃棄物施

設の対象にしたり、有色人種コミュニティー内の毒物や汚染物質の存在を公的に認可

したり、又は環境運動の指導者を有色人種にさせなかったりすることである」という

具体的な有害廃棄物処理施設の現実を内包している概念であるといえるlxv。 

 このような環境人種差別の考え方を踏まえて、本論文は環境人種差別を次の様にと

らえたい。環境人種差別批判が環境正義の議論と関連するものであること、そして既

に見た様に、環境正義の考え方が拡大してきていること、したがって、環境人種差別

の考え方も拡大して考える必要があることを考慮して、本論文においては、「環境人

種差別とは、環境に関する政策や実行において、人種によって差別することであり、

言い換えれば、ある人種グループに対して、政治的政策により負の環境影響を不均衡

に負わせることであり、また、環境と健康に影響を及ぼすかもしれない決定に参加す

る機会を与えないことである。」と規定しておきたい。したがって、国家の意志によ

りアリュート人を強制的に移住させ、長期にわたって築き上げた生活環境を奪う状況

に導いたこと、また、劣悪な環境下で生活することを強いたことは、アリュート人に

対する環境人種差別であったと言える。 

                                                        
xxii Adamson, Evans, and Rachael Stein.  The Environmental Justice Reader:  Politics, Poetic & 

Pedagogy.   (Tucson: U of Arizona P,  2000）を参照されたい。 
xxiii Roderic Frazier Nash. American Environmentalism, Third Edition.  （McGraw-Hill, Inc., 

1990）松野弘、栗栖聡、藤川賢、川島耕司訳『アメリカの環境主義 環境思想の歴史

的アンソロジー』同友館、2004.  p1. 
xxiv 同上 p.1. 
xxv岡島成行『アメリカの環境保護運動』岩波新書 1990.  p.158.. 
xxvi同上 p.158. 
xxvii 鬼頭秀一『自然保護を問いなおすー環境倫理とネットワーク』ちくま新書 1996.  

p34. 
xxviii同上 p.38.リン・ホワイト、青木靖三訳、「現在の生態学的危機の歴史的根源」、

『機械と神』みすず書房、pp.87-91.参照。 
xxix鬼頭 p.38. 
xxx 同上 pp.36-39. J.パスモア、間瀬啓充訳、『自然に対する人間の責任』、岩波書店参

照。 
xxxi 鬼頭 p.41. 
xxxii 同上 p.42. 
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xxxiii 同上 p.42. 
xxxiv 同上 p.42. 
xxxv 同上 p.43. 
xxxvi 同上 p.43. 
xxxvii 同上 p.43. 
xxxviii 鬼頭 p.43. 
xxxix 岡島 p.45. 
xl 岡島 pp.39-40. 
xli 同上 p.40. 
xlii 鬼頭 p.46. 
xliii Joseph R. Des Jardins  Environmental Ethics An introduction to Environmental Philosophy 

3ed. (Wadsworth, 2001) 新田功、生方卓、蔵本忍、大森正之訳『環境倫理学―環境哲学

入門』出版研、2005.  p67. 
xliv Roderick Frazier Nash.  The Rights of Nature ：A History of Environmental Ethics（U of 

Wisconsin P,  1990）p.9. 松野弘訳『自然の権利 環境倫理の文明史』ちくま学芸文庫

p.040を参照。 
xlv 同上 p.40. 
xlviアルドレオポルド『野生のうたが聞こえる』講談社 1997.  p.316. 
xlvii 同上 p.349. 
xlviii 岡島 p.148. 
xlix 同上 p. 148. 
l 岡島 p148-149. 
li 飯島伸子『環境問題の社会史』有斐閣アルマ 2000.  p286. 
lii 鬼頭 pp.83-84. アラン・ドレングソン、井上有一共編『ディープエコロジー』昭和

堂、pp.31～41参照。 
liii アメリカ環境正義運動の歴史に関しては、The Environmental Justice Reader を参照さ

れたい。 
liv Adamson, p.4. 
lv 金子光男、尾崎和彦編『環境の思想と倫理―環境の哲学、思想、歴史、運動、政策

―』人間の科学社 2005. pp238-239. 原文は http://www.ejnet.org/ej/principles.html 
lvi 金子 p.239. 
lvii Joseph R. Des Jardins.  Environmental Ethics-An Introduction to Environmental Philosophy- 
p240. 
lviii Adamson, p.4. 
lix Kristin Shrader-Frechette.  Environmental Justice-Creating Equality, Reclaiming Democracy-

（New York: Oxford U Press, 2002） p.6. 

lx 金子 pp .225-252. 
lxiRobert D. Bullard.  Unequal Protection Environmental Justice & Communities of Color（San 

Francisco: Sierra Club Books, 1994）p.3-22. 
lxiihttp://www3.epa.gov/environmentaljustice/ 
lxiii 金子 p.234. 
lxiv 金子 p.239. 
lxv Adamson, p.4. 
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第３節：アメリカ史の中の強制収容 

 第１章第１節においては、アメリカ環境史を概観し、従来のアメリカ環境史には先

住民の環境の歴史が何も記述されていないことを指摘した。またそれ故に、先住民の

視点も取り入れたアメリカ環境史を再構築することを試みた。第１章第２節において

は、「環境正義」および「環境人種差別」が成立するまでの背景を、主に１９７０年

代が人間中心主義の自然保護思想から環境主義思想へと大きく変化した転換期となっ

た背景と捉えた環境思想史に重点を置いて概観した。また、「環境人種差別」とは、

「有色人種コミュニティーをあえて有害廃棄物処理施設の対象にしたり、有色人種コ

ミュニティー内の毒物や汚染物質の存在を公的に認可したり、又は環境運動の指導者

を有色人種にさせなかったりすることである」とするベンジャミン牧師（the Reverend 

Benjamin Chavis）の定義に加えて、筆者の定義をも包括している概念であるというこ

とを確認した。すなわち、環境人種差別とは、「国家の意思によりあるグループを強

制的に移住させ、長期にわたって築き上げた生活環境を奪う状況に導く人種差別、ま

た、劣悪な自然環境下で生活することを強いる人種差別である」と定義した。本論文

において、第２次世界大戦時における環境人種差別であるアリュート人の強制移住を

取り上げる訳ではあるが、その前にアメリカ合衆国の歴史においてこのような環境人

種差別として理解される強制収容が存在したのかどうか、そしてその強制収容とは如

何なる性質を持ったものなのかを論じていくことにしよう。 

 １９４２年、第２次世界大戦下、アメリカ合衆国連邦政府により西海岸の軍事指定

地域から日系アメリカ人が強制的に自分たちの住居から立ち退きを命じられ、３年半

にわたって収容所に拘束された。本論文で取り上げるアリュート人もまた、同時期に

自分たちの故郷であるアリューシャン列島の村々から南東アラスカの地に強制移住を

命じられる。しかし、アメリカ合衆国内には、強制収容の先例があった。１８３０年

代に連邦政府はアメリカ・インディアンであるチャクトー族・チェロキー族・チカソ

ー族・クリーク族を彼らの故郷から権力によって移動させた。彼らは、合衆国との間

に成立する協定により、部族の行政機関を維持する権利を与えられていた。しかしな

がら、ジョージア州・アラバマ州・ミシシッピー州はそれらの行政機関があることを

違法とし、その部族を州の管轄地域に入れたのである。当時の大統領であるジャクソ

ン（Andrew Jackson）は連邦政府には古い協定を守る力はないと言い放った。ジャク

ソン（Jackson）は以後、ミシシッピー川以西へ、４部族が移動することに同意する主

旨の新しい協定を作成する為、かれらと交渉するようになった。その結果、連邦議会
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は１８３０年、インディアン撤退法案（Indian Removal Act）を可決した。この法案

は、ジョージア州により進められた。それは何年もの間その州がチェロキー族による

綿産業の拡張に不安を感じていたからであるlxvi。インディアン撤退法案は、実際には

追求に値する行為を、部族と土地「交換」するという形で正当化し、これを提案する

権限を大統領に与えた。それにより、インディアンの立ち退きが１９３１年１１月に

始まることとなった。連邦政府は約２３０，０００人のチャクトー族を移動させた

が、オクラホマ州のインディアン・テリトリー（Indian Territory）に到着するまで約

５，０００人の人々は飢えや病気の為死んでいった。クリーク族には協定により５年

間の交換土地選択期間が与えられていた。５年目に当たる１８３６年に、陸軍長官

は、「軍事上の措置」として、全クリーク族の即時移動を陸軍に命令した。クリーク

族は手錠をかけられ、鎖でつながれて２列になって西方へ足を運んだのであるlxvii。陸

軍は１７，０００人のクリーク族をアラバマから西方へと強制移住させた。そのうち

約２，０００人が天候、飢え、病気の理由により途中で死亡し、約３，５００人が到

着して３ヶ月以内に亡くなったのである。また、約１，０００人のチカソー族が強制

連行の途中、ミシシッピー州で死亡しているlxviii。４部族で最も開けていたチェロキー

族は当局と戦い続け、最終的に連邦最高裁判所に訴訟を持ち込んだ。同裁判所は、ジ

ョージア州が連邦憲法に違反していることを知り、ジョン・マーシャル連邦最高裁判

所長官が同州の措置を痛烈に非難した。しかしその時に、ジャクソン大統領は判決を

施行せず、それを事実上無効としてしまったのである。連邦の力はそれ程薄弱であっ

たのだlxix。１８３８年、４月１０日に大統領命令として、「軍事上の必要」とする正

当的な理由を用い、チェロキー族を直ちに移動させる措置を取った。後にこの苦難に

満ちた強制連行は、 “the Trail of Tears”と呼ばれるようになる。なぜなら、この連行途

中で毎日１０人から２０人のインディアンが天候、病気などに苦しみ死んでいったか

らである。１８３９年３月までに１３，０００人のうち９，０００人に満たない人々

が現在オクラホマ州に位置するインディアン・テリトリーにこの苦難を切り抜けて生

き残り、到着したのであったlxx。この悲惨な事件に関与する過程において、１９３８

年１２月３日に、ヴァン＝ビューレン（Martin Van Buren）は議会へメッセージを送っ

ている。それによると、この強制連行がチェロキー族の抵抗なく最も幸福な効果をも

って滞りなく進行していることに満足している様子が明らかであるlxxi。政策者側はこ

の悲惨な強制連行を満足した態度で執り行っていたのである。 
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 今まで述べてきたように、アメリカ合衆国において１８３０年代に連邦政府は抵抗

するインディアンに対し武力による制圧と排除、またはインディアンを住み慣れた故

郷から指定保留地へ強制的に移住させ、そこに封じ込めることとなったのであるlxxii。 

 １８６８年７月２６日に布告された連邦憲法修正第５条と第１４条の言葉は、こう

規定している。 

 

 修正第５条「何人も正当な法の手続きによらず、生命、自由または財産を奪われる

ことはない」  

  修正第１４条「いかなる州も合衆国市民の特権あるいは免除を損なう法律を制定

し、あるいは施行することはできない。またいかなる州といえども正当な法の手続き

によらずに、何人からも生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。またその管轄

内にある何人に対しても法律に平等なる保護を拒むことはできない」 

 

 １８３０年代のインディアンに対する軍事的征服を試みた事件から百年以上も後

に、アメリカ合衆国政府は再び同じ過ちを犯すことになる。上記したように、連邦憲

法修正第５条及び第１４条において明言しているにもかかわらず、１９４２年に西海

岸では日系アメリカ市民が正当な法の手続きなしに自由を奪われ、さらには財産も剥

奪されたのである。百年以上も後に再度人々を強制収容させる過ちを合衆国政府が犯

したということは、１８３０年代の一連の事件の後、インディアンの文化的破壊に対

して合衆国政府の取った態度が不十分であるとも考えられる。つまり、インディアン

に対する不当な措置に対し、政府は少なくても第２次世界大戦以前は何の補償も行っ

ていないのである。戦後１９４６年になってようやくインディアン請求委員会を設置

したのであったlxxiii。 

 では、アメリカ合衆国の歴史の中で、日系アメリカ人の強制収容は先例であるイン

ディアンの影響を受けていたのだろうか。合衆国の持つ人種偏見の真髄に迫っていく

ことを試みる。１９４２年２月１９日に発令された大統領行政命令９０６６号によ

り、約１２０，０００人の日系アメリカ人は自らの住み慣れた住居を離れ、鉄条網に

囲まれた強制収容所で最高３年半の拘束生活を送ることを余儀なくされた。収容者は

「収容所」（assembly center）と呼ばれた仮収容所で最初の数ヶ月を過ごし、「収容

所」（relocation center）の準備が整い次第、１９４２年初秋までに砂漠や沼地の中の

「収容所」へ転送されたのであったlxxiv。これらの収容所に関する建設過程、位置的問
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題には百年以上も前に強制収容の経験を持つすでに記述したインディアンが深く結び

付いていたのである。日系アメリカ人の強制収容業務にはインディアン局職員が配転

された。また、10カ所に設置された強制収容所のうち２つはインディアン保留地内に

建設された。さらに、アリゾナ州コロラド川保留地ではインディアンの居住地に隣接

して約２０，０００人の日系アメリカ人を収容するバラックが建設された。この作業

には約１，２００人のインディアンが動員された。また、同州ヒーラ川保留地には約

１５，０００人の日系アメリカ人が収容された。ここでも多数のインディアンが収容

所建設工事に雇われたのであるlxxv。このようなインディアンと日系アメリカ人の関係

について富田虎男氏は次のように指摘している。「インディアンと日系アメリカ人と

が、恒久的と一時的の違いはあれ、白人多数派社会の偏見に基づく隔離政策によっ

て、強制収容させられたという事実、しかも前者の土地に後者が収容されたという事

実は、合衆国の人種差別主義の一貫性をはしなくも示している点で興味深いlxxvi。」イ

ンディアンと日系アメリカ人が強制収容された背後には、共通の人種差別があると考

えられるだろう。 

第２次世界大戦後になると、「強制収容」の危機はアメリカ合衆国内から消滅する

のかというと決してそうではなかった。１９７０年代にも「強制収容」の可能性は存

在していたのである。国内治安維持法第２項目、すなわち緊急時拘束法が合衆国内に

は存在していた。この法は、ソヴィエト連邦との冷戦という政治的緊張下で成立した

１９５０年の国内治安維持法の一部として制定された。この法によってアメリカ大統

領は、アメリカ領土内、占有地に侵略された場合、議会が宣戦を布告した場合、敵国

援助により国内に暴動がおこった場合に、スパイ活動や破壊活動に関与した者はいか

なる者でも逮捕し、拘束する権限を与えられていたlxxvii。山口光朔氏は以下のように指

摘している。「これは明らかに、第２次世界大戦中に日系アメリカ人を強制収容する

さいに発令された大統領の特別権限の持続を確認しているlxxviii。」また、この指摘

は、第２項目廃棄を求める運動が日系アメリカ人運動家達によって開始されたことか

らも明らかであると考えられる。日系アメリカ人運動家達はマイノリティの強制収容

が、「緊急事態」を名目とし、「予防拘禁」という形で合法的に再び起こりうると考

え、立ち上がったのである。彼らは遂に１９６８年、それまで反応を渋っていた

JACLに対し、第２項目廃棄を求める決議文を議会へ提出するよう説得することに成功

し、JACLシアトル支部の指導者も含めて、日系アメリカ人社会内外の強い支持を得た
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のであった。こうして、１９７１年リチャード・ニクソン（Richard M. Nixon）大統領

の署名により、遂に国内治安維持法第２項目は廃棄されたのであったlxxix。 

 国内治安維持法第２項目の廃棄によりアメリカ合衆国内から「強制収容」の可能性

が全く消えたのかというと、決してそうではなかった。ジョンソン政権当時、百万人

分の「予防拘禁令状」が用意されているのではないかという噂や、全米１２カ所の強

制収容所ないしその候補地に関する噂が流れていたのであったlxxx。さらに１９７９年

のイラン危機の際には、アメリカ国内に居住していたイラン人に対する大衆の敵意に

ついて、日系アメリカ人２世及び３世が、日系アメリカ人ではないにせよ再び他のマ

イノリティに同様の過ちが繰り返されることを懸念している。一例をあげるなら、文

化人類学の研究分野において日系アメリカ人２世・３世の参与観察と個別インタビュ

ーを中心的手段とした竹沢泰子氏の研究書である『日系アメリカ人のエスニシティ―

強制収容と補償運動による変遷』に次のような証言が記載されているlxxxi。 

 

 中東と対立した時、世間では「イラン人を全員拘束しよう」と盛んに言っていたも

んだ。「やれやれ、同じことがまた起こってるじゃないか」と思ったね。再び起こる

可能性は十分にあると思うよ。それも簡単に起こり得ることだと思うよ。     

（２世） 

 

 僕の意見では、日系アメリカ人だけではなく、二度と誰にも同じことが起こらない

ようにと祈る以外にあまりすべはないですね。というのも、イラン人に対しても危う

く同じようなことをしようとしていたじゃないですか。僕が生きている間にもう一度

起こらなかったら驚くと言ってもいいくらいですよ。皮肉に聞こえるかもしれないけ

れど、４０年代と今とそれほど変わっていませんよ。               

（３世）                      

 

 アメリカ史の中では先住民族・少数民族を強制収容する概念が古く１８３０年代か

ら、そして現在もなお存在している。つまり、いつ再び政治的に弱い立場にある先住

民族・少数民族に対して同様の過ちが繰り返されるか分からない状態にあるのだ。日

系アメリカ人が経験してきた強制収容の危機は常にアメリカ合衆国内に存在していた

と言えるし、また現在も存在しているのである。
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lxviVincent N. Parrillo,  Strangers to these Shores.  （Massachusetts:  A Simon & Schuster 

Company, 1994） p.234. 
lxvii Allan R. Bosworth,  『アメリカの強制収容所：戦時下日系米人の悲劇』 Trans. 森田

幸夫 新泉社 1983. p.21. 
lxviii Parrillo, p.235. 
lxix Bosworth, p.21. 
lxx Parrillo, p.237. 
lxxi Parrillo, p.237.  ヴァン＝ビューレン（Martin Van Buren）が議会へ送ったメッセージ

は以下の通りである。これは Parrilloからの引用である。 

 

   It affords me sincere pleasure to apprise the Congress of the entire removal of  

         the Cherokee Nation of Indians to their new homes west of the Mississippi.  The 

         measures authorized by Congress at its last session have had the happiest         

         effects....They have emigrated without any apparent reluctance. 
lxxii その背景に関しては、有賀貞・大下尚一編『概説アメリカ史』有斐閣 1979.  p.25.  

を参照。「先住民には土地を占有する概念がないということが、白人による土地奪取

の口実となってきたと予想される」と概説している。 
lxxiii 富田虎男「第２次大戦下のマイノリティ・グループーアメリカ・インディアンの場

合ー」『昭和 57年度科学研究費補助金（総合研究 A）研究報告書ー第２次大戦下のア

メリカ社会』1983. p.50.  インディアン請求委員会やその活動の詳細については、上田

伝明『インディアン請求委員会の研究』法律文化社 1979.  を参照。 
lxxiv 竹沢泰子『日系アメリカ人のエスニシティ：強制収容と補償運動による変遷』東京

大学出版会 1994.  p.40. 
lxxv 富田 pp.49-59.  アリゾナ州ヒーラ川保留地に収容された日系アメリカ人は、隣接

する 8,000 エーカーの土地を開拓し、横坑を掘って川の水をひき、荒野を畠に作りか

えた。この両保留地では、戦争終結後日系アメリカ人が引き上げたあと、インディア

ンが畠をひきついで耕作を続けている。さらに富田は、日系アメリカ人の強制収容を

担当したディロン・マイアー（Dillon S. Myer）が 1950年にはインディアン局長に任命

されていると指摘している。   
lxxvi 富田 p.50. 
lxxvii Robert Takasugi,  “A Legal Analysis of Title Ⅱ” Amerasia Journal.  2 （1974） pp.95-104. 
lxxviii 山口光朔「日系米人と“国内治安法”」『世界』第 300号 1970.  p.267. 
lxxix 竹沢 p.45. 
lxxx 山口 pp.268-269. 
lxxxi 竹沢 p.201. 
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第４節：「軍事的必要性」に見る強制収容 

 歴史的にアメリカ合衆国では、連邦政府の都合で先住民族・少数民族が強制収容さ

れてきたことは既に見てきた通りである。連邦政府はそれらの強制収容に対して正当

な理由を提示していた。強制収容は「軍事的必要性」のもとに実施すると公表してい

たのである。本節ではその正当的理由が如何にレトリックとして効果的であったの

か、またどの事例においてもその理由は同じ意味を持つのか明らかにしていきたい。 

 本章第３節において概説した１８３０年代のインディアン強制移住の時も「軍事上

の措置」という正当的な理由を掲げて連邦政府は実際に強制移住を実施している。さ

らに、連邦政府はその正当的理由を第２次世界大戦中に日系アメリカ人を強制収容し

た時にも使用しているのである。インディアンと日系アメリカ人が強制収容された背

景には、共通の人種差別があると考えられるのではないか、またそれは「環境人種差

別」という概念に当てはまるのではないかと既に指摘したが、そのことは共通の理由

である「軍事上の必要性」からもまた考えられるだろう。 

 実際に軍事上、日系アメリカ人が強制的に立ち退き・収容される必要性があったの

だろうか。日系アメリカ人の立ち退き・収容は「軍事上の必要性」に基づくという連

邦政府の正当化した理由に反して、日系アメリカ人によるスパイ行為、破壊行為の記

録は一件も存在していないのだlxxxii。資産家であるシカゴの実業家、カーチス＝B＝マ

ンソン（Curtis B. Munson）は西海岸地域における日系アメリカ人のアメリカ合衆国へ

対する忠誠心がどの程度のものなのか調査するよう使命を受けた。彼は調査結果をマ

ンソン報告書（Munson Report）としてまとめ、１９４１年１１月７日、ローズヴェル

ト大統領に提出した。マンソンは西海岸地域における日系アメリカ人の破壊、スパイ

活動について要旨を次のように記している。 

 

 日系アメリカ人の武装蜂起はないだろう。彼らはおおむね、アメリカに忠誠を示し

ており、最悪の事態になっても平静を保ち、強制収容所送りや無責任な暴動の回避を

望んでいる。われわれが戦争に突入した他国のいかなる人種グループと比べてみて

も、少なくとも日系アメリカ人がより不忠誠であるとは思えないlxxxiii。 

 

マンソンは２５ページにもわたり報告書をまとめ、「西海岸に日本問題は存在しな

い」と結論づけたのであった。しかし、その調査結果は戦時中において最も秘密とな

りうる情報のうちの一つとなったlxxxiv。日系アメリカ人の強制収容を推進した中心人物
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である西部防衛司令長官ジョン・L・デウィット（John L. Devid）中将は１９４３年６

月、陸軍省長官に『最終報告書』（Final Report）を提出した。その中で、彼は、「軍

事的必要性」の根拠について述べている。「日系アメリカ人は軍事的安全保障の観点

から言うと、潜在的危険分子を構成し、軍事的必要性から彼らを直ちに内陸部へ収容

させる以外方法はない」と判断したのだlxxxv。「軍事的必要性」によって強制立ち退

き・収容を実施しその正当性を計る論理は以下の通りである。すなわち、太平洋沿岸

には日本軍侵攻の危険があり、そこに住む日系アメリカ人は日本に味方し国家を裏切

る可能性があり、国家の危機の際は、憲法で保証された彼らの権利を停止できるlxxxvi。

今日において、日系アメリカ人を強制収容させるほどの「軍事的必要性」はなかった

と証明されている。戦時民間人転住抑留委員会が１９８３年にまとめた報告書『拒否

された個人の正義』はその不当性をマンソン報告書をも用いて証明している。 

 「軍事上の必要性」というレトリックは、日系アメリカ人の事例において人種差別

を公的に肯定する時の正当的な理由付けとして効果的であった。「強制収容」の危機

が常にアメリカ合衆国内に存在していることは本章第３節で既に指摘した訳だが、そ

の危機は何かの時に「軍事上の必要性」という理由で連邦政府により正当的に実行さ

れることになるのである。 

 第２次世界大戦中、西海岸地域において日系アメリカ人の強制立ち退き・収容が開

始された同時期に、アリューシャン列島及びプリビロフ諸島では、先住民族であるア

リュート人が強制立ち退きを命じられたのであった。アリュート人の強制移住・収容

に関しての詳細は第２章で論じることとするが、日本軍による当地域への侵略を恐れ

て先住民であるアリュート人をアラスカ南東部に立ち退かせたのである。この時もま

た、「軍事上の必要性」という用語が用いられた。しかし、戦時民間人転住抑留委員

会の提出した報告書『拒否された個人の正義』では、アリュート人の強制収容と西海

岸における日系アメリカ人の強制収容とは切り離した出来事であると提言している。

さらに、これらの強制収容においてアリュート人と日系アメリカ人両民族に共通して

いる「軍事上の必要性」という用語に関して、同じ意味を持たないし、また持つべき

ではないと断っているlxxxvii。アリュート人がアリューシャン列島及びプリビロフ諸島

から強制的に立ち退かされた背景には、サボタージュの恐怖、またはスパイ活動、戦

時中のヒステリアによって影響を受けた政治活動は一切存在していない。第２章で詳

しく論じるが、アリュート人が強制立ち退き・収容された背景には、日本軍侵略の恐
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怖があったのである。すなわち、アリュート人の強制立ち退きは、この点に関して

は、彼らの安全を確保するための道理に合った警戒的な措置だったのだlxxxviii。 

 強制収容の危機はアメリカ合衆国内に潜在的に存在している。非常時に弱い立場に

あるマイノリティが強制収容されることは起こり得ることであった。歴史的に、強制

収容が施行される時の連邦政府側の正当的理由は、「軍事上の必要性」であったの

だ。日系アメリカ人の事例を通してもそれは明らかである。実際にその理由は、レト

リックとして効果的であった。第２次世界大戦中に西海岸地域の日系アメリカ人を強

制立ち退き・収容させる時、すなわちローズヴェルト大統領が大統領行政命令９０６

６号に署名した時、さらに行政命令の発令後、連邦政府の最高レヴェルで異議を唱え

る者はだれ一人いなかったのであるlxxxix。 

 一方、アリュート人の強制立ち退き・収容の事例において、「軍事上の必要性」と

する理由は歴史的な意味での「軍事上の必要性」ではなかった。つまり、レトリック

として用いられた理由ではなく、彼らを強制的に立ち退かせることは実際に軍事的に

必要であったのだ。アリューシャン列島及びプリビロフ諸島は戦場と化し、アリュー

シャン列島のうち２つの島、アッツ島とキスカ島は敵国日本に占領されていた状況で

あった。危険地域となっていた場所からアリュート人の安全を考慮し、その方法に問

題はあったが、立ち退きを命令したのであった。 

 日系アメリカ人の強制収容とアリュート人の強制収容はそれらの理由となっている

「軍事上の必要性」の意味の相違からも、根本的に異なる「強制収容」であると判断

できるだろう。それら２つの民族の第２次世界大戦下における強制収容は、同時期に

起こったとは言え、全く異なる問題として捉えなければならないのである。

                                                        
lxxxii 竹沢 p.40. 
lxxxiii Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians （以下 CWRIC と記

す） 

『拒否された個人の正義』 Trans. 読売新聞社外報部 三省堂 1983.  p.26. 
lxxxiv Michi Nishiura Weglyn,  Years of Infamy: The Untold Story of America's Concentration 

Camps.  （Seattle:  U of Washington P, 1976） p.34. 
lxxxv United States Department of War,  Final Report:  Japanese Evacuation from the West 

Coast.  （New York:  Arno Press, 1978） pp.2-19. 
lxxxvi 山倉明弘・山倉晃二「日系米人戦時強制収容補償問題を巡る賛否両論の分析」

『政治経済史学』第 334巻号 1994.  p.41. 
lxxxvii CWRIC, p.317. 
lxxxviii CWRIC, pp.317-318. 
lxxxix CWRIC, p.38. 
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第２章 アリュート人の強制移住 

第１節：アリュート人の世界 

 日系アメリカ人の補償運動に組み込まれて行くことになるアリュート人、また本論

文の研究対象にもなっているアラスカ先住民族アリュート人とは、一体どのような民

族なのであろうか。アリュート人に関しては、補償運動における研究においてさえも

言及されておらず、またアリュート人に関する研究も特に日本においては少ない。本

節においてはまず①考古学から検証された自然環境におけるアリュート人の概要、つ

ぎに②アリュート人から収集した神話集をもとに構築したアリュート人の自然観およ

び星野が描くアラスカの神話世界（特にワタリガラスとクジラ）で繋がっている世界

観、さらにまた③人類学者によるアリュート人の民族誌からアリュート人の世界を探

ってみたいと思う。 

 はじめに考古学から検証された自然環境における「アリュート人」を簡単に見てい

きたい。考古学者ウィリアム・ラフリン（William S. Laughlin）による ALEUTS 

Survivors of the Bering Land Bridgeを紐解くことにしよう。「アリューシャン列島に住

むアリュート人は自らをウナンガン、つまり「人間」と称してきたxc。」とある。つま

りアリュート人とはアリューシャン列島に古くから住む先住民族である。アリューシ

ャン列島についての解説は Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians

（「戦時民間人転住抑留委員会」）による Personal Justice Denied（『拒否された個人の

正義』）によると以下の通りである。 

 「アリューシャン列島は、アラスカ・ペニンシュラ（Alaska Peninsula）からアッツ

島まで 900マイルに、又ロシアのカムチャッカ・ペニンシュラ（Kamchatka 

Peninsula）から 300マイルにおよび連なっている列島である。島々は木々が乏しく、

穏やかなツンドラに覆われている。日本からの北方へ流れる熱帯大気と、極寒で乾燥

した北極からの大気がアリューシャン列島でぶつかり、ほぼ年中列島を霧で隠し、猛

烈な風によって押し流されたままとなっているxci。」ウィリアム・ラフリンによると

アリュート人にとってアリューシャン列島とは、「陸上の動物を追いもとめるハンタ

ー、または耕地に執着する農民の目には、アリューシャン列島は不毛の地として映る

であろう。しかし、無尽蔵の海洋食料資源があるので、アリュート人にとってここは

まさに住みよいところであるxcii。」と解説している。アリューシャン列島はただ単に

自然環境の厳しい不毛な地ではないことをラフリンはアリューシャン列島でアリュー

ト人が築き上げて来た文化やアリュート人の適応能力に触れて、以下のように述べて
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いる。「人間解剖学の知識、ミイラの巧妙な作り方、大きな数字を使った高度な計算

能力、芸術様式、発達した口承伝統など、アリュート人の高い知的水準の生活は一見

してこのような苛酷な環境にそぐわない感がする。ストレスの多いアリューシャン列

島の厳しい自然環境において、アリュート人が豊かな文化を築き、数千年にわたって

その人口を維持し増大させたことが、人間の適応能力を表す、立派な例であるxciii。」 

 ではどのようにして、自然環境の厳しいアリューシャン列島でアリュート人は高度

な文化を築き上げることができたのであろうか。そのことに関してラフリンはアリュ

ート人とその自然環境の調和の取れた「相互補完的なシステム」が成り立っていたと

して、次のように説明している。「アリュート人の安定した大きな人口が発達した知

的生活を支えたのである。つまり、遺伝的な安定性、長寿、低い嬰児死亡率ととも

に、良好な健康状態を特徴とした大きな人口という前提をもってアリュート族の発達

した知的生活が成立したといえる。一方、こうした特徴をもった人口の出現を可能に

したのはアリュート族が住み、上手にかつ計画的に利用していた、アリューシャン列

島の豊かな環境である。この三つの要素、すなわち、発達した知的生活、安定した大

きな人口、豊かな自然環境に立脚して、アリュート民族とその自然環境の調和のとれ

た相互補完的なシステムがなりたっていたxciv。」 

 アリュート人にとってアリューシャンの島々は、生活の糧を提供してくれる環境で

あったに違いない。海から摂れる食料資源が豊富にあったのである。例えば、「海

草、貝類、鳥類、魚類の他に、ラッコ、アザラシやクジラなどの海棲哺乳類である。

アリュート族の経済基盤は海と切り離しては成立し得ないものであったxcv。」 

 他民族の影響に関しても言及しておきたい。アリュート人が分布するアリューシャ

ン列島の南北からの他民族の影響はロシア人が入ってくるまで皆無であった。「列島

の北側に、４２０キロ離れているプリビロフ諸島（セイント・ポール島とセイント・

ジョージ島）がもっとも近い島であるが、アリュート人はたまに訪れただけであり、

定住集落ができたのは、ロシア人が１７８６年に来航した後のことである。プリビロ

フ諸島は、アリューシャン列島のいくつかの水道を通って年に二回の移動をする１５

０万頭のオットセイの主な繁殖地となっているxcvi。」 

 それではアリューシャン列島の南の方はどのようになっているのだろうか。「アリ

ューシャン列島の南には、３２００キロも離れているハワイ諸島やミッドウェイ島な

どしかない。アリュート民族にとっては重要な食料および衣服材料となる三種のアホ

ウドリがミッドウェイ島で越冬して、アリューシャン列島へわたって夏をすごすの
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で、遠く離れていても、ミッドウェイ島はアリューシャン列島の生活と縁の深いとこ

ろであるxcvii。」 

 つまりこのようにして、アリュート人は南北とも隔離されたような地理的な位置

で、他民族からの影響がほとんどなく、それゆえ独自の言語生活と文化を発達させて

きた民族である。「他民族との接触は、アラスカ半島に分布していたコニアグ・エス

キモー族との間だけであった。アリュート族とアメリカ・インディアンの間にはエス

キモー族が介在していたので、アメリカ・インディアンからの影響は皆無にひとしい

xcviii。」 

 ではアリュート人が異文化接触により、どのように環境が変化したのかについて言

及してみたい。筆者がアリュート人に会うため、2007年夏に訪れたアラスカ州アンカ

レッジにあるアンカレッジ歴史・美術館より入手したパンフレットには「ロシア人と

アリュート人」という項目がある。そこにはアリュート人が初めてロシアという白人

文化に接触する前にすでに自らの文化を築き上げていたことが以下のように説明され

ている。アラスカが初めて白人文化に触れたのは１６４８年、ロシアの探検家デゼニ

エフ（Dezeniev）がアラスカとシベリアを隔てるベーリング海峡を航海したときのこ

とである。１７２５年にはロシアの皇帝ピョートル大帝の命をうけたデンマーク人ヴ

ィトス・ベーリング(Vitus Bering）が、ロシアと北米大陸が陸続きであるかどうかを確

認するためにアラスカ沿岸探検に出発している。その後１７４０年代には、すでにロ

シア人による毛皮猟がアリューシャン列島で行われていた。ロシア人は、すぐれた船

乗りであったアリュート人を利用して毛皮猟（おもにラッコ）を行った。アリュート

人が昔から猟に使用していた皮船をロシア人はバイダーカと呼んだ。これは流木で骨

組みをつくり、その上に縫い合わせたトドの皮を張ったもので、海洋航海にも耐え得

るほど丈夫なうえに操作しやすいという特徴があった。ロシア人による毛皮貿易は１

７８０年代までに大成長を遂げた。１７９９年にはアレキサンダー・バラノフ率いる

ロシア・アメリカ商会が設立され、アラスカにおけるロシア毛皮貿易の独占権を得て

いる。ロシア人が初めてアラスカにやってきた頃には、アリュート人はすでに独自の

文化を作り上げていた。アリュート文化は海洋資源に依存しており、食糧・衣服をは

じめ、さまざまな道具・武器などの材料も海から得ている。アザラシやラッコをとる

ための銛には動物の膀胱が「浮き」として取り付けてあり、獲物が水中に逃げられな

い仕掛けになっていた。パッフィン（ツメドリ）のくちばしで作った「ガラガラ」

は、人間と動物との精神的交流をつかさどっていたシャーマンの持ち物であったxcix。 
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 またさらに同パンフレット「ロシア人とアリュート人」には、アリュート人が初め

てロシア人という白人文化に接触し、その後どのような変化をみせたのかということ

が以下のように説明されている。ロシア人との接触によってアリュート人の文化・生

活様式は変化を見せた。その一例はバイダルカ（皮船）で、もともと一人または二人

乗りだったものがロシア人のハンターあるいは監督を乗せるために三人乗りに改造さ

れたことである。また骨や木に彫られたカレンダーには聖日や祝日が記されており、

ロシア正教会の影響が伺える。また、白人との接触により、人口が激減した。 

１７００年代初めには約１万人だったアリュート人口は１８４０年には４千人に減

っている。原住民人口減少の主な原因は、天然痘等の病気・暴行・飢餓が挙げられ

る。中でも飢餓は、原住民の男性たちがロシア人のための毛皮猟に駆り出された結

果、自分や家族のための食糧を確保する時間が足りなくなったために起こったと言わ

れているc。 

 つぎにアリュート人から収集した神話集をもとに構築したアリュート人の自然観お

よび星野が描くアラスカの神話世界（特にワタリガラスとクジラ）で繋がっている世

界観を見ていくことにしよう。１９０９年から１９１０年にかけて、ロシアの民族学

者であるワルデマール・ヤコルソン（Waldemar Jochelson）が、現在よりも状況が困難

な時代に旅をして、村々の中でも最も重要な４つの村に１９ヶ月にわたり滞在した。

ヤコルソンの記録は Aleut Tales and Narratives Collected 1909-1910として 1990年になっ

てフェアバンクスから出版されている。その中でアリュート人の言語であるアリュー

ト語について簡単ではあるが以下のように説明している。ロシア人の征服から８０数

年後の１８２０年代には、２千人から３千人にまでアリュート人口は激減した。その

中には、いわゆるクレオールと呼ばれる人々（父がロシア人、母がアリュート人）も

含まれる。当時は最高権力を保持するロシアアメリカ会社や全てのアリュート人が事

実上属しているロシア正教会によるロシア式のルールが規則正しく作られていた。ロ

シア人によって完全に支配されたアリュート人は、少数の村々に集められ、その領域

は東と西とに分類された。 

東は、ウナラスカ地区と呼ばれ、ウナラスカ村に主要な教会が設置された。西は、

アトカ地区と呼ばれ、アトカ村に主要な教会が設置された。彼らは東のアリュート人

とは異なる方言を話した。ウナラスカ地区で初の司教はロアン・ヴェニアミノフ

（Ioann Veniaminov）であり、彼は１８２０年代にアルファベットをデザインし、キリ

ル文字のアルファベットをアリュート人のために形作り直した。その後彼は何冊かの
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宗教関係の本や、アトカのクレオール司教であるラコヴ・ネツヴェトフ（Iakov 

Netsvetov）によるアトカノートなども東のアリュート語に翻訳した。彼の後継者は教

会が運営する学校の先生たちで、ネイティヴ アリュート語を話したので、子供たち

はアリュートの言語を読み書きできるようになった。ロシア正教会による学校指導

は、１８６７年にアメリカ合衆国がアラスカを購入するまで５０年ほど続いた。アメ

リカ教育システムの導入により、英語が教育の単独手段となったので、アリュート語

と文化は１９７２年にバイリンガルとバイカルチュラルプログラムが導入されるまで

教えられることはなかったci。 

 ヤコルソンはまた人を引きつける才能豊かなアシスタントを連れて行き、当時生存

していた物語を話す人たち（story tellers)を探し出すことに成功する。忘れ去られた偉

大なアリュート芸能の母体を救ったと言える。ヤコルソン（Jochelson）の収集は、文

化的遺産から成り立っており、それゆえ極めて重要であるcii。 

 ヤコルソン（Jochelson）によると、８７から成るテキストは以下のタイプのアリュ

ート人神話に区分されるciii。 

１ 英雄的な伝説―ヒーローやリーダーあるいは戦士たちの原理を伴う素晴らしい偉   

業 

２ 神話的内容の物語―動物保護の装置としての守護者または超自然的生物 

３ 歌 

４ 日常生活の物語 

５ 古代風習の物語 

６ ことわざ（格言） 

７ なぞ 

 

 北米先住民に広く伝わる神話に、ワタリガラス（Raven）の神話がある。ヤコルソン

（Jochelson）のテキストにもワタリガラスの神話が３つ紹介されている。アリュート

人の神話世界を理解するためにもどのような内容なのか、一番初めにテキストに出て

くる Ravenの神話をここで紹介することにしようciv。 

 

“Real Raven”（「本当のワタリガラス」） 

The little old man, waiting for his sun, 

is going to open his mouth with the story about Raven. 
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Raven, going out of his house, 

took off flying—he (Raven) said. 

So he took off and 

having flown all day 

returned to his place and 

[went] in to his parents [and said,] 

“I found a young woman, 

now woo her for me,” 

[and] his parents set out. 

They set out and  

after some time entered the house over there, [saying,] 

“The boy, 

the popular boy, 

as is his wont, 

set out again, and 

he said that he had found a young woman, and 

he told us to fetch her for him— 

he said, it is said!” 

For some time nothing was said in reference to that but then 

from the poor chief of that house in there 

a small grass mat got up and said—he said, it is said, 

“That son of yours, the popular son of yours, you were talking 

     about, that’s Real Raven. 

Caw! 

Passing above with feces in his bill, 

with wipings in his bill, 

he is not attractive! 

So those two who have come to fetch [the woman] 

must be shaken and thrown out.” 

Some time after they had been thrown out  

they recovered consciousness from the cold ground, 

shook their sleeves, and 

set out walking. 
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Real Raven, who was on top of his house, 

waited on top of his house for them to come, and 

then, when his mother appeared, 

Caw! 

when his mother appeared, [Raven shouted,] 

“A woman appears! 

May she come to Real Raven! 

Caw! 

The upper part of her body [is seen]! 

If there is one more there! 

If there is one more there! 

Caw! Caw! Caw!” 

He [waited in vain] like that for some time but the next morning  

he set out again to fish (with a line from land). 

He set out and 

having been [fishing] there  

he found a young woman, he said, and 

returning to his place [told his parents to fetch her, and] 

his parents set out again. 

They set out and 

came to a house again[where they told about their errand]. 

In the interior of the house by the poor chief 

a small grass mat that she (Raven’s mother) had seen rolled up, 

got up feigning coughing” [and said,] 

“That son of yours, your popular son Raven 

whom you are talking about, 

when the morning is cold in here, 

with a pogie in his bill, 

with a sea urchin in his bill, 

would pass above beach combing, 

so the one the two have come to fetch 

must be made ready and have a braid and be given to them!— 

— — — — — — — — — — — — — — 

So after some time the woman was made ready, and 
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they put the young woman before them—they said, it is said. 

They went out, and  

the Raven who was on top of his house waiting for them to come 

saw [the young woman] appearing—Caw! 

“Real Ravan”（「本当のワタリガラス」）というタイトルの神話は３ページほどで、

“小柄な老人は、太陽を待っていたが、ワタリガラスに関する物語を語ろうとし始めて

いた。”とあることからも伺えるように、明らかに夜に語られたことが示されている。

物語の終わりはワタリガラスの鳴き声で終わり、とても簡潔に語られている。それは

おそらくこの物語がアリュート人の聞き手にはよく知られた話だからだろう。アリュ

ート人に伝わる他のワタリガラスの神話は、“Big Raven”（「大きなワタリガラス」）

cvは１１ページ、“Raven”（「ワタリガラス」）cviは１３ページにも及ぶ。 

 他のアラスカ・ネイティヴを含む北米先住民にも Ravenの神話は伝わっている。神

話は口承文学であるが、活字になっている Raven神話だけでも多様である。例えば、

トリンキッド族には“Raven Steals the Sun, Moon, and Stars”（「ワタリガラス、太陽、

月、そして星を盗む」）や“When Raven Tricked Ganook”（「ワタリガラスがガヌーク

にいたずらした時」）、“How Raven Brought Fire”（「ワタリガラスはどのようにして

火をもたらしたか」）、 “Raven Turns Into A Woman”（「ワタリガラス、女性に変身す

る」、“ Raven and Whale”（「ワタリガラスとくじら」）、“Raven Tricks Seagull And 

Crane”（「ワタリガラス、カモメとつるにいたずらをする」）、 ”How Raven Became 

Black”（「どのようにしてワタリガラスは黒色になったか」）などの神話が、またハ

イダ族には“Raven and the First Haida People”（「ワタリガラスと最初のハイダ族」）や

“Shag and Raven”（「鵜とワタリガラス」）などの神話が、さらにイヤック族には

“When Raven Killed the Whale”（「ワタリガラスがくじらを殺した時」）や“Raven and 

Loon: The Necklace Story”（「ワタリガラスとアビ：首飾りの物語」）などの神話が、

またエスキモーには“Raven And Owl”（「ワタリガラスとフクロウ」）、 “Fox And 

Raven”（「キツネとワタリガラス」）、 “A Story of Raven”（「ワタリガラスの物

語」）などの神話が、そしてまたアサバスカンインディアンには“Raven Steals The 

Light”（「ワタリガラス、光を盗む」）、 “How Raven Killed The Whale”（「どのよう

にしてワタリガラスはくじらを殺したか」）、 “Raven And Goose-Wife”（「ワタリガ

ラスとガチョウの妻」）、 “Great Raven Makes The World”（「偉大なるワタリガラ

ス、世界を創造する」）、 “When Raven Was Killed”（「ワタリガラスが殺された
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時」）などの神話が伝わっており、Raven神話の多様性とその世界の広がりを想像す

ることが出来るだろうcvii。バイオリージョナリズムに関しては第３章第３節で詳しく

述べるが、ここでは１９７０年代にゲーリー・スナイダー（Gary Snyder）が提唱者と

なって広めたその思想を簡潔に紹介しよう。「生態地域/生命地域（Bio-region）とは、

行政的に分割された「地域」ではなく、川の水域や植物相などの生態系にしたがって

土地を色分けした地域をさす。自然の地域区分は、生物相、分水嶺、地形、標高など

の基準によって変化するので、その境界線はかなり複雑である。自然の基準による地

域の分類を「バイオリージョン」と呼ぶこともあるcviii。」つまり、このような思想に

沿って考えると、行政的に分割された「地域」ではなくまた、生態系にしたがって色

分けした地域でもないが、Raven神話の内容は異なるにしても共通の「Ravenの神話を

持つ人々の世界あるいは生態地域」としてアリュート人の世界を理解することも出来

るのではないだろうか。つまり現代で認識するアラスカ・ネイティヴでも北米先住民

という区分でもなく、少なくても現代の我々には見えない共通の「Ravenの神話によ

る世界」が、どこからどこまでなのかも不明ではあるが遠い昔には広がっており、部

族は異なるにせよ「Raven神話を持つ人々」として区分されていたと考えられないだ

ろうか。また Ravenだけではなく、例えば Whale神話にも同じことが言えるだろう。

アリュート人には“Little Killer Whale”（「小さな殺し屋のくじら」）というタイトルの

神話cixが残っているが、他のアラスカ・ネイティヴや北米先住民族にも Whaleの神話

が残っている。例えば、トリンキッド族には“Creation of the Killer Whale”（「殺し屋く

じらの創造」）, “Raven and Whale”（「ワタリガラスとくじら」）という神話が、また

イヤック族には“When Raven Killed the Whale”（「ワタリガラスがくじらを殺した

時」）という神話が、アサバスカンインディアンにもまた“How Raven Killed The 

Whale”（「どのようにしてワタリガラスがくじらを殺したか」）という神話が残って

いるcx。このように、「Whaleの神話で繋がっている世界観」もアリュート人は共有し

ていたと考えられるだろう。 

 星野道夫がアラスカに伝わるワタリガラスの伝説について言及していることは知ら

れている。星野は、「クリンキッド族、ハイダ族にとどまらず、アサバスカンインデ

ィアン、そしてエスキモーに至るまで、なぜワタリガラスが人々の創世神話の主人公

なのか、この世に光をもたらし、人間を造ったというワタリガラスとは、人々の心の

中で一体何者なのか長い間不思議でならなかった、かつて人々はどんな目で世界を見

ていたのかを知りたかった」と話しているcxi。また星野はその自然に魅き付けられた
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理由をこのように述べている。「南東アラスカはカナダのブリティッシュコロンビア

へと続く、原生森林と氷河に覆われた奥深い自然である。日本からアリューシャン列

島を通って弧を描くように流れてくる黒潮が、湿った大気をこの海岸山脈にぶつから

せ、大量の雨と雪を降らせる。無数の島がちりばめられた海岸線は、夏になればたく

さんのザトウクジラも採食のために帰ってくる豊かな海である。南東アラスカのその

美しさだけではなく、この土地が内包する太古の気配を感じていたからであり、その

気配とは、かつてワタリガラスの神話に生きていた人々の視線である」と述べている

cxii。また星野の著書『森と氷河と鯨―ワタリガラスの伝説を求めて―』にはクリンキ

ッドインディアンのストーリーテラー、ボブ・サム（Bob Sam）によるワタリガラス

の物語が収められている。「ワタリガラスがいかにすべてのものに魂をもたらした

か」というこの神話は、何千年にもわたって口承によってのみ伝え継がれてきたクリ

ンギットインディアンの人々の神聖な物語であるが、本書のために初めて活字に書き

起こされたと解説しているcxiii。 

 また星野は南東アラスカにザトウクジラを追ったときの様子をこう記している。

「森の中からシューッ、シューッ・・・とかすかな音が渡ってくる。一体何の音だろ

うと、木々の間をくぐり抜けながら、その音の正体を確かめるために進んでいった。

やがてあたりが明るくなり、突然森を抜け、小さな浜辺に出ると、目の前の海を、二

頭のザトウクジラが、悠々と潮を吹き上げながら通り過ぎてゆくではないか。遠い昔

のインディアンも、こんなふうにクジラを眺めていたのだろうか。遥かな海岸山脈を

のぞめば、いくつもの谷が氷河に覆われているのが見える。かつてこの土地を埋め尽

くしていた氷河がゆっくりと後退し、新生の大地にはいつしか森が育まれ、深い谷間

には押し寄せる海と共にクジラが戻ってくる。地球の歴史は一体何度こんなことを繰

り返してきたのだろう。悠久な時の流れの中で、どこかで深くつながっているような

気がしたのであるcxiv。」そしてクリンギット族のワタリガラスのクラン（家系）に属

する老人から聞いたワタリガラスとクジラの神話を伝えているcxv。アリュート人にも

ワタリガラスはもちろんクジラの神話も伝わっていることから、アリューシャン列島

の自然環境は南東アラスカの自然環境とは多少異なりはするが、星野が体感したよう

な世界を持っていたと想像できるだろう。 

 最後に、人類学者によるアリュート人の民族誌からアリュート人の世界をわずかで

はあるが探ってみたいと思う。人類学者であるルシエン・M・ターナー（Lucien M. 

Turner）は１８７８年から１８８１年にかけてアリューシャン列島に滞在し、アリュ
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ート人の民族誌を書き上げたcxvi。その民族誌が２００８年にようやくレイモンド・

L・ハドソン（Raymond L. Hudson）により編集され、Aleutian Ethnography『アリュー

ト民族誌』というタイトルで出版されるようになった。当時のアリュート人の生活や

価値観を分析するため詳しく観察したことがいくつかのテーマで記されている。例え

ば、家、ボート、衣服、編み物、狩り、クジラとセイウチ、鳥、魚、植物、起源、政

治、戦いや奴隷制、社会的な関係、一年のサイクル（季節と月）、信仰と慣習などで

ある。ここでは、アリュート人の世界観を理解するために「信仰と慣習」を少し紐解

いて説明してみたいcxvii。 

 アリュート人は自然における全てのものには生命が授かっていると信じている。ま

た、その生命が活動的であるかないかは、その自然に従うと理解できると考えられ、

活動的でない物が活動的な精神を持っていたり、またはその逆も考えられる。またそ

れらの精神のいくつかは人間に有害であり、いくつかは害でもどちらでもないと考え

ていた。悪魔の精神は全ての道に潜んでいて油断していると襲ってくると考えられ、

生け贄をつくり悪魔の怒りを沈めることで悪魔の精神を取り除くことができると言わ

れていた。 

 お守りや魔除けは悪魔や病気、死から守るために身に付けられていた。ハンター達

はそれぞれに特別なお守りや魔除けを所持しており、狩りでの成功や全ての仕事での

危険から免れることになっていた。 

 海の哺乳類全ては人間の精神が起源である。住んでいたコミュニティーの責任で貧

乏になった貧しい女性が船外に投げ出され、ボートの端に摑まったときに指が切ら

れ、それらが海に住む様々な哺乳類に変化したと言い伝えられている。 

 ある特殊なクジラの一種は特別な復讐心に燃えた精神を持っており、ハンターやハ

ンターの仕事を破壊することを狙っている。そのため、クジラのハンターたちは一番

有力なキャラクターのお守りを身につけ、そのようなクジラの攻撃を近づかせないよ

うにしたり、またハンターの行く先を転換させたりするのである。 

 アザラシやアシカは、ハンター達が殺す前に話し方や生け贄により怒りを沈めるこ

とができる特別な精神によって守られている。またラッコはかつては男性の接近から

海へと逃げた繊細な女性であり、美しい衣を与えられ、彼女に接近する男性は一人も

許されないと信じられていた。 
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 海からの恵みを享受して生きる海洋先住民族であるアリュート人の自然観が理解で

きる。海に生きる先住民族は恵みの海とまた時には危険な自然環境へと変化する海や

その生き物の両方を受け入れて生活していたことが伝わってくる。
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xcixアンカレッジ歴史・美術館より入手したパンフレットにはアラスカ原住民を大きく

４つのグループに分けて、解説している。４つのグループとは東南部インディアン

（クリンギット族とハイダ族）、アサバスカン・インディアン、エスキモー、そして

アリュートである。パンフレットの「ロシア人とアリュート族」から引用した。 
cアンカレッジ歴史・美術館 パンフレット「ロシア人とアリュート族」 
ci Waldemar Jochelson,  Aleut Tales and Narratives Collected 1909-1910.  （Fairbanks:  Alaska 

Native Language Center University of Alaska Fairbanks, 1990） p.4. 
cii Jachelson, pp.10-16.  Jachelson はこの遠征でアリュート人の言語、文化、考古学、自

然形質人類学を調査することを目的とし、Unalaska（1909 年１月 3 日-6 月 9 日, Attu
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第２節：強制移住前の迫害の歴史―地理的特異性と place nameを中心に― 

 第２次世界大戦において、アリューシャン列島に居住していた先住民であるアリュ

ート人は、アラスカ南東部に強制的に移住を強いられ、収容施設に約３年半にわたっ

て収容されることとなる。それはアリューシャン列島という地理的な影響を受けて、

先住民としての生活を脅かされることになったと言えるのではないか、地理的な要因

を探ってみよう。また、このような第２次世界大戦時における強制移住の前に、アリ

ュート人は外部者あるいは他者から歴史的にどのような扱いを受けてきたのであろう

か。まず始めに、アリュート人住居の拠点となるアリューシャン列島に着目すること

にしたい。アリュート人のホームであるアリューシャン列島に身をおいていたこと

で、彼らの状況が如何なる変化をもたらしたと言えるのだろうか。アリューシャン列

島、その地理的特異性がアリュート人にもたらした影響を考察していきたい。さら

に、アリューシャン列島の地名にも着目し、アリュート人が外部から侵略された歴史

を地名から紐解くことを試みてみよう。 

（１）ラッコ・アザラシ・オットセイの棲息地 

 アリューシャン列島は、既に述べたように、アラスカ・ペニンシュラ（Alaska 

Peninsula）からアッツ島まで９００マイルに、又ロシアのカムチャッカ・ペニンシュ

ラ（Kamchatka Peninsula）から３００マイルにおよび連なっている列島である。島々

は木々が乏しく、穏やかなツンドラに覆われている。日本からの北方へ流れる熱帯大

気と、極寒で乾燥した北極からの大気がアリューシャン列島でぶつかり、ほぼ年中列

島を霧で隠し、猛烈な風によって押し流されたままとなっているcxviii。１８世紀にアラ

スカ列島とそこに居住する先住民は、ロシアの企業家達によって発見されたcxix。植民

地化ののち、アリュート人口は、大虐殺や病気によって激減するcxx。何故ロシアはこ

の不毛の荒野に足を踏み入れることとなったのであろうか。それは、アリューシャン

列島沖に高価なアザラシやラッコが大量に棲息していることに目をつけたからであ

る。ロシア人が侵略を始めた頃には、ラッコはアリューシャンの沿岸に群れをなして

おり、アリューシャン列島の北部、プリビロフ諸島にある繁殖地には何百頭というオ

ットセイが見られたが、わずかの後に激減するcxxi。それだけ、ロシア人にとってラッ

コ・アザラシ・オットセイは貴重だったのである。当時９００頭のラッコの毛皮を中

国に売れば、それだけでセント・ペテルスブルグ出発以来４年間の全遠征費用の４分

の１をまかなえたと言われているcxxii。それからロシアの毛皮猟の船である「プロミシ

ュレニキ」がアリューシャン列島へ幾度となく足を運ぶこととなるのである。１回の
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航海だけで持主が生涯豊かに暮らせることもあった。抵抗するアリュート人は即座に

殺された。しかし、この土地に定住しようとする者はなかった。狩人はやってきては

見つけ次第動物を虐殺し、引き上げてその利益で暮らしたのであるcxxiii。 

 セイント・ポール島とセイント・ジョージ島からなるプリビロフ諸島はアリューシ

ャン列島ウナラスカ島の２００マイル北方に位置していた。オットセイの大きな繁殖

地であるプリビロフ諸島は昔からアリュート人によって知られていたが、ロシア人が

その存在を知った１７８６年以前には人はここに住んでいなかった。１７８６年以

降、最初の定住村落ができたのは、ロシア人によって強制移住させられた東部アリュ

ート人が住むようになってからであるcxxiv。ロシア人は、採取手段を熟知し、その土地

にも詳しいアリュート人を利用して、オットセイの捕獲を試みたのだ。プリビロフ諸

島の定住村落におけるアリュート人の栄養失調と寿命との関係が研究者により示され

ているcxxv。オットセイにとってはプリビロフ諸島は理想的な棲息地であったが、アリ

ュート人のような狩猟民にとってはプリビロフ諸島は適切な環境ではなかった。１８

世紀に強制移住させられるまでアリュート人がプリビロフ諸島に定住集落を築かなか

った理由はここにあるのだcxxvi。つまり、オットセイの毛皮に目がないロシア人によ

り、その棲息地帯であるアリューシャン列島及びプリビロフ諸島に居住する先住民ア

リュート人は、迫害を受けることとなる。この事態は、アラスカがアメリカ合衆国に

譲渡された後も結果的には何の変化もなかった。 

 アメリカ合衆国の「アラスカ商事会社」は、自らの利益ばかりを考え、虐待を続行

し、オットセイをほとんど絶滅寸前まで追いやった。１９１１年になり、ようやく遠

洋オットセイ猟は国際条約で禁止された。合衆国政府としては、プリビロフ諸島のオ

ットセイの群さえ保護すればよかった。毛皮は何百万という利益を生み、その権利金

はアラスカを購入したときの金額の何倍かにのぼるほどであった。ロシア人が去った

時には３００万頭いたオットセイの群は保護政策が採られるまでに１万頭以下に減っ

てしまったのである。 

 アリュート人は、アリューシャン列島及びプリビロフ諸島がラッコ・アザラシ・オ

ットセイの棲息地であるという特異性を持っていたために、毛皮の利益しか考えられ

ない白人達に強制移住させられた。又ある時には抵抗する先住民アリュート人達を虐

殺したり、しまいには、アリュート人達にとって生活の基盤をなす貴重な天然資源と

でも言うべき、ラッコ・アザラシ・オットセイを激減させるにまで至ったのだ。アリ

ューシャン列島が白人によって発見されて以来、つまり第２次世界大戦以前からすで
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に先住民アリュート人は、白人の利益本位な態度のもと、多くの迫害を受けてきたと

言えるだろう。このような早期の段階でアリュート人に対する不当な外部による扱い

があったことは、戦争時に彼らが合衆国政府より受けることとなる不適切な待遇の可

能性が潜在的にアリューシャン列島に潜んでいたことを示していると考えられる。 

（２）アリューシャン作戦 

 第２次世界大戦が勃発すると、アリュート人は再びアリューシャン列島がもたらす

地理的な影響を受けて、先住民としての生活を脅かされることになる。ここでは、公

法第 100-383号-1988.8.10成立の背景となる大戦下のアリュート人の事情を、「アリュ

ーシャン作戦」を通して明らかにしていきたい。引用はすべて「戦時民間人転住抑留

委員会」が作成した Personal Justice Denied（『拒否された個人の正義』）という報告書

からである。 

 １９４０年に世界的な紛争が広まった時、アメリカ軍指導者達は太平洋辺境におけ

る攻撃に最善の注意を払った。アメリカ西部前哨地域の防衛、つまりアラスカ、ハワ

イ、パナマ運河は強化された。１９４０年６月３０日までに陸軍は少なくても５，０

００人をアラスカ防衛のため派遣させた。太平洋戦争の接近により、アリューシャン

列島は戦略的価値が有ると評価されるようになった。アリューシャン列島最先端であ

るアッツ島は、日本の千島列島北側からわずか６００マイルに位置していた。アメリ

カ、シアトルのボーイング社工場はアリューシャン列島から爆撃機で８時間のところ

に位置していた。つまり、アリューシャン列島は地理的にアメリカ合衆国、日本双方

にとって、軍事的攻撃に利用可能な魅力的な位置にあったのだ。さらにアメリカにと

っては、大戦中ロシアへの運送経路の途中地点として又アリューシャン列島は重要だ

ったcxxvii。 

 軍司令官バックナー（Simon B. Buckner）率いる Alaska Defense Command(ADC)は、

１９４１年２月にアラスカにおける軍事行動を積極的にさせる為、Western Defense 

Commandに属する機関として成立した。海軍は早期に海軍少将フリーマン（Charles S. 

Freeman）が支配している１３海軍地区のもとにアラスカ防衛区域を設けた。１９４１

年の夏を通して駐屯は進められた。陸軍施設はダッチ・ハーバーの海軍軍事施設を防

衛する目的で、ウナラスカ島に建設された。その施設へはおよそ５，５００人の軍隊

が入れられたのである。１９４１年６月から９月にかけて、ADC勢力は３倍となっ

た。１９４１年秋にはアリューシャン列島アラスカ・ペニンシュラとユニマク島のコ

ールド湾で飛行基地の建設が極秘に、魚缶詰工場会社の名のもとに進められた。ユニ
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マク滑走路は極めて重要であった。何故ならそれは、ダッチ・ハーバーを保護したか

らである。ユニマク海峡とアリューシャン列島、太平洋とベーリング海をつないでい

るダッチ・ハーバーの保持により、戦略的アリューシャン列島の利用価値が決定する

といってよかったcxxviii。 

 日本軍によるパール・ハーバー攻撃を受けて、ADCは日本軍に対する防衛準備に伴

い、アリューシャン基地の強化に取り組んだ。アラスカ海軍基地は建設中で又十分な

援助も不足していたので、ADCは日本軍攻撃の可能性を考慮した。アラスカ州知事グ

ルーニング（Ernest Gruening）は内務省長官イックス（Harold L. Ickes）に以下の様に

指示している。「アラスカ基地は究極的に防衛的に建設されたとしてもいまだ完成ま

ではほど遠いのだ。また、仮にすぐにでも攻撃を開始すればおそらく十分に防衛でき

ずに破壊されてしまうだろう。そういうことを日本軍は熟知している。さらに、ダッ

チ・ハーバーは日本軍がもっとも容易に破壊できる基地であり、我々が防衛するのに

もっとも困難であるという理由から、おそらく真っ先に攻撃を受けるだろうcxxix。」 

 １９４２年３月中旬に陸軍諜報機関（Army Intelligence）は、日本軍による攻撃はい

つでも予想されると報告した。結果的に１９４２年４月末までにアラスカの駐屯部隊

は２倍の４０，２４２となったcxxx。 

 １９４２年６月３日朝、日本軍はダッチ・ハーバーにある海軍軍事施設を攻撃し、

翌日フォート ミアースの陸軍軍事施設を攻撃した。ウナラスカ飛行防衛隊はそれら

の攻撃を防止することができなかったのである。日本軍はその時ミッドウェイで完璧

な敗北に苦しんでいたのだが、日本軍司令官は計画通り、北太平洋での防衛的立場を

守るため、又将来的に攻撃準備基地を設立するため、アリューシャン作戦の続行を命

令したcxxxi。 

 以上の経過を経て、アリューシャン列島はアメリカ合衆国で唯一、敵国である日本

軍の進行を阻止できずに悲惨な経験をすることになるのである。ついに１９４２年６

月７日と８日の両日、セオバルド（Theobald ）将校がベーリング海、プリビロフ諸島

付近で敵艦隊を捜索していた隙を狙って日本北軍はキスカ島とアッツ島に何の抵抗も

受けずにおよそ２，５００人を上陸させた。又、翌日アッツ島のシカゴフ村でアリュ

ート人４２人と、アリュート人ではないアラスカ・インディアンサービス被雇用者２

人が捕らえられた。キスカ島とアッツ島から毎日受信されるはずのラジオ情報が途絶

えたことが、日本軍のアリューシャン列島西部侵入の疑惑をおこさせた。しかし、こ

の事実は６月１０日天候がはっきりしてアメリカ偵察活動機がキスカ島で日本占領軍
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を発見したことで確認されたcxxxii。ついに、アリューシャン列島西部は敵国に占領さ

れ、アメリカ合衆国唯一の戦場となるのである。その後、アメリカ軍はキスカ島、ア

ッツ島を占領していた日本軍に対する攻撃を開始することとなる。 

 １９４２年の秋、アメリカ軍はキスカ島の敵軍事施設へ攻撃を続行した。その時す

でに日本軍の方には防衛的姿勢が見られたのである。バックナー（Buckner）軍司令官

はアトカ島とセイント・ポールなどの島々に軍隊を駐屯させた。１９４２年１２月ま

でに、バックナーはアラスカ戦区に１５０，０００人を置き、翌年１月にはニミッツ

海軍大将がアトカ島、アッツ島の日本軍隊を片付けるよう、北太平洋軍に命令した。

１９４２年−１９４３年の冬の間、北太平洋軍はキスカ島とアッツ島の封鎖に乗り出し

た。その封鎖作戦は効果的で、日本軍は春までに飛行権をアメリカ軍に譲渡しなけれ

ばならなかった。アメリカ軍との戦闘で１，０００機以上の軍機を失い、アリューシ

ャン作戦における補充兵も不足状態であった日本軍は、ついに３月、北太平洋におけ

る日本海軍主導権を失うのであるcxxxiii。 

 しかし、キスカ島とアッツ島に残留していた１０，０００人以下の日本兵との避け

られない戦闘が残っていた。１９４３年５月１１日、アメリカ軍はアッツ島に侵入

し、１９日間に渡り優勢な戦闘を遂行した。５００人以上のアメリカ兵と２，３００

人以上の日本兵の命を奪う結果となったcxxxiv。 

 さらにアメリカ軍は１９４３年７月に千島列島へ向けて攻撃を開始した。その結

果、日本軍は軍力が弱まってきている北方のキスカ島から軍隊を撤退させることを決

意した。ついに７月末、深い霧につつまれるなかアメリカ海軍封鎖をそっと通り抜

け、日本軍はキスカ島から引き上げた。ほぼ３週間後の１９４３年８月１５日、アメ

リカ海軍、陸軍、空軍がキスカ島に侵入した。このことをもって、アリューシャン作

戦の公的な終焉とみてよいだろうcxxxv。 

 だが、アリューシャン列島におけるアメリカ軍戦闘活動が完全に停止した訳ではな

かった。日本北方に対して絶え間ない圧力をかけ続けるため、アメリカ軍は１９４３

年から１９４５年にアリューシャン列島の軍事基地から千島列島へ爆撃を続行した。

これらの攻撃は６分の１の日本空軍の攻撃力を妨げた結果となったcxxxvi。 

 このように、アリューシャン列島は地理的にアメリカ合衆国本土、そして日本列島

との間に位置する両国にとって軍事的に北太平洋の重要な拠点であった。先住民アリ

ュート人の居住地域はこうした地理的要因により、第２次世界大戦下には戦場と化し

たのである。多くのアメリカ軍隊が駐屯し、又軍需品がアリューシャン列島に運び込
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まれ、軍事施設の建設も遂行された。さらに日本軍の攻撃を受けることとなり、つい

にはキスカ島、アッツ島が日本軍に占領されてしまい、多くの被害をうけることとな

るのである。また、日本軍侵略と占領の恐怖は１９４３年秋に日本軍が完全に撤退し

たと確認されるまで続いたcxxxvii。 

（３）place name 

 これまでアリュート人の拠点となっているアリューシャン列島に着目し、その地理

的特異性が原因となって外部から迫害を受けてきたことを論じてきた。ここではアリ

ューシャン列島に今も残る地名に着目し、アリュート人が外部から侵略された歴史を

地名から見ていくことにしよう。 

 アメリカという名称は、中部および南アメリカを探検したイタリアの航海・探検家

アメリゴ・ベスプッチ（Amerigo Vespucci）の名にちなむといわれ、１５０７年に発行

されたワルトゼーミュラー（Martin Waldseemuller）の＜世界誌入門＞に用いられたの

が最初である。当初はコロンブズ（Columbus）の発見した地域（西インド諸島と南ア

メリカ大陸）を指すことばであったが、のちに西半球の大陸全体を意味するようにな

ったcxxxviii。 

 しかしながら、「アメリカ」がコロンブス（Columbus）に発見される以前には当然

ながら先住民がこの大陸に居住していたわけであり、彼らはこの大陸を「アメリカ」

ではなく、彼らの言葉で表記しその名称で呼んでいた。ゲーリー・スナイダー（Gary 

Snyder）は、１９７０年代に発表しピューリツァ賞を受賞した詩集「亀の島」で、

「アメリカ」は、かつては先住民の創世神話に基づいた名称で呼ばれたことを説明し

ているcxxxix。 

 

 亀の島―この大陸の古く、新しい名前。これは数万年にもわたってここに住んでき

た人々の多くの創世神話に基づき、彼らの仲間がここ数年のうちに「北アメリカ」に

代わってふたたび使い始めた名称。大きな亀、あるいは永遠の蛇に支えられた地球、

または宇宙、という考え方は、世界中に広がるものでもある。この名前「亀の島」

は、多くの川の流域と生命の共同体―植物帯、自然地理学的地域、文化圏―から成る

この大陸で、自然の境界に従いつつ、より正確にわれわれ自身を見るためのもの。

U.S.Aとその州や郡はここに実際に存在するものを無視して、恣意的かつ不正確に押

しつけられたもの。 

 



 

 53  

 この「序文」では、コロンブスやユーロ・アメリカンなどの「征服者」の歴史や土

地の命名のありようを俯瞰し批判したうえで、「亀の島」という先住民の創世神話に

基づく名称が対置されると山里は指摘しているcxl。さらに「先住民たちのコロンブス

との遭遇からスナイダーの詩集『亀の島』（１９７４）まで４８２年、アメリゴ・ヴ

ェスプッチの航海に続くマルティン・ヴァルトゼーミューラーの世界地図（１５０

７）から４６７年、つまりほぼ五世紀にわたって使用されてきた地名とそれに伴って

書き継がれてきたマスターナラティブにカウンターナラティブとして対置されたのが

この亀の島の物語であった。これは、言うまでもないことであるが、ほぼ四万年から

二万五〇〇〇年という、ユーロ・アメリカンの歴史に先行する先住民の時間と場所の

存在を示唆しつつ、１９７０年代に始まった北米大陸の歴史と地名（または場所）の

読み直しを企図する文化運動の中から出現してきた名称であるcxli」と説明している。 

 一方で今日、アメリカ合衆国の州名には、もともと居住していたネイティブ・アメ

リカンの言葉を意味する名称が残され適応されていることは、白人が完全に先住民の

「アメリカ」を支配しきれなかったことを示唆している。例えば、アイダホは、ショ

ショーニ・インディアンの言葉で＜太陽が昇る＞を意味しcxlii、アイオワは、スー・イ

ンディアンの言葉で＜美しい土地＞を意味するcxliii。また、オクラホマの州名はチョク

トー・インディアン語に由来し＜赤い人々＞を意味するcxliv。 

 しかしながら、侵略者がこの地を訪れるたびに、先住民のいくつかの場所の名前は

書き換えられ、権力を保持した侵略者の先住民を無視した先住民からすると外国の名

称が付け換えられていくのである。このような地名の上書き行為を、山里は「場所」

を「空間」へと反転させる行為であると述べる。「「場所」は「空間」とは異なり、

人間の定住する生活を暗示し、そのような生活の蓄積の中から歴史が創造される。さ

らに、「場所」においては、アイデンティティが形成され、帰属感や職業が獲得され

る。それは、ただ人間が通過していくだけのスペースではなく、生活を重ねる中で記

憶が蓄積され、未来が方向づけられる領域でもある。これに対して、「空間」は、地

理的な概念として遠くから眺望され、人間が土地または人間を取り巻く物理的な環境

と接触する際の具体的な皮膚感覚が希薄な領域である。「空間」は人間の定住の営み

の中で「場所」へと変容していくのであるcxlv」と説明している。つまり、「古典的植

民地主義とは、他者の有する安定した「場所」を「空間」へと流動化させ、その生態

系に秘められたエネルギーを圧倒的な暴力で奪い取ることを意味する思想であり、政

治的・軍事的行為である。このような略奪行為には、地名に対する畏敬の念は不在で
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あり、……上書きされた地名は道標でもなく、新秩序を形成する境界にもなりえな

い。ヨーロッパ文化に由来する畏敬の念がどれだけ込められていようと、それは先住

民には「論理性や明晰さ」を欠いたものであり、破壊された「場所」を浮遊する記号

でしかないcxlvi」と解説している。 

 アラスカ州における場所の名前は、以上のことを鋭く表していることが多い。アラ

スカにおける場所の名前と、場所の名前から見えてくる侵略の歴史を詳しく見ていく

ことにしよう。 

 場所の名前―地図に表記されているコミュニティーと地理的地形のタイトルである

場所の名前は、無言ではあるが、アラスカ州とユーコン地域の歴史を豊かに描写して

いる。先住民や開拓者、冒険者達によって授けられた名前は、北部地域に広く分布す

る多様なエスニック・グループの文化を年代的に詳しく描いているcxlvii。 

 筆者がアメリカ議会図書館より入手した著書 Alaska-Yukon Place Namesのイントロダ

クションには、場所の名前から見えてくるアラスカにおける侵略の歴史が詳しく描か

れている。どのような歴史であったのかを簡潔に見ていくことにしよう。先住民の場

所の名前は、エスキモー、アリュート、そしてその地域に居住するいくつかの多様な

言語集団とネイティブ・アメリカンによって最初に占領した地域を表している。ロシ

アの名前とスラブ語に書き直された先住民の名前は、アリューシャン列島とアラスカ

沿岸地域に毛皮貿易商人が侵略してきたことを思い出させる。ロシア語が混ざった名

前からは、イギリスとメキシコ（ニュースペイン）からの海軍調査隊によって決めら

れたイギリスと少数のスペイン語の名前が読み取れる。内陸部の先住民の名前は、ハ

ドソン・ベイ・カンパニーの商人や冒険者によって付けられた名前が混在している。

また、金を求めてやってきた冒険者らによって付けられた名前も点在しているが、ほ

とんどはアメリカ人であるが多様な国籍の人たちによって付けられた名前である。 

 後に、専門的技術を持つアメリカ人やイギリス人、カナダ人の軍人や政府監視人、

学者ら探検家の波が、内陸地域や遠く隔たった地域にまでおよび、初期の調査を確か

めたりまとめたりして、その地域に名前を付けた。個人的な愛国心や支援行為から、

それらの人たちはすぐれた人物、同僚、尊敬する政府の卓越した人物の名前を利用し

て名前を付けた。それらの名前は他の国の有名な科学者に栄誉を授けたり、初期に外

国人によってすでに授けられたと断言されたりすることにより、機会に応じて変化し

た。しかし主たる名前は、愛国主義によって名付けられ続けていく。それゆえ、アラ
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スカ州とユーコン地域の場所の名前は、その地域にいつ探検調査が入ったのか、いつ

定住したのか、その地域の発展の段階などその地域の歴史を説明するのである。 

 実際には、アラスカ州とユーコン地域の初期における実質調査は次の６つの調査性

質に分類することができる。（１）大西洋や太平洋へ続く北西部の水路の探求。

（２）利益の上がる中国貿易に使用するオットセイ毛皮を求めて、沿岸部の探求。

（３）ヨーロッパ市場へ主要な毛皮の衣服を確保するためのカナダの毛皮貿易会社に

よる内陸部の探求。（４）新天地を探し求める世界からの植民地主義的な競争による

探求。（５）１３４人の船員と北極海に取り残されたイギリス人探検家ジョン・フラ

ンクリンを救助する探検。（６）金を探し求める人々の探求。 

 デンマーク生まれで、皇帝ロシア海軍に雇われていた航海者ベーリング（Vitus 

Bering）は、ピョートル大帝（Tsar Peter）の任命により、アジア大陸とアメリカ大陸

は繋がっているのか、あるいは分離しているのか判断するよう求められていた。ベー

リング（Bering）は１７２８年と１７４１年の２回にわたり、航海調査を行ってい

る。そして、それらの調査で、北極海がどこで繋がっているのか、どの土地が繋がっ

ているのかを明らかにした。最初の調査で、大陸のもっとも北東の頂点であるアジア

の海岸を北にそって航海し、今ではベーリング海峡やベーリング海として知られるカ

ムチャッカ半島経由で戻ってきた。その途中で、ベーリング（Bering）は Diomede 

Islandsの一部を発見し、名前を付けたが、アジアと北アメリカ大陸がわずか５５マイ

ルしか離れていないアラスカ沿岸を見ることはなかった。  

 ２回目の航海では、ベーリング（Bering）による探検船 Saint Peterと、アレッキ・チ

リコフ（Alexei Chirikov）による Saint Paulがアメリカ大陸を発見した。チリコフ

（Chirikov）は１７４１年７月１６日に上陸し、アリューシャン列島を経由してカムチ

ャッカに戻ったとされる。そこで飢えと壊血病に苦しめられていた船員に水を提供し

てくれたアリュート人と遭遇している。 

 ベーリング（Bering）は１７４１年７月１６日に Mount Saint Eliasを発見し、続いて

Kayak Islandに上陸する。ドイツ生まれのナチュラリスト、ジョージ・ステラー

（Georg Steller）による動物相や植物相の観察から北アメリカ大陸に上陸していたこと

が確認されている。つまり、この時アラスカは正式に発見されたことになる。 

 ６０歳であったベーリング（Bering）とおよそ半数の船員が壊血病で亡くなりはし

たが、豪華な毛皮が採れるというニュースにロシアのアラスカ侵略が開始されること

になる。無骨で冷酷なプロミシェレニキ（Promyshlenniki）は、毛皮狩りの海賊行為を
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しながら、Komandorskie Islandsからアリューシャン列島へと移動していた。最西方の

島々のオットセイやアザラシ、青キツネ、そして多くのアリュート人を絶滅させて、

アメリカ大陸のほうへ近づいていった。ギリゴリ イバノヴィッチ シェリコフ

（Grigorii Ivanovich Shelikhov）の支配下で組織された狩人達は、１７８３年 Kodiak 

Islandの Three Saints Harborに白人としてアラスカで最初の永住の定住地を築く。１７

９０年には Shelikhov会社がアメリカ人の同業者であるアレキサンダー・アンドリーヴ

ィッチ・ バラノフ（Alexander Andreevich Baranov）を迎え入れる。９年後に会社は

独占的な Russian-American Companyを再びチャーターして、バラノフ（Baranov）が総

支配人となるのである。 

 それから２８年間、バラノフ（Baranov）は独裁的に会社と土地をも支配することに

なる。彼は本部を始めは Kodiakの Saint Paul Harborに移し、それから Alexander 

Archipelagoの Sitkaに移した。彼が支配していた時期に、北極圏の南海岸地域に地名

を名付け、表記した。 

 ベーリングがアラスカを発見した１７４１年から、アメリカが１８６７年にロシア

からアラスカを購入するまで、ロシア人は熱心にその土地に名前を付けた。つまり、

スラブ語で個人的かつよく描写された名前は、先住民の地名を改造し、またその地名

を曖昧にしたということである。今日、ロシア時代は無数の歴史的地名によって賛美

されている。ベーリング（Bering）は他の船員仲間であるアレッキ・チリノフ大尉

（Lt. Alexei Chirikov）やスブン ワクセル大尉（Lt. Sven Waxel）や科学者のジョー

ジ・ステラー（Georg Steller）、そしてヨーロッパ人として初めてアラスカの地に葬ら

れた、Shumaginという名の海人とともに、栄誉を授けられている。初期の毛皮ハンタ

ーにちなんで名付けられた地名には、Andreanof、Korovin、そして Pribilof islands や

Shelikof Straitなどがある。ロシアの政府役人達や海軍探検家達の名前は、Baranof 

Island、Etolin Island、Wrangell、Kotzebueや Shishmarefなど今でも有名な場所の名前と

して残っている。 

 １８世紀の終わりには、スペインが Puget Soundや Vancouver Island、そして Alaska

にメキシコを本拠にした海軍探検家を送ることにより、コロンビア川の北側地域の土

地を主張することを試みた。１７７０年代と１７８０年代に、ジュアン・フランシス

コ・デ・ラ・ボデガ・クワンドラ（Juan Francisco de la Bodega y Quadra）、サルバド

ル・フィダルゴ（Salvador Fidalgo）、そしてアレサンドロ・マラヌピナ（Alessandro 

Malaspina）が南東アラスカを航海し、記述し、名前を付けた。今日残っている地名の
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Cordova、Bucareli Bay、Malaspina Glacierや Revillagigedo Islandがそのことを明示して

いる。しかしながら、スペインはその後、Nootka Sound(Vancouver Island)を起点とする

その地域への独占的な主張を弱め、１７９５年にはその地域から姿を消すことにな

る。 

 世界中の土地所有をめぐる論争でスペインの主たるライバルはアラスカにも乗り出

した。１７７６年にイギリスは皇帝海軍のキャプテンであるジェイムス・クック

（James Cook）、この時代の最も世界的に有名な探検家、を想定上北西航路となる太

平洋の入り口を捜し出すために送り出したのである。１７７８年の３月から１０月に

かけて、キャプテン クック（Captain Cook）は北極圏の北から南は Point Barrowまで

を探検していた。そこはどこまでも氷原で覆われていたので、クック（Cook）は Icy 

Capeという適切な名前を付けた。クック（Cook）は主要な東への入り口、Cook Inlet

などを探検した。クック（Cook）は沿岸をイギリスの名前である Bristol, Darby, 

Edgecumbe, Fairweather, Norton, Prince William, Prince of Walesなどと名付けた後に、

Sandwich(Hawaiian) Islandsに航海し、１７７９年２月に先住民によって殺されること

となる。クックの船員達の名前・・・ジョージ・ヴァンクーバー（George 

Vancouver）, ジェームス・キング（James King）, ナタニエル・ポートロック

（Nathaniel Portlock）, ジョージ・ディクソン（George Dixon)）もクックと一団の初期

アラスカ探検の時に付けられた名前として残っている。 

  クック（Cook）の３人の船員がキャプテンとして Pacific Northwest水路に戻ってき

た。ヴァンクーバー（Vancouver）とポートロック（Portlock）とディクソン（Dixon）

である。３人はアラスカの海岸の場所に名前を付けた。特にヴァンクーバー

（Vancouver）は、Kodiak Islandの東と南に位置する島々や水路に名前を表記した。彼

は以前にロシア語やスペイン語で付けられた名前を確認し、無数の主としてイギリス

の名前、国や統治者や上官、仲間の船長や船員の栄誉を讃えて名付けた。例えば、

Berners Bay, Lynn Canal, Clarence Strait, Coronation Island, Admiralty Island, Hood Bay, 

Puget Capeや Whidbey Passageなどである。 

 本論文で取り上げているアリュート人の定住地であるアラスカ州アリューシャン列

島においても、地名の書き換え行為は他の地域と変わりなく略奪者により歴史的に行

われていたことを、いくつかの現存する地名を確認することで見ていくことにしよ

う。つまり、先住民迫害の歴史は、第２次世界大戦時に先住民アリュート人を強制移
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住させる行為よりも遥か以前から繰り広げられていたということを、地名の書き換え

行為をみていくことで確認してみたい。 

 アラスカ半島に位置するコミュニティの名前に Cold Bayという場所があるが、その

名前は隣接する港の名前が由来であり、ロシア人であるザリヴ・モロゾヴスキ（Zaliv 

Morozovskii）が名付けたと言われている。Cold Bayは以前は Randall駐屯地がある

Cold Bay AFS(United States Air Force Station)で知られているcxlviii。 

 Dutch Harborは、１９４２年６月３日に日本軍により攻撃を受けた USN(United 

States Navy)軍事施設があることで有名であるが、ウナラスカ湾（Unalaska Bay）に位

置するその名前はロシア人によって付けられた。何故なら、ロシア人たちはその港に

初めて入ってきたのはオランダからの船であると信じていたからであるcxlix。 

 Near Islandsとはアリューシャン列島の中で最も西に位置する島々であるが、この名

前はロシア人オストロバ・ブリズニー（Ostrova Blizhnie）が名付けたと言われてい

る。何故なら、その島々は最もアジアに近いからであるcl。 

 オットセイの繁殖地として有名な Pribilof Islands（Saint George島と Saint Paul島から

成る）は、その島々を発見したロシアの貿易会社の航海者であるガヴリール・プリビ

ロフ（Gavriil Pribilof）が名付けたと言われている。彼は１７８６年６月に最初に発見

した島を船の名にちなんで、the Saint Georgeと名付け、もう一方の大きな島を一年後

に Saints Peter and Paulから取って名付けたcli。 

 Umnak Islandは、アリュート人の伝説によると、その名前はアリュート語 umnaqsに

由来する。その意味は釣り糸である。Fox諸島に位置するこの島は、かつてはアリュ

ーシャン列島の中で唯一木のあることを自慢にしており、それは先住民アリュート人

が釣り糸を作るのに使う海草に似ているからとされているclii。 

 このように、アリューシャン列島に今も使用されている地名を僅かではあるが紹介

したが、ロシア人が名付けた現在は英語になっている地名やロシア人の名前、またア

リュート人にちなんだ名前もアリューシャン列島には多く混在していることが確認で

きるであろう。詳しくは Alaska-Yukon Place Namesを参照されたい。 

 

                                                        
cxviiiPersonal Justice Denied: Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment 

of Civilians.  （Washington, D.C. : United States. The Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians, 1982） p.317. 
cxixPJD, p.317. 
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cxxii Cooper, p.63. 
cxxiii Cooper, p.64. 
cxxiv William S. Laughlin,  『極北の海洋民：アリュート民族』 Trans.  スチュアート 

ヘンリ 六興出版 1981.  p.28. 
cxxv Laughlin, p.30. 
cxxvi Laughlin, p.30.  アリューシャン列島に比べてプリビロフ諸島は寒冷な気候であり、

サケが溯上する川も、岩礁に囲まれて外洋の影響を直接うけない入江もなかった。し
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cxxviiPJD, p.319. 
cxxviiiPJD, p.319. 
cxxixPJD, pp.319-320. 
cxxxPJD, p.320. 
cxxxiPJD, p.321. 
cxxxiiPJD, p.321. 
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cxxxivPJD, p.322. 
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cxxxix Gary Snyder, 『亀の島』Trans. ナナオ サカキ 山口書店 1991.  日本版“亀の島”

への序文を参照。 
cxl 野田研一編著『＜風景＞のアメリカ文化学』ミネルヴァ書房 2011.  p.32. 
cxli 野田 p.32. 
cxlii 斉藤 p.18. 
cxliii 斉藤 p.17. 
cxliv 斉藤 p.96. 
cxlv 野田 p.20. 
cxlvi 野田 p.23. 
cxlvii James W. Phillips, Alaska-Yukon Place Names.  （Seattle & London: U of Washington P,  

1973）９ページにおよぶイントロダクションにおいて、アラスカにおける場所の名前

から見えてくる侵略の歴史が詳しく描かれている。アメリカ全体における地名の由来

と語源に関しては、木村正史編著『アメリカ地名語源辞典』東京堂出版 1994. また、
Kelsie B. Harder, Illustrated Dictionary of Place Names, United States & Canada.  (Van 

Nostrand Reinhold Company, 1976）および George R. Stewart, American Place Names.

（Oxford University Press, 1970）を参照。 
cxlviii Phillips,  p.33. 
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第３節：アリュート人の強制移住・収容・帰還および再定住 

（１）強制移住を決定する政策過程 

 ベンジャミン牧師が提示した「環境人種差別」の定義に従って、アリュート人の強

制移住における政策決定および法律規制の施行において人種差別はあったのか、どの

ような経緯を経て、先住民を強制移住させるに至ったのか、政策決定は誰が行ったの

かといった具体的な政策背景をまずみていきたい。When the Wind Was a River（『風の

流れが川の流れのようだった時』cliii ）各章には、アリュート人の強制移住・収容に関

する記録を集め、収容所における物語、被収容者が体験したこと、アリューシャン列

島への帰還の経緯、さらにはアメリカ合衆国政府から補償を勝ち取るまでがまとめら

れている。 

 アリュート人の強制移住は、１９４２年６月上旬に日本軍がアッツ島とキスカ島を

侵略したのちに開始された。各村落の強制移動の年月日は以下のとおりである。１９

４２年６月１２日アトカ、１９４２年６月１５日セイント・ポール、１９４２年６月

１６日セイント・ジョージ、１９４２年７月６日アクタン、ビオルカ、カシェガ、マ

クシン、ニコルスキー、１９４２年７月１９日ウナラスカcliv。 

 アリューシャン列島はアメリカで唯一地上戦が繰り広げられた島々である。島々の

先住民族であるアリュート人の安全性は、戦争がアリューシャン列島にまで及ぶこと

が避けられない事態になると、急を要する問題となった。When the Wind Was a River

（『風の流れが川の流れのようだった時』）においては、アリュート人を島に残留さ

せておくことは危険であるという軍関係者や政府役人の認識と、強制移住に関する多

様な懸念が確認できる。安全かつ利用可能な場所の確保、支援業務の徹底、移動手段

や食糧の供給、健康管理の保障、アリュート人村落の個人的な資産や共同体の資産の

保護といった問題があった。およそ９００人の先住民を強制移住させるには綿密な計

画が不可避であった。注目すべきは、軍関係者および政府役人が強制移住または島へ

の残留を比較し、どちらが先住民にとってより被害が少ないかという問いに確実な答

を出せずにいる一方で、何の措置も取らずにアリュート人を島へ残留させ、日本軍の

侵略により先住民の犠牲者を出せば非難されると正しく理解していたということであ

る。このテキストはあいまいな政策決定に至るまでの軍関係者や政府役人の懸念を暴

露している。政府決定者の発言のあいまいさに着目したい。たとえば、アラスカ州知

事であるグルーニング（Gruning）は、アリューシャン列島のアッツ島とアトカ島に関

して、「強制移住が望ましい措置であるかどうか相当な疑念が生じるとして何の対策
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も取らない立場を支持していたclv」ここには、安全を考慮した対策として強制移住を

支持する責任者らしい姿勢は窺えない。軍司令官であるバックナー（Buckner）もまた

「西部アリュート人を強制移住させることは新しい環境に適応できないであろうアリ

ュート人の崩壊を意味する。アリュート人を強制移住させれば、白人との接触により

飲酒と疫病の餌食となって堕落し、おそらく二度と歴史的な居住地に帰還することは

ないだろうclvi」と発言している。ここでもまた、アリュート人は実際にアリューシャ

ン列島以外の土地に適応できるのか、また白人社会で生き延びていけるのかといった

現実的な懸念が強制移住を回避しようとする動機が重なっている。戦争という非常事

態にも、安全性を優先して先住民アリュート人を強制移住させようとする意図は見え

ない。アリュート人を強制移住させるか、アリューシャン列島に残留させるか、とい

う二つの相反する意見の狭間で、だれがアリュート人に関わる責任者であるのかとい

う基本的な問題が未解決のままであった。強制移住計画は矛盾する情報で混乱してい

た。 

 この状況の混乱について、コールホフ（Kohlhoff）は When the Wind Was a River

（『風の流れが川の流れのようだった時』）の中で反復し、強調する。たとえば、

「海軍はアッツ島とアトカ島の強制移住を決定したようであるが、アラスカ・インデ

ィアンサービス当局に詳細はまだしらされていない」のような言説が多く綴られてい

るclvii。アラスカ・インディアンサービスは、１８８４年にアメリカ合衆国教育局の一

環として設置された機関であり、１９３９年当時３２，４５８名いたアラスカ先住民

の教育、福祉、財政援助、トナカイ管理などの任務を担っていたclviii。さらには、「海

軍は強制移住を分別のある行為であり、アリュート人をただちに移動させるべきと考

えていたが、責任は海軍自身にはないと思っていた」と説明されているclix。ここで強

調しておかなければならないことは、強制移住を押し進めていた海軍が強制移住決定

の責任を取らずに、そのすべての責任を強制移住計画に精通していないアラスカ・イ

ンディアンサービスに負わせようとしたことである。 

 このようにアリュート人に対しての責任が未決定のまま、あいまいで実行力に乏し

い計画が交錯することになった原因には、アメリカ合衆国政府がアリュート人を政治

的勢力に乏しい被保護者（wards）あるいは、混血（bleeds）とみなしていることが考

えられる。したがってアリュート人の中で強制的な移住に拒絶的な反応を示す者が現

れると、a blood quantum principleを適用し、「８分の１以上ネイティブの血が入って

いるすべてのネイティブは強制的に立ち退かなくてはならない」と命令したのである
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clx。二世紀にもわたって多様な白人グループとの結婚をしているアリュート人が多い

にもかかわらずである。 

 

（２）収容先の生活環境 

プリビロフ諸島のアリュート人はファンター湾（Funter Bay）の収容所に、アトカ島の

アリュート人はキリスノー（killisnoo）の収容所に、そして他のアリューシャン列島各

村落のアリュート人はいったんランゲル研究所（Wrangell Institute）の収容所に収容さ

れた後、ワード湖（Ward Lake）とバーネット入江（Burnett Inlet）の収容所にそれぞれ

収容された。収容所といっても予め準備された施設ではなく、政府が緊急にアリュー

ト人を収容させる為の適当な場所を探し、廃屋の缶詰工場や金鉱用仮小屋をそれに充

てたものだったので設備は不十分なものであったclxi。如何にそれらの収容所が人間が

生活する場に不適切で、不快であったか、環境不正義と言えるものであったか、その

一例としてファンター湾の収容所における生活環境を明らかにしていこう。 

 プリビロフ諸島のセイント・ポール（St. Paul）とセイント・ジョージ（St. George）

出身のアリュート人は１９４２年６月２４日、ファンター湾に到着した。セイント・

ポール出身のアリュート人３００人近くは廃屋の缶詰工場に連行された。そこは１２

年間倉庫として使用されていた建物で、特に冬場は居住には不十分であった。仕切り

や壁を製作する木材が不足していたため、毛布を仕切り用に用いて何とかプライバシ

ーを保っていた。全家族の食事は共通の台所と食堂で準備され、支給された。居住者

達は窮屈な生活に苦労したのである。建物は彼らの寝室となる大部屋２つを除いて完

全に腐敗していた。調査官であるマックミリン（McMillin）はオットセイ部局長官

（Sealing Division Superintendent）に提出した収容所に関する報告書で次のように述べ

ている。「われわれのアメリカ合衆国政府がこのようにこんなにも多くの人々を一つ

の場所に置き去りにし、そして完全に忘れ去るとしたら、私にはふざけているとしか

思えない」と批判しているclxii。一つの民族を置き去りにして放置するという非人道的

行為を、アメリカ合衆国政府はアメリカ市民であるアリュート人に対して実際に遂行

していたとコールホフ（Kohlhoff）のテキストは主張する。 

 セイント・ジョージ出身のアリュート人１８０人は金鉱用仮小屋に収容された。こ

こは数年間全く使用されていなかったが、セイント・ポール出身のアリュート人が収

容された缶詰工場と比べるとまだ良い方であった。それにも拘らず、FWS（Fish and 

Wildlife Service）の調査官であるベンソン（Benson）は「混雑していて、暗く暖かさの
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ないこの収容所で先住民住居者が冬を過ごすのはとても無理だ。」と述べているclxiii。

彼は３２室のアパートまたは２部屋付きコテージを建設し、睡眠用を除いて個々の設

備を設けるべきであると勧めた。実際には台所用コンロ、配管備品、水道タンクなど

は供給されていなかった。７月２日にアラスカ漁業通信は、道具一式を缶詰工場に依

頼したのである。つまり、生活に必要最低限の備品さえ、この金鉱用仮小屋には用意

されていなかったことが確認できる。さらに最悪なことには、政府当局はそのような

事実を認識していなかったのである。同７月２日、漁業監督者（Fishery Supervisor）補

佐のハイネス（Frank W. Hynes）はアラスカ漁業長官（Alaska Fisheries Chief）である

バウアー（Ward T. Bower）に手紙を書いて次のように述べている。「プリビロフ諸島

の先住民を収容しているファンター湾は、先住民を考慮して良い状態に保たれてお

り、後に建設予定の収容所モデルとして扱われると予想できるclxiv。」と。しかし実際

には、アリュート人が要求していた供給品は９月まで届かず、結果的に無視される状

態が続いていたのである。 

 １０月初旬には、セイント・ポール島の女性たちは自らの収容所における生活状況

に対して抗議する形の請願書を政府に提出している。「われわれはより良い場所を求

めている。ここはとても人間の住むような場所ではない。風呂もなければ、洗濯する

場もない。衣服も不足している。冬がやってくれば確実に状況は悪化するclxv」という

言辞によって暗示される劣悪な生活環境はアメリカ合衆国政府に理解されることもな

く、結果としてアリュート人はそのまま同じ収容所内に放置されることとなった。

PJDの記述においてアリュート人をアメリカ市民として扱いその正当性を問う視座は

ない。この請願書をバウアー（Bower）へ転送した手紙の中で、ジョンストン

（Johnston）長官は自らの実績や、アリュート人の抱えていた諸問題つまりプライバシ

ーの欠如、水問題、配管、洗濯設備、衣料や食糧問題を軽減したとだけ説明し、アリ

ュート人の請願を受け入れる姿勢をみせなかったと PJDの請願書の記載と同ページで

説明している。したがって、請願にも拘らずアリュート人の生活を改善させるような

前向きな対策が講じられないという絶望的な結果となったのだ。 

 １年後の１９４３年秋にファンター湾収容所を多くの政府役人が訪問した。彼らは

４日間滞在し、その状況をブロック医師（Dr. Berneta Block）が報告している。「我々

が台所を視察した時、異臭の刺激が強すぎて程度のつけようがありませんでした。又

その建物は全体的に暗く、ゴミ箱はあふれており、洗い水と台所の汚物は詰まってい

て言い尽くせない程不潔です。最初の２日間で我々はこの集団の最悪な状態を理解し
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ました。健康な大人がほとんどいない状態であることも認識しました。供給水は変色

し汚染しています。水を沸騰させたり、冷やしたりする設備は容易には利用できませ

ん。基本的な健康に関する基本的なことが不足していることも理解しました。もっと

早期により良い状況に改善すべきでありましたclxvi。」実際に現場を視察してみて初め

て政府役人はその状況が如何に恐ろしい程最悪であるかということを理解したのであ

る。アリュート人女性達の請願内容が理解されずに放置されていたことに関しては、

政府側の先住民アリュート人へ対する無関心な態度、又役人が任務を怠った怠慢な態

度が指摘される。結局本質的にアリュート人の生活環境が改善されたのは、彼らが収

容されてから１年半も後の１９４３年―１９４４年の冬であった。 

 医療・教育の欠如も大きな問題であった。次はこの２つの視点からファンター湾収

容所の様態を明らかにしていこう。１９４２年秋、ファンター湾収容所で常勤の医療

勤務者はアリュート人看護婦の助手として任務に当たる白人看護婦一人であった。彼

女達は缶詰工場と金鉱用仮小屋両方を毎日交互に勤務していた。医者は一時的に収容

所を訪問するだけであった。医療供給品は不足していた。アリュート人は流行の病で

あるインフルエンザや結核、また、麻疹や肺炎に苦しんだ。１９４３年だけで２５人

のアリュート人が亡くなっている。緊急事態に医者が不在していることで多くの命が

失われ、また、医療品の不足、不衛生で食糧も不足している状況で事態は悪化するこ

とは容易に想像がつくだろう。 

 教育面においては、適当な場所が見つからず教育に関する供給品も不足していたた

め、１９４３年１月になって初めて学校を開始した。OIAは教科書を準備しておら

ず、後に読書用のテキストが貸し付けられた。セイント・ポールの５５人の児童は廃

屋となった缶詰工場の台所において教師により学ぶこととなった。教師は天候が許さ

れると金鉱用仮小屋にも出向きそこでセイント・ジョージの３４人の児童達とも共に

学んだのである。しかし病気により欠席する生徒が多く、いい加減な学習期間をさら

に短縮せざるをえず、生徒達の進歩は取るに足らない程であったclxvii。教育環境は決し

て十分だとは言えなかったのである。 

 プリビロフ諸島における毛皮用オットセイの捕獲はその豪華な毛皮の世界供給８

０％を占めていた。１９１０年に連邦政府は完全にオットセイ捕獲と毛皮マーケティ

ングを支配していたのである。１９４１年の年間オットセイ捕獲収益は財務省に約

２、４００、０００ドルを貢献したことになっている。プリビロフ諸島アリュート人

達は主要なオットセイ捕獲者であった。内務省は収入を想定し、その収入を主たる目
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的として、アリュート人強制収容により中断された形となっていたオットセイ捕獲を

１９４３年に再開したいと切望していた。オットセイ部局のジョンストン（Johnston）

長官はアリュート人、または彼らによる政府の「投資」を保護したいと考えていた。

つまり戦後捕獲事業に困らないように、プリビロフ諸島出身のアリュート人がアラス

カ各地に拡散することを回避したかったのである。その理由で FWSはプリビロフ諸島

アリュート人をひとまとめにしておくよう努めたのである。ジョンストン長官は「ア

リュート人は個人的に収容所を離れるべきではない。どうしてもという場合において

は、その人々はプリビロフ諸島先住民としての権利を失うであろうし、また如何なる

時も再びプリビロフ諸島に戻ることは許されないだろうclxviii。」と勧告している。それ

に対してバウアー（Bower）は、「ファンター湾に収容されたプリビロフ諸島先住民

を引き止めておくことはできない。そこに収容されている間は、彼らは政府の司法

権、保護、支援に従わなければならないのだclxix。」と返答している。つまり、ジョン

ストン（Johnston）長官はプリビロフ諸島アリュート人をオットセイ捕獲に利用しよう

とし、そのため彼らを権力で拘束しておきたかったのである。  

 PJDの３４３ページによると、１９４２年１１月２３日、内務省長官イックス

（Ickes）は陸軍長官スティムソン（Stimson）に手紙を送っている。その内容は以下の

通りである。「来年４月又は５月にプリビロフ諸島へ先住民がオットセイ捕獲とその

他の作業目的で帰還するための調整はできている。」陸軍省は初めはその要求を拒絶

していたが、結局オットセイのシーズンのみ帰還することを許可したのである。しか

し、アリュート人の中には危険性を考慮して戦争が終結するまで島への帰還は回避し

たいと考えているものもいたのである。ジョンストン（Johnston）長官は再三この状況

を権力で支配しようと提案している。「今春帰還することを拒否した人々はオットセ

イ捕獲で得た収入の分配は給与されないだろうし、また、それ以後帰還することも許

されない。FWSによる如何なる援助も得られず、また島の住民としての権利をも失う

であろうclxx。」またしても、ジョンストン（Johnston）長官はオットセイ捕獲による

利益のためにアリュート人を無理矢理帰還させようとしたのである。このような横行

な態度に関して、プリビロフ諸島のアリュート人は後に証言している。彼らはオット

セイ捕獲のためにプリビロフ諸島に帰還するようにと強いられていたと感じていた。

もし彼らがその要求を否定した場合、二度と再び故郷を見ることはないと脅迫されて

いたのであるclxxi。結果的に、アリュート人は１９４３年の夏、戦争の危機に脅かされ

ながらも、１,１１７，０００頭を超える大量のオットセイ捕獲に成功した。だが、先
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住民アリュート人を権力で脅迫し、利益獲得のために利用したことは事実として受け

止めなければならないだろう。 

 コールホフ（Kohlhoff）および PJDのテキストは、アメリカ市民権を有するアリュ

ート人をアメリカ市民として認知せず、被保護者（wards）として位置づける。収容生

活の劣悪な環境で如実になるのは、アメリカ社会と先住民の不平等な関係である。あ

る民族を合衆国政府の無視、無関心な態度で劣悪な状況に追い込む社会的背後には、

このように、「アリュート人」を「被保護者」とみなす人種差別の構造があるといえ

る。 

 

（３）帰還 

 アリューシャン列島への帰還はプリビロフ諸島への帰還よりも困難であった。１９

４４年４月に海軍省と OIA役人は会合し、その時 OIAはアラスカ防衛区域の指揮官に

対して、海軍軍事行動長官へ次のメッセージを送る権限を与えた。「インディアン業

務当局の代表として任務に当たる学校教師の不足、各村落への供給が困難であるこ

と、在留軍人との混乱は免れないこと等の理由でアリュート人をアリューシャン列島

へ帰還させることを望んでいないclxxii。」OIA役人は同類のメッセージを上役にも送っ

た。そして、ワード湖のアリュート人を、プリビロフ諸島アリュート人が退去したフ

ァンター湾収容所の方へ移住させるように提案したのである。それから２週間以内に

アラスカ・インディアン部局はその立場を変更した。PJDの同ページによると、４月

２６日に領土内務局長官であるソロン（B. W. Thoron）はグルーニング（Gruning）ア

ラスカ州知事へ無線電報を送り、その春にアリュート人をアリューシャン列島へ帰還

させることに関しての見解を求めたのである。ソロン（Thoron）は教師不足等の理由

にも拘らず、早期再定住が望ましいと確信していたのである。グルーニング

（Gruning）も同意し、OIA長官もまた一致の見解を述べた。内務省もまた早期にアリ

ュート人を帰還させることは当然のこととして受け止めていた。しかし、ウナラスカ

村落に関しては、軍事的に重要であったダッチ・ハーバーに隣接しているため、その

村落状態は不安定なままであった。それゆえ、OIAはもし仮に教師が見つからないの

であれば、ウナラスカにアリュート人を帰還させることを延長する権限が与えられた

のであった。５月２３日までに陸軍省、海軍省及び OIAは OIAのアラスカ・インディ

アン部局が多様な地方問題に当たることに適格であると結論づけたclxxiii。このように各

政府機関は着々とアリュート人の帰還にむけて準備を重ねていたにも拘らず、アリュ
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ーシャン列島への帰還は１９４４年の夏、秋にも実現されず、結局１９４４年もアリ

ュート人は収容所に残留することになったのである。彼らがアリューシャン列島への

帰還を許されたのは、１９４５年４月１７日になってからである。何故彼らが早期に

帰還できなかったのかといった疑問は謎のまま説明されていないclxxiv。帰還を切望して

いたアリュート人側に何らかの理由があったとは考えにくい。帰還準備は進行してい

たがアメリカ政府側に帰還を延長させなければならない特別な理由があったのであろ

うか。アリュート人はアリューシャン列島への帰還を許可されることなく、余計な年

月を理由もなしに拘束されていたのである。 

 

                                                        
cliii Dean Kohlhoff,  When the Wind Was a River:  Aleut Evacuation in World War Ⅱ.  （Seattle:  

U of Washington P,  1995） 
cliv Kohlhoff,  pp.70-72. 
clv Kohlhoff,  p.67. 
clvi Kohlhoff,  p.67. 
clvii Kohlhoff,  p.65. 
clviii Kohlhoff,  p.10. 
clix Kohlhoff,  p.65. 
clx Personal Justice Denied:  Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment 

of Civilians.  （Washington, D.C.:  United States.  Commission on Wartime Relocation and 

Internment of Civilians, 1982） p.334. 
clxi Kohlhoff,  p.88. 
clxii Kohlhoff,  p.93. 
clxiii Kohlhoff,  p.92. 
clxiv PJD,  p.339. 
clxv PJD,  p.339. 
clxvi PJD,  p.340. 
clxvii PJD,  p.341. 
clxviii PJD,  p.342. 
clxix PJD,  p.342. 
clxx PJD,  p.343. 
clxxi  PJD,  p.344.  委員会による非公式インタビューにおけるアリュート人自身の証言で

ある。 
clxxii  PJD,  p.354. 
clxxiii  PJD,  pp.354-355.  海軍陸軍ともにどんな修復作業にも取りかかろうとはしなかっ

た。 
clxxiv PJD,  p.355.  委員会は政府機関との同意と、1945年４月にアリュート人が島へ到着

したことを記述した以上のことが記載されている文献を突き止めることは出来なかっ

た。 
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第４節：“Aleutian Sparrow”（『アリューシャンのすずめ』） 

 パール・ハーバー攻撃から７ヶ月後の１９４２年６月、日本軍はアラスカ州アリュ

ーシャン列島を侵略した。一万年ものあいだこの木々の少ない、風に吹きさらされた

土地で暮らしてきたアリュート人は、攻撃が始まって数日のうちに全員が集められ、

アリューシャン列島からアラスカ南東部の深い森にある収容所に避難させられた。カ

レン・ヘス（Karen Hesse）により、この実際に起こった出来事を基軸に描かれたフィ

クション Aleutian Sparrow（『アリューシャンのすずめ』）は、ヴェラというアリュ

ート人の血を引く架空の少女の声で、試練に満ちた収容生活、島への望郷、差別体験

などを４行詩形式の物語で表現している。アリュート人が体験した悲しみや怒りを前

面に押し出し何かを訴えるのではなく、簡潔な言葉で語ることで移住の悲哀や重苦を

表現している。馴染みのない厳しい条件の環境において、コミュニティーや文化遺産

あるいは伝統を不変のまま保持するための葛藤、また、この困難を切り抜けて生き残

るための奮闘が記録されているclxxv。 

 以下、収容生活が環境正義の概念を逸脱した体験であることを、数編の詩を具体的

に分析することで確認してみたい。「簡単な質問」というタイトルの詩においては、

平和を取り戻した島に「いつ戻れるのか」という単純な質問を投げかけている。 

 

     “SIMPLE QUESTION”（「簡単な質問」） 

     The Japanese have been defeated on Attu, 

     They have retreated from Kiska, 

     We Americans have retaken the Aleutians as our own again. 

     May our people go home now? clxxvi 

 

もはや戦場ではなくなり、再び平和が訪れている自分たちの故郷へアリュート人はい

つ戻れるのかという質問を本詩は投げかけている。行く先も告げられないまま突然移

住を強いられたあとも、島にいつ帰還できるのかあるいは、そもそも帰還できるのか

という問いへの答をアリュート人は告知されないままでいた。”We Americans”は国家

の一員としてのアリュート人を、”our people”は民族の一員としてのアリュート人を表

現している。アメリカ人としてはアリューシャン列島を再び取り戻した喜び、アリュ

ート人としては帰れるはずの故郷へ帰れないもどかしさや苦しみという相反する二つ

の感情に挟まれた精神的葛藤が読みとれる。このような二重の帰属意識に関しては、
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デュ・ボイス（W.E.B. Du Bois）が “double consciousness” という概念を提起し、アフ

リカ系アメリカ人が自らの文化的遺産と国民的アイデンティティの両方を保持できる

かという見方を提唱し、その葛藤を描写しているclxxvii。アリュート人が抱かざるをえ

ない二重の意識は、国家と民族に挟まれた葛藤という点において、アフリカ系アメリ

カ人が抱える葛藤と同様である。しかしながら、アフリカ系移民がアメリカ社会に同

化する時期に抱く二重の意識とは異なり、アリュート人の二重の意識は戦争という事

態で顕著化されたものであり、民族の一員としてのアイデンティティを揺るがす精神

的苦悩をともなう葛藤であるといえよう。When the Wind Was a River（『風の流れが川

の流れのようだった時』）にも次のような描写がある。 

 

Evacuation was the beginning of a long journey with many hardships for all Aleuts.  

They were strangers in unfamiliar, dangerous places, and the loss of what had been  

left behind was made more acute by their never knowing what would happen to  

them next.  Cast abroad, they found their cohesive, communal life threatened with  

extinction.  Could they ever really be themselves again? 

  Would they ever again be Aleutian islanders at home? clxxviii 

 

一つの土地に密着して共同生活を築いてきたアリュート人にとって収容生活を継続す

ることは共同生活の崩壊または民族の絶滅的危機を意識するほど精神的にも困難で深

刻であった。”Aleutian islanders”とは上掲詩の”our people”と同一であり、この詩は、

「アリュート人は島人に再び戻れるのか」すなわち、再び故郷へ帰って以前と同様な

共同生活を営み、文化を再構築して本来の自分たちを取り戻せるのか、という揺らい

でいた先住民のアイデンティティを問い直す質問とも重複する。ヘス（Hesse）が詩の

タイトルにあえて”simple”を用いたのは、「簡単な質問」には答えることが容易ではな

いことを強調していることがみてとれるが、同時に「簡単な質問」は複雑であるとい

うことも示唆している。 

 さらにアリュート人は、移住を強いられた土地に従来から住む白人による差別にも

苦しめられる。 

 

    “UNWANTED GUEST”（「不必要な客」） 

     Walking to work this morning, I overhear men speaking 

          behind me.  They say Aleuts are no good, they want us 
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          to move to another location, away from Ketchikan. 

     We are only trying to survive our exile, I want to say. 

     Yet out white neighbors scratch at the rash of our existence. 

     We didn’t ask to come here.  The Japanese are no longer a 

          threat.  Let us leave.  Let us go homeclxxix. 

 

収容先の土地に従来より居住する白人からすると、廃墟と化した収容所に突然収容さ

れたアリュート人は ”招かれざる客” (uninvited guests ）というよりもむしろ ”不必

要な客” （unwanted guests）であり、排除に値する存在なのである。国家間による戦

争の背後には、このように、表面的には目に見えない捕捉しがたい敵（ここでは同胞

であるアメリカ人）による差別が存在することが理解できる。二つの詩から、収容先

でアリュート人は、アリューシャン列島への帰還を知らされないまま放置されている

ことによる差別と人種的な差別による二重の精神的苦痛を受けていたといえるだろ

う。 

 二つの詩で精神的苦痛の描写のあとに繰り返し詠まれているのは、故郷への帰還の

願いである。土地に根ざして暮らす先住民にとって、homeとはどのような場所なので

あろうか。たとえば、ゲーリー・スナイダー（Gary Snyder）のエッセイ集『野生の実

践』（The Practice of the Wild, 1990）における、聖なる土地についての描写を手がかり

にしよう。 

 

   古代文化の人々は、共有するすべてのテリトリーには、非常に多くの生命や霊

が宿っていると考えていた。次のような理由から、ある特定の場所には、とりわけ多

くの霊が存在するとされていた。そこに生息する動植物が際立っており、伝説やその

民族のトーテムと深い関係があること、地形学的な特徴を備えていること、さらには

これらの要素がいくつか重なっていることも理由としてあげられる。こういった場所

は、人間存在を超えた世界への「入口」となっているclxxx。 

 

homeとは一つの土地に住み慣れている先住民にとってはとくに神聖な場所であり、他

の土地と代替することの不可能な唯一の場所なのである。スナイダーはまた、「家に

帰る」という項目においては、プリミティブと呼ばれる人々に特有の「静かな威厳や

自尊心」が身につくには「家にいること」だというハイダ族の長老女性の言葉を紹介
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しているclxxxi。homeとは伝説やトーテムによって形成される精神的基盤、また、その

民族特有の威厳や自尊心を内包する存在感がそこにいることにより築かれる大切な場

所なのである。次の詩においても、アリュート人の地アリューシャン列島の自然が謳

われている。 

 

    “SEA CHANGE”（「完全な変貌」） 

     After three years of promises we are back 

     Where the sun emerges from the galloping clouds, 

     Where one moment the rain ices our hair and the next a 

         Rainbow arches over the volcano, 

     Where early grass ripples in the wind and violets lead an 

         Advance of wildflowers across the treeless hills. 

 

     It all comes back so quickly, the particular quality of the air 

         where the Bering Sea meets the Pacific. 

     The Aleutian sparrow repeats over and over its welcome of  

         Fluid notes. 

     Our resentment folds down into a small package and is 

         Locked away under the floor of our hearts. 

     What other chance do we have to survive if we cannot forget? clxxxii 

 

この詩では、３年間の収容所生活ののちに戻ってきた約束の地アリューシャン特有の

自然が描かれている。自然を謳うことで、ヘス（Hesse）はそこが世界のどこを探して

も他にないアリュート人にとって唯一の場所であることを確認している。先住民の土

地に対する心性について、ジョンソン（Johnson）はこう述べている。土地を重視する

先住民は神聖な場所に対して強い愛着をもっており、その場所をケアする責任がある

と信じている、とclxxxiii。先住民の場所の感覚に関する Evansの、生き残った先住民に

とって土地とはきわめて本質的なものであり、その土地に対する権利を否定すること

は人種差別にほかならず、ある土地とは先住民の精神的身体的な健康にとって中核を

なすものなのである、という指摘も重要であるclxxxiv。環境正義は先住民の土地に対す

る愛着を是認するとともに、先住民の土地と人種差別の関係性を見逃すことはない。

ヘス（Hesse）の詩の最後においては、異なる次元の問題が提起されている。この地で
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以前と同様に生活するには、多くの人や物、さらには文化を喪失し、かつ精神的にも

大きな被害を受けた強制収容という現実を忘却しなければならない。アリューシャン

独特の自然は帰還と同時に瞬時にして自分たちに戻ってきたが、自分たちは過去を封

印して忘却するという変化を遂げない限り、元の自分たちには戻れない。強制収容体

験という辛辣な歴史的事実を忘れる以外に自分たちが生き残る道はないのではない

か、と同詩は問う。 

 アリュート人が３年ぶりに島へ帰還してみると、彼らを取り巻く自然環境、スナイ

ダー（Snyder）のいう「聖なる土地」は汚染されていた。生活の恩恵を受ける海、そ

の海に生息する生物、貴重な食料資源となるベリー類、精神的支柱である教会（アリ

ュート人はロシア正教会を信仰している）、さらには彼、彼女らの住居までもがアメ

リカ兵の手により破壊されていたのである（PJD 356-357)。 

 

    “THE SPOILS OF WAR”（「戦利品」） 

     Our fishing grounds and beaches slick with oil. 

     Our berry patches crushed under the weight of Quonset 

         huts, our churches looted. 

     We cannot eat the war—poisoned clams and mussels;  soldiers 

         murdered our foxes and our sea lions. 

     Our very culture stolen or destroyed, not by the enemy, but 

         By our own countrymenclxxxv. 

 

“Sea Change”（「完全な変貌」）と同様にこの詩においても異質と化した自らの場所

で再定住を試みる心境が描かれている。ここで再定住とは何を意味するのであろう

か。山里勝己は『場所を生きる』の中で、再定住とは、「虐待され、忘れ去られよう

とする土地に戻っていくこと。そしてそれから木々を植えなおし、水路を元の姿に戻

し、アスファルトを壊して古い道をよみがえらせること」とするスナイダー

（Snyder）の定義を紹介しているclxxxvi。アリュート人にとって虐待された土地とは、

戦争という事態の中で敵国によってではなく、アメリカ兵の蛮行により荒らされ放置

されていた土地を指す。前詩について、再定住にあたって、強制収容の体験はその記

憶を心の奥底に閉じ込め忘却する以外に生き残るすべが見当たらないほどに心に刻印

された体験であったとすでに論じた。しかし、強制移住に焦点を限定すると、アメリ

カ兵によるアリュート人村落への破壊行為は捨象される。アリュート人が受けた戦争
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被害、強制収容を糾弾することも、まして語ることもなく、過去を忘却しみずからの

地に再定住を試みた背景には、強制収容だけではなく、アメリカ兵によるアリュート

人の文化や土地を虐待する行為があったことをこの詩は暗示している。そのように解

釈すると、“Sea Change” （「完全な変貌」）の “our resentment” は強制移住に対する憤

慨だけではなく、アメリカ兵の行為に対する憤慨をも包含していると理解できる。 

 アリュート人は帰還後に自分たちの土地で再定住を模索する。たとえば、収容所か

ら退去するときには、一時的に築いた教会の祭壇を焼却した灰を故郷の村に埋め、あ

るいは、収容先から木々を持ち帰り、島に植え直したclxxxvii。長期にわたる強制収容と

みずからの土地を自国の人に荒らされるという重層的な精神的被害を乗り越えるため

に、アリュート人は過酷な体験を語らずに忘れることによって再定住を模索したとい

えるだろう。このような、語ることから語らないこと、また記憶することから忘れる

こと、という選択以外にアリュート人の地であるアリューシャン列島を再度「聖なる

土地」として回復させる道はなかったのではないだろうか。

                                                        
clxxv Karen Hesse,  Aleutian Sparrow.  （New York:  Simon and Schuster,  2003） 
clxxvi Hesse,  p.89. 
clxxvii Hatch, Shari Dorantes, Michael R, Strickland,  African-American writers: a dictionary.  

（California:  ABC-CLIO, Inc.,  2000）  p.94. 
clxxviii Kohlhoff,  p.108. 
clxxix Hesse,  p.90. 
clxxx Gary Snyder,  『野生の実践』 Trans.  重松宗育、原成吉 山と渓谷社 2000.  p.172. 
clxxxi Snyder,  p.52. 
clxxxii Hesse,  p.144. 
clxxxiii Johnson, Janis.  “Saving the Salmon, Saving the People:  Environmental Justice and 

Columbia River Tribal Literatures."  in Evans, Adamson, and Rachael Stein.  p.266. 
clxxxiv Evans,  Mei Mei.  "Testimonies."  in Evans, Adamson, and Rachael Stein.  p.40, 
clxxxv Hesse,  p.149. 
clxxxvi 山里勝己『場所を生きるーゲーリー・スナイダーの世界』山と渓谷社 2006.  

p.165. 
clxxxvii Kohlhoff,  p.170. 
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第３章：戦後アリュート人の環境正義 

第１節：補償運動の意義  

 １９４２年２月１９日、ローズヴェルト大統領は大統領行政命令９０６６号を発令

した。それにより、西海岸軍事指定地域から日系アメリカ人強制立ち退きに権限が与

えられた。その結果軍部が強制立ち退きと収容に関する主導権を持つこととなり、約

１２０，０００人の日系アメリカ人が自らの住居を離れ、鉄条網に囲まれた「強制収

容所」でおよそ３年半の拘束生活を送ることとなった。彼らは家や土地を含む所持

品、仕事、教育の機会、友人など、移民としてアメリカへ渡り築き上げてきたものを

失ったのである。さらにアメリカ合衆国憲法で保証された個人の尊厳と自由をも失っ

た。 

 その後、４０数年の後の１９８８年にようやく合衆国議会は強制立ち退き及び収容

の被害者に対して、国家として正式に謝罪し、さらに、生存者一人につき、２０，０

００ドルの補償を行うことを決議した。また同時に、アリューシャン列島に居住する

先住民族アリュート人にも、日系アメリカ人が主体となった補償運動により成立した

同法において謝罪と補償を行っている。本論文においては、これまで焦点の当てられ

てこなかったアリュート人に光を当て、戦時中にアリュート人に何が起こったのか、

何故アリュート人は合衆国政府により強制移住を強いられ、全く知らない土地で強制

収容に耐えなくてはいけなかったのか、などの疑問に環境正義の視点からせまること

を試みるものである。しかしその前に、日系アメリカ人の補償運動とは一体どのよう

な運動であったのかを確認してみたい。日系アメリカ人の補償運動に関しては多くの

先行研究があるが、本節においては、社会運動史の視点から補償運動を分析した先行

研究を紹介したい。何故なら筆者は補償運動及び環境正義運動も社会運動として捉え

る立場を取るからである。 

 日系アメリカ人の間では第２次世界大戦中の強制立ち退き及び収容における物質損

失に対する補償を、立ち退きが進行していた１９４２年でさえ、緊急事態が終われば

連邦政府に要求せよとの声が聞かれていた。つまり、補償問題は日系市民協会

（JACL）clxxxviiiの積年の問題だったのであるclxxxix。本論文で扱うこととする公法第

100-383号-1988.8.10の成立に導いた日系アメリカ人の補償問題より以前に、強制立ち

退きによる財産損失への金銭的賠償は、限られた形ではあるが１９４８年立ち退き賠

償請求法（The Japanese American Evacuation Claims Act PL80-886）をもって実施されて

いた。しかし、立ち退き賠償請求法は、その支払い額や複雑な請求手続き、賠償が認
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可される財産の種類の限定等、多くの問題を含んでいたのであるcxc。つまり、その補

償は日系アメリカ人を満足させるには不十分極まる成果だった。１９６０年代公民権

運動に倣ったアジア系アメリカ人の運動すなわちイエロー・パワー運動を通して１９

７０年代初期に再び強制立ち退き及び収容に関する補償問題が、JACL内で浮かび上が

ってきたのであった。森田幸夫は１９６０年代までの運動（第１次運動）と、１９７

０年代以降の運動（第２次運動）の相違を次のように捉えている。第２次運動では、

“Redress”cxciをまず揚げて、第１次運動では考慮されなかった元立ち退き者の精神的苦

痛に対する国家の正当な償いを、さらに“Reparations”で、かつての物的損害や損失に

対する完全な償いを求める姿勢を示しているcxcii。では一体、第２次運動とは如何なる

運動であったのだろうか。本節においては森田幸夫の先行研究cxciiiを紹介しつつ、１９

７０年代以降の補償運動を社会運動史の視点から見ていくことにしよう。つまり補償

運動を、（１）担い手である日系アメリカ人の側から、（２）体制側から、（３）世

論の動向という３つの視点から概観する。 

（１）担い手である日系アメリカ人の側から 

 日系アメリカ人を代表する３つの組織がある。それらは、JACL、全米日系アメリカ

人補償協議会（NCJAR）cxciv、日系アメリカ人立ち退き補償実現全米連合（NCRR)cxcv

である。最大組織である JACL内部の対立は日系アメリカ人社会の世代の対立であっ

た。１世は、「第２次世界大戦は回避できない戦争であり、強制立ち退きも不可避で

あった。再度の立ち退き補償請求は不面目である」という考えに支配されている。２

世は、「強制立ち退きは過去の仕方のないこととして、忘却のかなたに押しやりたい

心情であるから、立ち退き補償請求運動には諸手をあげて賛成していない。」さらに

３世の立場は、「強制立ち退きが、連邦憲法で保障された市民の正当な権利を蹂躙し

た比類のない事件として把握。賛否両論だが、重大な意義があるとの認識は共通して

いる。それは第１に、強制立ち退きがおこったという事実をアメリカ国民に周知徹底

させ、第２に、その悲劇が再発しないことを体制に保障させる好機である」との見解

を示している。世代の相違だけではなく、地域・階層・職業・人生観・社会観の相

違、又 JACL自体に対する批判などが、この再度の立ち退き補償に対する賛否両論を

鋭く対立させている。 

（２）体制側から 

 体制側の動きを３段階に分けて概観すると以下の様である。第１段階（１９７９−１

９８０）は、連邦上下両院の尽力で、公法第９６−３１７号、「戦時民間人転住抑留委
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員会（CWRIC）法」が成立した段階である。第２段階（１９８１−１９８２）は、

CWRICが９回の公聴会を主催し、７５０余名の証言と、強制立ち退き及び収容に関す

る公文書や研究書の調査結果を集約する段階である。第３段落（１９８３−１９８８）

は、CWRICの最終報告書 Personal Justice Denied（『拒否された個人の正義』cxcvi）と

「勧告書cxcvii」の発表、この勧告実現のための法案（１９８５年１月３日の下院法案第

４４２号）の提出、当時のレーガン大統領が、１９８８年８月１０日に下院法案第４

４２号に署名して公法第１００−３８３号（公法第 100-383号-1988.8.10）成立に至る

段階である。この３段階のうち、補償問題で特に重大な進展を見せた年は CWRICの

最終報告書が発表された１９８３年である。強制立ち退きの不当性が、２世アイコ・

ヨシナガ（Aiko Yoshinaga）により１９８２年に発見された根本資料で裏付けられ、翌

年 CWRICの最終報告書とピーター・アイアンズ（Peter Ianz）の学術書 Justice at War

に、彼女の調査成果が取り入れられる。その根本資料とはジョン・L・デヴィット

（John L. David）の Final Report（『最終報告書』）であった。それによると以上のこ

とが明らかとなった。（１）Final Reportの原本は連邦裁判所や司法省にも隠されてい

た。（２）真珠湾攻撃のあと、日系アメリカ人の忠誠者と不忠誠者とを区別する時間

的余裕があったにもかかわらず、人種上のつながりで、該当者が強制立ち退きさせら

れた。（３）強制立ち退きの決定は、少数民族の差別となるため、公文書への記載の

さいには改ざんするよう陸軍省が指示していた。これらのことから、日系アメリカ人

に対する強制立ち退きは、「軍事上の必要上」講じられた措置だとする１９４２−４３

年当時の連邦政府や陸軍省の主張は誤りであったことが根本資料で裏付けられたので

あった。 

（３）世論の動向 

 世論は次の３つの動向を示している。 

（１）１９４２年春の強制立ち退きは、「軍事上の必要上」連邦政府が講じた正しい

措置である。従って、謝罪も再度の補償も必要ではない。この見解は、かつてそれを

立案・推進し、いまも存命中の元陸軍省関係者に多い。 

（２）連邦政府による強制立ち退きは不当であったから、日系アメリカ人に公式に謝

罪すべきだが、それで十分である。補償に応ずる必要はない。この意見には以下の論

拠がある。 

（A）国家が財政難で、国防費や社会保障費を削減している現状であること。 
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（B）日系アメリカ人の多くは、平均的な白人・アフリカ系アメリカ人・メキシコ人

より経済的に恵まれていること。 

（C）法的根拠として、１９４８年７月２日に成立した日系アメリカ人強制立ち退き

賠償請求法（公法第８０−８８６号）で、犠牲者には１９４９年１２月から１９６５年

１０月までに「十分に賠償した」し、同法の時効も成立していると司法省は考えるこ

と。 

（D）そのほかの論拠：第１次世界大戦中、様々な権利を否定されたドイツ系アメリ

カ人への補償の必要性、２００年以上も強制労働に従事してきた先祖の奴隷に対す

る、アフリカ系アメリカ人への補償の必要性、真珠湾攻撃で多大のアメリカ人犠牲者

をだした日本政府の責任を問う補償要求の必要性。 

（３）連邦政府は過ちを犯した。従って、正式な謝罪も、補償もすべきである。 

 以上３つの世論の動向を考慮し、対立し、妥協して、最終的には、CWRICの勧告の

精神をいかすよう、上下両院協議会で調整された下院案第４４２号が上院をついで下

院を通過したあと、レーガン大統領の署名をえた。それが公法第１００−３８３号、公

法第 100-383号-1988.8.10cxcviiiなのである。その法を要約すると以下のようになる。 

 第１部―日系アメリカ人に関する内容 

（１）第２次世界大戦中、日系のアメリカ市民と永住権者を強制的に立ち退き・移

住・収容させた根本的な不正を認めること。 

（２）その不正義に対して、アメリカ合衆国の国民にかわって[連邦政府が]謝罪する

こと。 

（３）類似した事件の再発を防ぐため、強制収容の事実を一般民間人に周知させる公

共教育基金の規定を設けること。 

（４）収容された日系アメリカ人個人に補償すること。 

（５）同様の不正義、市民的自由侵害の再発を防止すること。 

（６）他の国の人権侵犯行為に関する合衆国の懸念表明を、より説得力あるものにす

ること。 

 以上のようにこれまで本節において日系アメリカ人の補償運動を簡潔に概観してき

た。このような経過を踏まえ、公法第 100-383号-1988.8.10の成立をもってこの補償運

動は一応の解決を見たといってもよいだろう。 

 本節においては、第２章で見てきた戦中戦後のアリュート人に対するアメリカ合衆

国政府の取り扱いに対して、戦後どのような謝罪を行ったのかということを、先に説
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明した補償運動を通して考察していきたい。日系アメリカ人の補償運動とも言われて

いる運動に、アリュート人はどのように組み込まれていったのか、何故補償は成立し

たのか、どのような補償の内容であったのか、ということに加えて、環境正義の視点

で補償運動を分析することを試みる。補償の成立は環境正義の成立と言えるのだろう

か。環境正義の思想から補償運動を再評価してみたい。また、補償運動の意義につい

ても考えていきたい。 

 １９８８年８月１０日、上で述べたように、第２次世界大戦中に収容された日系ア

メリカ人とアリュート人に対する謝罪文と補償金の支給を保証する H.R.442法案がレ

ーガン（Ronald Wilson Regan）大統領によって署名され、「公法第 100-383号-

1988.8.10」が制定された。ここでは、初めに制定過程について簡単に説明しておくこ

とにしよう。 

 今日の形での補償が提案されるはるか以前に、強制立ち退きによる財産損失への金

銭的賠償は、限られた形ではあるが、ハリー・トルーマン(Harry S. Truman）大統領に

よって制定された１９４８年立ち退き賠償請求法をもって実施されていたcxcix。アメリ

カ政府はこの請求法の制定により初めて強制立ち退きに関してその道義的責任を認め

たのであったcc。これにより、サンフランシスコ連邦準備銀行が４億ドルと推定した１

９４２年時の財産損失の賠償として、総計３６，８７４，２４０ドルが２６，５５８

件に対して連邦政府より支払われた。しかし、立ち退き賠償請求法は、その支払額や

複雑な請求手続き、賠償が認可される財産の種類の限定等、多くの問題を含んでい

た。つまり、１ドル当たり１０セントという低賠償率だけではなく、評価基準を１９

４２年に設定したため、実際の補償金の支払い時にはインフレのため相当価値が下落

していたこと、家具や機材、その他多くの所有品は対象外であったこと、戦時中に得

ていたはずの所得に対する補償、強制立ち退き・強制収容によって引き起こされた心

理的苦痛等は一切考慮されなかったことなどであるcci。またそれは政府によるその行

為の違憲性に正面から挑んだものでもなかった。従って立ち退き請求法は、「不正義

を正すという意味での補償では決してなかった」のであるccii。 

 立ち退き賠償請求法の後、１９７０年初頭まで強制収容に対する補償要求の動きは

一切起こっていないcciii。アメリカ社会における一連のマイノリティ運動や公民権運動

の加速度的影響が、日系アメリカ人コミュニティにも及び、彼らの政治意識を高めた

のであった。１９７０年には、シカゴでの JACL全国大会において、サンフランシス

コ州立大学講師であった２世、エディソン・ウノ（Edison Uno）が、第２次世界大戦
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中の強制収容に対する政府への補償要求を JACLの正式な政策として採択することを

提案し、決議案は採択された。ウノ（Uno）は、アメリカ政府に戦時中の日系アメリ

カ人に対する収容、抑留、公民権及び憲法上の権利の否定に対し、その過ちを認めさ

せるよう JACLは働きかけるべきであると説いた。ウノは、その後も全国各地の JACL

支部を精力的に回り、補償案に対する支持を得たcciv。１９７２年の JACL全国大会

で、１９７０年時と同種の決議が採択され、次の全国大会が開催された１９７４年に

は、補償を最優先事項とすることで一致したccv。 

 １９７９年初頭、JACL本部の幹部らは補償問題を議論する為、４人の日系アメリカ

人議員と会談する機会を持った。その４人とは、カリフォルニア州選出ノーマン・ミ

ネタ（Norman Mineta）、ロバート・マツイ（Robert Matsui）両下院議員、ハワイ州選

出ダニエル・イノウエ（Daniel Inoue）、スパーク・マツナガ（Spark Matsunaga）両上

院議員であった。これらの議員は、アメリカの一般大衆と連邦議会の他の議員を、戦

時中の不正義に関し啓蒙し説得する為には、政府の行為が過ちであったことを公的に

決議することが先決であると助言した。同様の意見が、専門のロビイストや公民権運

動推進者らによって JACLに寄せられたccvi。その結果、１９７９年８月、イノウエ上

院議員は、第２次世界大戦中の強制立ち退き命令とその日系アメリカ人への影響に関

する事実調査のための連邦委員会の設置を要求した上院１６４７法案を提出し、法案

は１９８２年５月２２日上院を通過した。同様の下院５４９９法案が、１９７９年９

月に議会多数党リーダーであるジム・ライト（Jim Right）により提出され、１９８０

年７月２１日通過した。同年７月３１日、ジミー・カーター（Jimmy Carter）大統領の

法案署名によって「戦時民間人転住抑留委員会」が設置され、翌年１９８１年、全国

で公聴会が開催されることとなったccvii。公聴会はワシントン D.C.に始まり、その後ロ

スアンジェルス、サンフランシスコ、シアトル、アンカレッジ、ウナラスカ（アラス

カ州）、シカゴ、再びワシントン D.C.、ニューヨーク、そしてボストンの各市で開か

れたccviii。日系アメリカ人、アリュート人、元政府要人、関連する非日系アメリカ人、

研究者等を含む７５０名以上の人が委員会の前で証言したccix。全米各地で開かれた公

聴会における証人からの事情聴取、さらに膨大な政府各機関の公式文書、記録類を調

査し、「戦時民間人転住抑留委員会」は、正式な４００頁以上もの『拒否された個人

の正義』（Personal Justice Denied）と題する報告書を１９８３年２月２４日に発行し

た。そのことで補償運動は、急激な進展を遂げたと言える。その報告書において、日

系アメリカ人の強制収容は、「人種偏見、戦時中の狂乱、及び政治指導の過ち」に起
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因するものであったとの委員会調査の結論が下されたccx。さらにアリュート人の強制

収容に関しては、「アリュート人の安全を確保するための道理に合った手段だった

が、転住抑留政策に大きな失敗があった」との委員会調査の結論が下されたccxi。続い

て同年６月１６日、戦時民間人転住抑留委員会（CWRIC）は「勧告書」

（RECOMMENDATIONS）を大統領と議会に提出した。アリュート人に関する勧告は

次の５項目から成る。 

「本委員会は、国家の謝罪行為として、次のような救済策を勧告する。 

1. 議会に、アリュート人に対して、総計５，０００，０００ドルの基金を設立する

よう勧告する。その基金の元利は、収容の結果アリュート人が受けた損失、損害に対

する賠償として、コミュニティと個人へ充当すること。『拒否された個人の正義』

（Personal Justice Denied）に記述されたこれらの損害には、アリュート人の伝統的生

活様式の永久的な崩壊をも含み、またその崩壊により失いつつある彼らの文化的伝統

をも含まれる。それゆえ委員は、医療、また社会事業に加えて、コミュニティの教育

的、文化的、また歴史的立て直しのために適切であると思われる経費を、提案された

基金から打ち出す。 

2. 議会に、第２次世界大戦中連邦政府によりアリューシャン列島またはプリビロフ

諸島から転住を強いられた、現在生存する数百人のアリュート人それぞれに対し、基

金を充て、それぞれにつき５，０００ドルの支払いを勧告する。 

3. 議会に対し、第２次世界大戦中にアリューシャン列島で被害を受け、または破壊

された教会の再建と復興を行うよう、関連する政府機関に指示することを勧告する。-

---- 

4. 議会に対し、アリューシャン列島の集落地域とその周辺において、第２次世界大

戦により残留している破片を片付けるための適切な基金を、陸軍軍隊技術者に充てら

れた公務予算案から充てることを勧告する。 

5. 議会に対し、アッツ島は自国の地であることを公表し、アッツ島住民の自治体が

アッツ島において基本的機能を続行することができる同意を沿岸警備隊に求めるため

アリューシャン列島へ赴くよう勧告するccxii。」 

 勧告書が報告書よりも４ヶ月近くも遅れたのは、同時に提出すれば、どうしても合

衆国政府が日系アメリカ人に加えた不正義の実態そのものよりも金銭補償の面に注意

が向けられ、反対の世論を煽る結果となることが予想されたためであった。 
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 補償運動は政治的にその実現に向って、ロビー活動を組織し、積極的な活動を繰り

広げたccxiii。 

 そして遂に１９８８年８月１０日、既に述べたように、日系アメリカ人とアリュー

ト人に対する謝罪文と補償金の保証を支給する下院４４２法案がレーガン（Regan）大

統領によって署名され、制定されるに至ったのである。この補償請求法は、「公法第

100-383号-1988.8.10」と題され、第１部は日系アメリカ人に対し、第２部はアリュー

ト人に対する謝罪と補償を規定している。 

 第２章で見てきた第２次世界大戦下及び戦後のアリュート人に対する合衆国政府の

扱いに、政府は戦後４０数年を経過してどのような形で謝罪したのだろうか。その内

容を「公法第 100-383号-1988.8.10」ccxivの第２部を通して次に見ていくことにしよう。 

 第１条にはアリュート人に対する補償の目的が述べられているccxv。その目的は、

（A）第２次世界大戦中にアメリカ合衆国により支配されていたアリュート住民が耐

えてきた苦痛的な政府による不正な行為と不合理な苦難に対して、（B）第２次世界

大戦中にアメリカ合衆国軍が略奪、または破壊した個人財産に対して、（C）第２次

世界大戦中にアメリカ合衆国が略奪、または破壊したコミュニティの教会財産を含む

コミュニティ財産に対して、（D）第２次世界大戦後、アリュート人住居または、復

興されなかったアッツ島の伝統的な村落の地所に対して補償する、となっている 

 第２条の（b）はアリュート人に関する議会声明であり、要約すれば次の通りであ

る。 

 合衆国議会は、戦時民間人転住抑留委員会の調査にあるように、プリビロフ諸島お

よびアリューシャン列島ユニマク島西部に居住していたアリュート人市民が、第２次

世界大戦中に孤立状態であったアラスカ南東部地域に転住抑留され、アメリカ合衆国

の支配下で、アリュート人の村落にいかなる潜在的危険性がないと確認された後も長

くまで保護管理されていたことを認める。合衆国政府はアリュート人に対し、合理的

な管理政策を実施せず、その結果、収容所では住民の間で病気や疾病が広がり死者が

出るに至った。さらに政府は、アリュート人個人、またはコミュニティ財産を政府支

配下にあったときに保護しなかった。合衆国政府はアリュート人に対し、第２次世界

大戦中にアリュート人村落をアメリカ軍が占領することにより引き起こされたアリュ

ート人個人財産の損失、崩壊、またコミュニティ財産の損失や破壊に対して十分な補

償を行っていない。第２次世界大戦中にアリュート人が受けた不正に対する救済策
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は、アメリカ合衆国軍と他の合衆国役人の行為による損害を適切に補償する法令以外

にはない。 

 補償の内容を具体的に幾つか見ていくと、コミュニティ損害に対して各村落に口座

を設けて、①特別な扱いを必要とする老人、身体障害者、重病人のため、②奨学金援助

を必要とする学生のため、③損害を受けたアリュート人村落のコミュニティセンター

を改善するため、④アリュート人の生活状態を改善する目的のために使用することが

できるように口座を設ける。また、教会の損害と破壊に対する賠償であったり、アリ

ュート人個人へ対する賠償についても詳細に記載されている。さらには、第２次世界

大戦前には村落が存在していたが戦後は合衆国が wildernessに指定し、軍事基地が設

けられたアッツ島住民に対しても賠償を行うと規定している。 

 第２章で論じたように、第２次世界大戦中にアリュート人はアリューシャン列島か

ら強制的に移住を強いられ、馴染みの無い土地に強制収容された。このことは環境人

種差別であると本論文では捉えたが、では、このような差別に対して４０数年後に合

衆国政府が行った謝罪は果たして環境正義の実現と言えるものなのであろうか。第１

章第２節において、何人かの環境思想家による環境正義の捉え方を紹介したが、その

中でもここでは、ジョセフ・D・ジャルダン（Joseph R. Des Jardin）の定義とシュレー

ダ・フレチェット（Shrader-Frechette）の定義および筆者の定義を検討してみたいccxvi。

ジョセフ・D・ジャルダン（Joseph Des Jardin）は環境正義を「環境便益と環境負荷の

社会的な分配を問うことである。」と定義している。補償運動により成立した公法第

100-383号-1988.8.10第２部第２条では、上記したように、「プリビロフ諸島及びアリ

ューシャン列島ユニマク島西部に居住していたアリュート人市民が、第２次世界大戦

中に孤立状態であったアラスカ南東部地域に転住、抑留され、アメリカ合衆国の支配

下で、彼らの村落にいかなる潜在的危険性がないと確認された後も長くまで保護管理

されていたことを認める。」と、第２次世界大戦中に知らない土地に連れて行かれ、

従来とは異なる生活環境下での生活を強いられたアリュート人の環境負荷を認めてい

る。またさらに、「合衆国政府はアリュート人に対し、合理的な管理政策を実施せ

ず、その結果、収容所では住民の間で病気、疾病が広がり、死者が出るに至った。」

と、強制収容所の生活環境が如何に劣悪であったか、アリュート人の環境負荷を説明

している。加えて、「合衆国政府はアリュート人に対し、第２次世界大戦中にアリュ

ート人村落をアメリカ軍が占領することにより引き起こされたアリュート人個人財産

の損失、崩壊、またコミュニティ財産の損失や破壊に対して十分な補償を行っていな
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い。」と述べている。つまり、アリュート人を強制移住させた後のアリューシャン列

島をアメリカ軍が占領してアリュート人の住居や土地を荒らす行為を認めており、そ

のような行為はアリュート人にとっては環境負荷であると言ってよいだろう。これら

のアリュート人が耐えてきた環境負荷に対して、アメリカ合衆国政府は謝罪及び上記

したような補償という形で環境便益を図っていると理解するならば、補償の実現は環

境正義の実現であると捉えていいだろう。環境便益をより具体的に定義しているの

は、シュレーダ・フレチェット（Shrader-Frechette）である。“to correct problems of 

environmental justice, it will be necessary to improve the principles and practices of distributive 

justice—equal apportionment of social benefits and burdens.” と定義している。つまり、

環境正義の問題を修正するには、分配の正義の原則と実現を改善させる必要があると

定義している。分配の正義とは、社会的な便益と負荷の平等な分配を指す。各村落に

口座を設けて、有用な目的のために使用したり、教会の損害と破壊に対する賠償であ

ったり、アリュート人個人に対する賠償といった、上記した具体的な補償の内容は、

シュレーダ・フレチェットの論じる分配の正義に当てはまると考えられる。つまり、

アリュート人が受けた環境負荷に対して、４０数年の月日を隔てているとは言え環境

負荷だけではなく、合衆国政府は補償という形で社会的な便益を提供しており、社会

的な便益を分配していると理解できよう。またさらに、筆者の定義を再確認してみた

い。筆者は環境正義を「環境正義とは、環境に関する政策や実行において、人種に関

係なく公平に取り扱うべきであるということであり、言い換えれば、どの人種的グル

ープも政治的政策により、負の環境影響を不均衡に負担させられてはならないという

こと、および、環境と健康に影響を及ぼすかもしれない決定に参加する機会を持つべ

きであるということである。」と定義している。繰り返し説明しているように、アリ

ュート人の強制移住は負の環境影響を与えるものであり、それに対する補償は負の環

境影響を不均衡に負担させてはならないことの実現に他ならない。 

 このように、ジョセフ・D・ジャルダン（Joseph Des Jardin）とシュレーダ・フレチ

ェット（Shrader-Frechette）および筆者の定義に当てはめて補償を分析してみると、ア

リュート人の補償は環境正義であると言えるのである。 

 上記したようなアリュート人の補償も組み込まれてはいるが、日系アメリカ人が主

体となって展開した補償運動の意義をここで考えてみたい。 

 何故４０数年も経過した後に合衆国政府は補償に踏み切ったのだろうか。その背景

を変化の見られる１９６０年代を中心に日系アメリカ人の動向に焦点を当て、概説し
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ていくことを試みる。諸研究においても日系アメリカ人の強制立ち退き及び収容政策

に関する研究が１９６０年代を境として、それ以前と以降の歴史家達の間に本質的な

相違がある事に気がつくと進藤久美子は指摘しているccxvii。つまり、１９６０年代以前

の歴史家達の場合、西海岸の特殊性―西海岸特有の利益や反東洋の人種イデオロギー

に焦点を当てて、その中に同政策の主因を見いだそうとしていた。しかしそれに対し

て、１９６０年代末から１９７０年代初頭にかけてのボズワース（Bosworth）ccxviii、ダ

ニエルズ（Daniels）ccxix等の場合、むしろアメリカ社会全体の枠組みの中で、この政策

を再解釈し、人種イデオロギーをビルト・インさせたアメリカン・デモクラシーの当

然の帰結として、本政策を捉え直そうとしているのである。諸研究の詳細に関しては

各論文を参照していただきたい。本論文では、研究者の間に変化が見られた１９６０

年代が一体如何なる時代であったのか、日系アメリカ人の補償運動と何らかの関わり

があったのか見ていくことにしよう。 

 「公民権運動がなければ補償運動もなかったccxx。」と日系人補償賠償実現全米連合

（NCRR）カリフォルニア運営委員のジョン・オータ（John Ota）が回顧している。日

系アメリカ人が強制立ち退き・収容の歴史を再び持ち出し、その苦い過去を見つめ直

すようになったのは、１９６０年代のアフリカ系アメリカ人による黒人公民権運動に

触発されたと考えられる。つまり、この補償問題を補償運動の担い手として活躍した

日系３世は日系アメリカ人とアメリカ合衆国政府間の問題としてではなく、アメリカ

のマイノリティ運動全体のなかのひとつとして捉えているのである。実際に黒人公民

権運動は多くのマイノリティ集団に影響を与えたといえるだろう。「他の大体におい

て非白人系民族―メキシコ系アメリカ人、その他のヒスパニック系民族、アメリカ先

住民、中国系アメリカ人、日系アメリカ人―のあいだで、黒人の先例に習ったことが

再生産され始めた。なかに突出した急進派が出現し、彼らは、社会的地位と民族自己

像とを変革しなければならないという民族全体の感情を反映し、ときには代弁した。

それは民族全体に広範に共感されている、民族の深層に横たわる感情であったccxxi。」

日系アメリカ人の場合は若い世代であった日系３世がその流れを受け継いだ。アフリ

カ系アメリカ人の若者のブラック・パワー運動に倣い、アジア系アメリカ人ccxxiiの民族

アイデンティティー追求運動として、１９６８年頃から活動を始めたccxxiii。サンフラ

ンシスコ州立大学とカリフォルニア大学バークレー校における第３世界ストライキか

ら始まったのである。アジア系アメリカ人の学生は、アフリカ系アメリカ人の学生を

はじめとする他の第３世界の学生と共に民族研究学科の設置とマイノリティ学生の増
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員を要求し、大学教育の変革によって自らのアイデンティティーの回復を図る運動を

始めた。その結果、カリフォルニア大学バークレー校には、「人種研究学部」がで

き、ロサンゼルス校には「アジア系アメリカ研究センター」が設置され、デイヴィス

校では応用科学・社会学部のなかにアジア系アメリカ研究が編入されたccxxiv。こうし

て大学の教育機関において、日系アメリカ人の強制立ち退き・収容の歴史の再認識、

再解釈が行われるようになった。 

 すでに記述したように、担い手である日系アメリカ人の特に３世の場合は今回の補

償運動は実に重大で意義があるとの共通認識を持っていた。それはその事実、つまり

連邦政府が第２次世界大戦中アメリカ市民を含める日系アメリカ人約１２０，０００

人を強制立ち退き及び収容させたことをアメリカ国民に周知徹底させ、その悲劇が再

び起こることのないよう体制に保障させる好機であるという見解からであった。補償

運動の目的は、過去の差別を明らかにし、体制が不正義を正し、さらにそのようなこ

とが今後再発することのないよう手立てを講じることであった。JACL全国本部の補償

委員会委員長にも選出されたチェリー・キノシタ（Cherry Kinoshita）は補償運動を

「社会運動」と捉えて、補償運動の存在理由を「憲法上の権利と人権・市民権の保障

が２度と再びこのように侵されず、人種差別の合法化が我々の民主主義国家で２度と

再び行われないよう確約すること」であると規定しているccxxv。日系アメリカ人の補償

運動は決して連邦政府に過去の損害を償ってもらうことだけを目的としているのでは

なかった。むしろ２度と再び悲劇が起こらないようにと再発防止の願いを込めて、人

種差別問題を抱えながら民主主義を標榜しているアメリカ合衆国に対し、運動を展開

したといえるのである。 

 公民権運動によって、すべての問題が解決した訳ではないことは容易に想像できる

だろう。しかしながら、差別撤廃への戦いは続きながらも、「公民権運動の遺産であ

る「差別撤廃措置」は公民権運動以後、雇用、教育、仕事上の契約に関する決定に際

して、アフリカ系アメリカ人はもとより、他の少数民族や女性にも特別の配慮を与え

るように求めているccxxvi。」ように、社会は少しずつ変化しているのである。また公

民権運動により大きな変化をもたらしたものに選挙に見られる変化がある。「１９６

０年にはたった６パーセントであったミシシッピ州の黒人の選挙人登録率は、６４年

のフリーダム・サマーとそれに続く草の根運動を経て、早くも１９７０年には、６７

パーセントにまで跳ね上がった。この数字は１９９０年代末期までに、州都ジャクソ

ンで黒人市長、黒人警察署長が誕生し、市議会では黒人が多数派となり、州議会の議
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席の２５パーセントをアフリカ系アメリカ人が占めるという現象を導き出した。さら

に１９７０年代初期には、連邦裁判所が州のハイウェイ・パトロールにはじめて黒人

を任命し、１９９０年代中ごろまでにはその２７パーセントが黒人となったccxxvii。」

とあるように、公民権運動は選挙において目覚ましい変化を成し遂げたのである。選

挙に参加することで社会は大きく変化するということを認識し始めたと考えられ、こ

のことは、１９８０年代に出現する環境正義運動の参加の正義に大きな影響を与えて

いるといえるのである。 

 イエロー・パワー運動の推進者は日系アメリカ人の場合前述したように当時学生で

あった日系３世である。彼らが本格的に政治運動に参加し始めたことは、日系１世や

２世には考えられないことであった。それは過去において日系アメリカ人に対する偏

見と差別に苦しみ、白人絶対優越主義のアメリカ社会にあってその中で生き延びてい

くために積極的にアメリカ社会に同化し、白人の生活様式を受け入れてきた日系１世

や２世とは相反する態度であった。特に日系２世の場合は、アメリカ市民権を有しな

がら戦時中において苦渋に満ちた強制収容所生活を強いられ、しかもみずから愛国心

を証明するために「４４２部隊」に参加してヨーロッパ戦線で活躍するなどして今日

の地歩を確立したccxxviii。戦後は「おとなしいアメリカ人」ccxxixと特徴づけられ、彼ら

自身も「波風を立てるな」的態度をとってきたのである。この変化に関して、日系ア

メリカ人のエスニシティの研究者である竹沢泰子は以下のように述べている。「イエ

ロー・パワー」の叫びは、白人アメリカ人流の「アメリカ化」への意識的無意識的追

従や、文化的継承の喪失、自集団の歴史に関する知識の欠如をアジア系アメリカ人自

身が認識したところからエネルギーを得て爆発した。これらのアジア系アメリカ人の

青年は、ステレオタイプとは対照的に沈黙を破り、人種的抑圧やアメリカにおけるマ

イノリティとしての彼らの歴史を再吟味し始めたのであった。社会的不正義、アメリ

カにおけるアジア系アメリカ人の経験、そしてエスニック・アイデンティティの問題

を含む、強制立ち退き・収容に対して、補償運動が芽生え発展したのは、まさにこの

土壌があったのであるccxxx。 

 日系アメリカ人の補償運動が発展した背景には１９６０年代における黒人公民権運

動の影響が大きく、それは補償運動がアメリカのマイノリティ運動の一環として発達

したとの見方が可能なのである。さらに、日系１世、２世が白人主流のアメリカ社会

に同化していたのに対し、日系３世はイエロー・パワー運動によりそこからの脱皮を

図ったのであった。つまり、日系アメリカ人の補償運動は、補償運動に見られがちな



 

 88  

独自による成果を追求したものではなく、多民族社会アメリカの中で発生した、ある

意味においてはアメリカ社会の問題を追求した運動としても捉えることが指摘できる

だろう。 

 日系アメリカ人が主体となっている補償運動の意義を述べる前に、アリュート人へ

の補償は環境正義の実現であると言えるということを環境正義の定義に即して論じた

が、ここでは、環境正義運動についても言及してみたい。石山徳子は「環境正義運動

とは、環境保護と社会正義の理念を統合し、社会的弱者といえる貧困層やマイノリテ

ィの生活環境の改善に焦点を当てた市民運動を指す」と定義しているccxxxi。アリュー

ト人の補償運動もまた、日系アメリカ人が主体になっていたとはいえ、この定義を内

包している運動であったと言えるだろう。つまり、何度も論じてきているように、強

制移住及び収容という環境人種差別を受けていたアリュート人は戦後日系アメリカ人

とともにアメリカ合衆国政府が先住民であるアリュート人に対して行った行為である

不正を正す主旨の市民運動を展開し、アメリカ合衆国政府から謝罪と補償を受け取る

という形で、生活環境の改善を図ったという見方も出来るのである。 

 １９７０年代の中頃から、有色人種の住む地域社会が過剰なリスクに直面している

ことに注意を促してきた社会学者のロバート・D・バラード（Robert D. Bullard）は、

貧民と少数民族の人口密度の高い地域やその周辺において、有害廃棄物が投棄され、

埋め立てられ、焼却され、また汚染産業が立地していることを繰り返し発見している

ccxxxii。バラード（Bullard）は環境正義の出現を公民権運動の流れとして受け止め、ア

フリカ系アメリカ人の居住地帯に有害廃棄物処理施設が集中しているなど環境的に差

別を受けている事例が公民権運動後に明らかになってきていると説明している。つま

り、環境正義運動も補償運動と同様に、公民権運動の流れを汲んでいると理解できる

のである。「公民権運動がなければ補償運動もなかった。」とジョン・オータ（John 

Ota）が回顧していたが、「公民権運動がなければ環境正義運動もまたなかった。」と

言えるのである。第１章第２節でも触れているように、「環境正義運動では、公民権

運動、反戦反核運動、女性運動、環境問題をめぐり組織された草の根の運動家や研究

者たちが運動の担い手となっている。」とある。つまり、環境正義運動では公民権運

動をめぐり組織された草の根の運動家や研究者たちが運動の担い手となっていること

をここで再度強調しておきたい。公民権運動がなければ、環境正義運動もまたなかっ

たのである。
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clxxxviii 日系市民協会（JACL: Japanese American Citizens League）は日系アメリカ人最大

規模の団体。JACL の歴史に関しては、Bill Hosokawa, JACL in Quest of Justice: The 

History of Japanese American Citizens League.  （New York: William Morrow, 1982）を参

照。尚、JACL は１９３２年以来、週刊機関誌であるパシフィック・シチズン（Pacific 

Citizen）を発行している。 
clxxxix Hosokawa, pp.343-344. 
cxc竹沢泰子 『日系アメリカ人のエスニシティ：強制収容と補償運動による変遷』東

京大学出版会 1994.  p.44.  １ドル当たり１０セントという低賠償率のみならず、評価

基準を１９４２年に設定したため、実際の補償金の支払い時にはインフレのため相当

価値が下落していたこと、家具や機材、その他多くの所有品は対象外であったこと、

戦時中に得ていたはずの所得に対する補償、強制立ち退き・収容によって引き起こさ

れた心理的苦痛等は一切考慮されなかった。立ち退き賠償請求法は不正を正すという

意味での補償では決してなかったのである。 
cxciHosokawa, p.345.  “賠償”（Reparations）という言葉に、不快な思いをする２世が多か

った。敗戦国から戦勝国が無理矢理に補償金を取るという様に受け止められるから

だ。“補償”（Redress）という言葉を提案したのは皮肉にもウォーターゲート事件

[1972. 6. 17-1974.8.9]で解雇されたホワイトハウスのニクソンの顧問のジョン・ディー

ン（John Dean）であった。この用語は、「苦痛を除くため政府に請願する」市民の権

利を保障した連邦憲法修正第１条[1971.12.15]にでている。 
cxcii森田 幸夫「日系アメリカ人の第２次立ち退きの補償問題ーその現状とカナダへの

影響ー」『金沢女子大学紀要』 第３集 1989. p.32. 
cxciii森田は最初に日系アメリカ人（強制）立ち退き補償問題略表（1942 年 2 月 19 日ー

1989 年 8 月 10 日）をまとめている。次に 1988 年市民的自由法の内容や問題点と、ア

メリカでの問題点と、アメリカでの運動に刺激されて初めて進展した日系カナダ人の

立ち退き賠償請求運動に視点を据えている。日系カナダ人の補償に関しては他に、ロ

イ・ミキ/カサンドラ・コバヤシ編（下村雄紀・和泉真澄訳）『正された歴史』つむぎ

出版 1995. を参照。 
cxcivNCJAR は 1979 年 5 月設立。本部をシカゴに置く。クラス・アクション（集合代表

訴訟）を取っていた。設立者ウィリアム・ホリ（William Hohri）を代表とする 25名は

日系アメリカ人最初のクラス・アクションをワシントンの連邦地方裁判所に起こした

（Hohri et al. U. S. 86-510）。 
cxcv NCRR はカリフォルニアを母体とする草の根運動である。ロサンジェルスで 1980

年 7月に発足。 
cxcvi戦時民間人転住・抑留委員会の正式な報告書。1983年 2月に発行。前半 400ページ

を日系アメリカ人に関する報告書にあて、後半 50 ページはアリュート人に関する報告

がまとめられている。 
cxcvii1983 年 6 月に報告書に続けて勧告書を発表。委員会は 20,000 ドルの個人補償及び

正式な政府の謝罪と教育基金の設置を連邦会議に勧告した。勧告書が報告書よりも４

ヶ月近く遅れた理由について、大谷は「同時に提出すれば、どうしても合衆国政府が

日系人に加えた不正義の実態そのものよりも金銭補償の面に注意が向けられ、反対の

世論を煽る結果となることが予想されたためである」と指摘している。大谷 p.179. 

参照。筆者は勧告書を JACLサンフランシスコ本部より入手した。 
cxcviii1988 年市民的自由法の第１部は日系アメリカ人に関する内容、第２部はアリュー

ト人に関する内容から構成されている。第２部に関しては本論文第３章で詳細に論じ
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ている。 
cxcix竹沢泰子『日系アメリカ人のエスニシティ：強制収容と補償運動による変遷』東京

大学出版会 

1994.  p.43. 
cc Frank F. Chuman, 『バンブー・ピープル：日系アメリカ人試練の１００年 下』 

Trans.  小川洋 サイマル出版社 1976.  p.368. 
cci Chuman,  p.373. 
ccii 竹沢 p.44. 
cciii 竹沢 p.44. 
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第２節：補償運動の目的と論理 

 第２章では、第２次世界大戦中にアリュート人が強制収容されるに至った過程を詳

細に指摘することを試みた。その結果、彼らは日系アメリカ人とは異なる理由でアメ

リカ政府から強制収容を命じられたことを確認した。つまり、アリュート人が強制収

容された理由そのものは、日系アメリカ人が強制収容された理由である人種偏見、戦

時ヒステリー、政治指導性の欠如という不当な理由によるものではなかった。アメリ

カ政府は、アリューシャン列島に敵国日本軍が攻め込んでくることを懸念して、先住

民族であるアリュート人をどうするべきか検討したがそれは十分ではなかった。アメ

リカ政府は先住民族が故郷以外の地で生活することは考えられないことであったし、

仮に万が一強制移住させたとして戦後再び故郷に戻り生活することは考えにくいこと

であった。しかし、戦場となりかねない危険地域となるアリューシャン列島及びプリ

ビロフ諸島に、果たして彼らを残留させてよいものだろうか、アメリカ政府はその答

えをぎりぎりまで出せずにいたのであった。遂に、アリューシャン列島最西部に位置

する２つの島であるアッツ島とキスカ島に日本軍が上陸してきたことを察知すると、

アリュート人を強制移住さらに収容させたのである。急な判断であったために入念な

計画を立てる事も無く、それが結局彼らを悲惨な抑留生活へと追い立てることとなっ

たのである。しかしそれは「彼らの安全性を保証するとした道理に合った警戒」だっ

た。アリュート人にとって問題となってくるのは、強制収容された理由というよりは

むしろ移住及び収容にあたってアメリカ政府の彼らに対する扱いは正当なものであっ

たのかということと、彼らに対する戦後の事後処理の不徹底性なのである。その実態

に関しては第２章で指摘した通りである。そのような不正な行為に対してアメリカ政

府は戦後４０数年を経てようやく補償を行った。アリュート人の第２次世界大戦下に

おけるアメリカ政府の扱いは長い間語られないままになっていたのであるが、日系ア

メリカ人の補償運動に組み込まれ、公法第 100-383号-1988.8.10第２部という形で補償

が成立したのである。その謝罪の内容に関しておよび補償法成立過程に関しては前節

で記述した通りである。アメリカ政府は補償を通して謝罪を実現させたのであった。

またその補償は環境正義の実現であることも環境正義の定義に即して前節で論じた。

さらに、補償運動と環境正義運動はともに公民権運動の流れを汲んでいることも指摘

した。 

 さて、本節ではアリュート人が何故背景の異なる日系アメリカ人の補償問題に関わ

り、さらに、公法第 100-383号-1988.8.10を彼らと共有することになったのかという疑
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問を追求していくことを試みる。加えて、環境正義のまた別の定義を当てはめ、補償

運動を環境正義の視点で分析してみたい。 

この法は日系アメリカ人の補償運動が獲得した法として知られている。彼らは戦後

全てを損失した地点から再出発し、着々と経済力を身につけccxxxiii、１９７０年代には

政治活動を活発に行えるようになっていた。その日系アメリカ人の成果によって成立

した法にアリュート人はどういった意図で組み込まれていく事になったのであろう

か。そもそもアリュート人補償は、最終法案に部分的に含まれていただけではなく、

それ以前に、戦時民間人転住抑留委員会による委員会調査にもすでに含まれており、

公聴会においても議論の対象として審議されている。日系アメリカ人市民協会

（Japanese American Citizens League; JACL）が毎週発行している機関誌、Pacific Citizen

の１９８０年５月２３日号において、アリュート人に関する記事が「アリュート人抑

留を調査するための補償法案」（”Redress bill to look into Aleut detention”）という題名

で初めて記載されている。 

 

１９４２年６月に約８００名のアリュート人が連邦政府軍により、故郷であるベ

ーリング海峡に位置するプリビロフ諸島や、アリューシャン列島（ウナラスカ

島、アトカ島、アクタン島、ニコルスキ島）から強制移住を強いられ、廃墟と化

した金鉱工場や缶詰工場に収容されたのであった。１９４５年の半ばに彼らが帰

還した時、「多くの家で貴重な宗教偶像を含んだ個人財産が略奪されていた」と

いった意見がステーブンス上院議員（Sen. Ted Stevens）から出された。彼は修正

案を JACLが提出している補償法案、S１６４７に加えるよう依頼した人物であ

る。政務委員会上院議員により受け入れられたその修正案には、委員会はアリュ

ート人が彼らの村落から強制移住されたことが違法なのかを調査するため、アン

カレッジ（Anchorage）、ウナラスカ（Unalaska）、セイント・ポール（St. Paul）

で公聴会を開催することを加えたccxxxiv。 

 

 この記事によると、上院議員であるスティーブンス（Ted Stevens）が、修正案を

JACLが提供する委員会補償法案 S１６４７法案に加えるよう依頼し、政務委員会上院

議員により受諾されたその修正案には、委員会はアリュート人が彼らの村落から転住

させられたことに関して法律違反があり得るかを調査するため、アンカレッジ、ウナ

ラスカ、セイント・ポールにおいて公聴会を開催するであろうと付け加えてある、と
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記載されている。アリュート人は最終法案に突如出現する訳ではなく、予め委員会調

査も日系アメリカ人の公聴会に合わせて行われていたのである。 

 補償運動は日系アメリカ人が主体となって、市民的自由法成立に尽力を尽くしたと

これまで評価されてきたが、市民的自由法第２部にはアリュート人に対する補償が記

載されていることはあまり知られてはいない。しかしながら、法律に加わっているだ

けではなく、法律制定に重要な役割をはたす事になる公聴会においても、アリュート

人は自らの声を出して発言しているという事実は重要なことである。これは、環境正

義においては、シュレーダ・フレチェット（Shrader-Frechette）の「参加の正義」の定

義に当てはまるだろうccxxxv。（なお、もう一つの環境正義の定義である「分配の正

義」に関しては、第３章第１節で論じた通りである。）つまり、彼は“to correct 

problems of environmental justice, it also will be necessary to reform the principles and 

practices of participative justice—equal right to self-determination in social decision-making.” 

と「参加の正義」を定義している。政府の犯した不正義である強制移住及び収容に対

して、アリュート人自身が自らの「声」を出して公聴会に参加し、自らの経験を語っ

たということは、環境正義の一部を実現させたと言ってもいいのである。またさら

に、EPAが定義した環境正義についても考えてみたい。 

第１章第２節においても紹介したが、ここでまた再度どのような定義であるのか見

てみよう。 

“Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people 

regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, 

implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies.” と定義し

ている。また、fair treatment と meaningful involvementに関しても次のように定義して

いる。“fair treatment means that no group of people should bear a disproportionate share of the 

negative environmental consequences resulting from industrial, governmental and commercial 

operations or policies.” “meaningful involvement means that: 

・people have an opportunity to participate in decisions about activities that may affect       

   their environment and/or health; 

・the public’s contribution can influence the regulatory agency’s decision; 

・their concerns will be considered in the decision making process; and 

・the decision makers seek out and facilitate the involvement of those potentially  

   affected 
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と定義している。この定義に当てはめてアリュート人の事例を検討してみよう。fair 

treatmentとは、「どの人種的グループの人々も政治的な政策により、負の環境的影響

を不均衡に負担すべきではない」と説明している。アリュート人の強制移住は明らか

に政治的な政策であり、その政策によりアリュート人にとっては負の環境である異な

る土地での収容生活を強制され、また政府の無関心により収容所の環境は劣悪であっ

たことから、負の環境的影響を不均衡に負担していたと言わざるを得ない。つまり、

環境不正義であったと定義に即しても言えるのである。また、meaningful  involvement

でも述べられているように、「環境正義とは、環境に影響を及ぼすかもしれない活動

についての決定に参加する機会を持つことであり、公的な提案は、規定する機関の決

定に影響を与えることができ、彼らの懸念は意思決定過程で検討されるであろう」と

規定している。つまり、アリュート人がアメリカ合衆国政府が開催する公聴会におい

て負の環境的影響を受けた強制収容に関する発言をするということ、そして、その発

言を元に報告書及び勧告書が作成され、最終的に法律制定につながったということ

は、環境正義が実現されたと考えられるのである。さらに筆者による環境正義の定義

の後半部分を再度確認してみよう。「環境と健康に影響を及ぼすかもしれない決定に

参加する機会を持つべきであるということである。」とある。上述したように、アリ

ュート人自身が公聴会に参加し、環境と健康に影響を及ぼした強制収容に関する発言

をしたことは筆者の定義からも環境正義であると考えられる。また、再度 EPAの定義

に戻って確認してみると meaningful involvementとは、「意思決定者は、これらの潜在

的に影響を受けたかかわり合いを捜し出し、手助けする」と規定しているが、潜在的

に影響を受けたかかわり合いとは、日系アメリカ人の補償運動では日系アメリカ人が

自分達と同じような経験をしたグループ、すなわち潜在的に影響を受けたかかわり合

い（先住民族アリュート人）を捜し出し、ともに補償要求運動に参加させたと言え、

この点からも環境正義であると考えられるのである。  

 では、一体いつから、日系アメリカ人とは背景の相異なるアリュート人補償問題を

扱うことになるのであろうか。第２次世界大戦中に被害を受けた日系アメリカ人以外

のグループを補償に取り組もうとする案は、彼らの補償を法律制定へと推し進める中

で、１９７０年代にシアトル・プランの一部として初めて浮かび上がってきた。公に

補償という形で呼びかけた最初のグループである、ミヤタケ（Henry Miyatake）、ササ

キ（Shosuke Sasaki）、率いるシアトル JACLの委員達は、日系アメリカ人以外のグル

ープを補償法案の対象とすることはどんな法律制定においてもその通過により都合の
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よい機会が与えられるだろうと考えた。つまり、他のグループを法案に組み込むこと

は、基本的支持を広くし、補償を「特別な関心のある日系アメリカ人」の問題となる

ことの妨げになると考えたのであるccxxxvi。JACL National Redress Directorであり、補償

運動の責任を多大に背負っているタテイシ（John Tateishi）は、アリュート人を日系ア

メリカ人の補償運動に取り組むこととなった過程に関して以下のように述べている。 

 

  日系アメリカ人の補償要求運動の初期にアリュート人をすでに補償の対象として

含めていた理由は、アラスカ州選出のスティーブンス上院議員の意見を取り入れ

ていたからなのである。我々のアリュート人問題に関する立場は、アリュート人

も早くから法律制定活動に加わるべきであるとする立場であった。つまり、１９

４２年の強制収容とそれに関わる政府活動を調査する政府委員会の設置を要求す

る法律を制定する活動に、アリュート人も対象として加わるべきであるという意

見であった。アリュート人に関する問題は、ハワイ州選出のイノウエ（Daniel 

Inoue）上院議員から提案されたものである。わたしはアリュート人問題に関して

以下のように理解している。アリュート人も補償の対象とすることでスティーヴ

ンス上院議員の法案成立へ対する支持が得られるのではないかと我々は考えてい

た。その法案成立は、政府による救済活動の初歩となる調査委員会の設立には不

可欠であったのだccxxxvii。 

 

アラスカ州選出のスティーヴンス（Stevens）上院議員による支持が、政府による救済

的活動要求の初歩となる調査委員会を設立する為の法案には不可欠だったのである。

日系アメリカ人側からみると、どんな手段を利用しても調査委員会設立の実現をさせ

たかったと考えられる。何故ならその実現なしには法律制定につながることはない、

すなわち補償成立には至らないということを、議員達は知っていたのである。結局、

アラスカ州選出のスティーヴンス（Stevens）上院議員の支持を得て、アリュート人戦

時中における諸体験は、法律制定委任の正式な一部分となった。つまり、「戦時民間

人転住抑留委員会」は「日系アメリカ人の強制収容に関する状況を調査することに加

えて、アメリカ軍がアメリカ市民であるアリュート人に移住、あるいは収容所での抑

留生活を要求した指令」に関して再調査する責任を負うこととなったccxxxviii。 

最終的に、上院議員により指名された委員のうち一人は、ロシア正教会（Russian 

Orthodox）の司祭であるグロモフ（Ishmael Vincent Gromoff）であった。彼はアリュー
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ト人抑留体験者であったccxxxix。委員会は日系アメリカ人が多数居住する都市において

公聴会を開催するのに加えアラスカ州のアンカレッジ（Sept.15, 1981）、ウナラスカ

（Sept. 17, 1981）、セイント・ポール（Sept. 1９, 1981）でも開催したccxl。それらの公

聴会において、当時の避難経験者とその強制収容に関わった軍役人から事情を聴取

し、証言を集めた。調査結果を詳細に報告した『拒否された個人の正義』（Personal 

Justice Denied）において、委員会は約５０頁分をアリューシャン列島及びプリビロフ

諸島における戦時状況に費やした。前述したように勧告書において委員会は戦時中ア

リュート人がアメリカ政府により受けた不正に対して５つの救済策を提案した。そし

てそれらは最終的には公法第 100-383号-1988.8.10の一部として通過したのである。 

 上院ではスティーヴンス（Stevens）上院議員の主張が通り、常に日系アメリカ人と

アリュート人の問題はひとまとめにして捉えられていた。しかし下院ではこのふたつ

をそれぞれ異なる問題として捉えていた。公法第 100-383号-1988.8.10の法案である

H.R.442はもともと委員会の日系アメリカ人とアリュート人に関する勧告全てを考慮し

て構成されていたにもかかわらず、それとは異なる法案である H.R.1631またはアリュ

ーシャン列島及びプリビロフ諸島賠償法といった法案が紹介された。第１００回国会

において行政法と政府関係における司法委員会の小委員会（Judiciary Committee’s 

Subcommittee on Administrative Law and Governmental Relations）は、H.R.442と

H.R.1631をひとまとめにし公聴会を開催した。しかし、１９８７年９月に下院全体を

初めて通過した法案には、日系アメリカ人補償法案が含まれているだけであった。つ

まり、アリュート人に関する部分がその法案からは切り離された結果となっていた。

上院がアリュート人補償法案制定を含んだ S.1009を採択して修正した H.R.442を 1988

年 4月に通過した後、協議委員会の上院議員達はアリュート人補償部分を保持するよ

うに主張し、下院はそれを認めたccxli。スティーヴンス（Stevens）上院議員の尽力によ

りアリュート人補償問題はかろうじて日系アメリカ人の補償問題に組み込まれること

になった訳である。 

 アリュート人補償問題を持ち出したスティーヴンス（Stevens）上院議員の議会での

地位は如何なるものだったのだろうか。また、彼を選出したアラスカ州の議員達はア

リュート人補償問題にどのように関わることになったのだろうか。ここではこうした

疑問を解くために、議会内部の組織とこの法律制定の関連性をみていくことにした

い。 
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 公法第 100-383号-1988.8.10案である H.R.442の通過にアリュート人自身が効力を発

揮し影響を与えたとは考えにくい。アリュート人は人口からみても、またアラスカ人

口の割合からみても、もちろん相対的なアメリカ人口の割合からいっても、非常に少

ない人口で構成されている少数民族であるccxlii。また、人口が少ないために法案が可決

されたとしてもアリュート人が得られる利益の比率は少ないだろうし、議員をだして

いないアリュート人が組織的な政治力を持っている事も考えられないccxliii。当時議員達

でさえ戦時におけるアリューシャン列島の状況を把握しているものは少なかった。つ

まり、公的干渉による影響は無かったと考えていいだろう。アリュート人の戦時中に

おける問題やその補償問題をアラスカ州の問題として考えることでアラスカ州選出議

員３名の支援が得られると考えたのだ。ハタミヤ（Leslie T. Hatamiya）はアラスカ州

の人々に利益が出るような規定を加えることで、法律制定におけるアラスカ州選出議

員の助力を得たと見ている。 

 アリュート人補償に関連するアラスカ議員の研究に関しては、ハタミヤ

（Hatamiya）の先行研究ccxlivを参考にしたい。アラスカ州議員の支援は２つの理由で重

要であったと指摘している。第１に、アラスカ州議員全３名は共和党であり、共和党

はアリュート人補償を法律に取り入れない限りその法案に賛成しかねていただろうと

いう見方を提示している。また、保守的な議員３名はアリュート人補償が欠けていた

ら財政上または他の理由で法案に反対していただろうと見ている。議員３名は共和党

としての影響力を発揮して他の共和党員に呼びかけ、要票数を集めた。第２に、アラ

スカ州議員の支援が重要であったのは、上院議員であったスティーヴンス（Stevens）

がその法案に責任ある政務小委員会の幹部少数委員だったからである。彼は法律制定

に重要な任務を努める幹部少数委員という立場で強力な提案を行ったのである。彼は

法案への支援が足りないときにも廃案とさせずに、法案成立に導いた。 

 ハタミヤ（Hatamiya）の研究からは、政務委員会の尽力もまたアリュート人補償を

日系アメリカ人補償に組み込む上で不可欠であったことが伺える。アリュート人自身

は、第２章でも論じたように、戦後戦時中のことを全く語らずに忘れることによって

自分たちの地であるアリューシャン列島を回復しようと試みていた。従って、積極的

に補償運動に参加した訳ではなかった。また、日系アメリカ人避難生存者８０，００

０人と比較しても、アリュート人避難生存者はたった４００人にすぎない。さらに、

アリュート人へ対する政府基金総額も日系アメリカ人と比較した場合、非常に少なか

った。アリュート人自身だけで補償問題が成功するだけの支持や組織を保持していた
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ことは疑わしい。つまり、アリュート人補償はより多くの法案通過機会を日系アメリ

カ人補償法案に付加することで獲得したと考えられるのである。 

 JACLが発行している週刊機関誌、Pacific Citizen（『太平洋の市民』）に記載された

アリュート人補償に関する記事は、日系アメリカ人自身の補償運動に関する記事は毎

回のように記載されていたにもかかわらず、補償成立年度である１９８８年までにた

った３回であるccxlv。そのことからも、アリュート人補償は公民権にかかわる関心問題

というよりもむしろ議員の間だけの特別な問題であったと考えられる。つまり、法案

通過のための議会工作に利用するために日系アメリカ人はアリュート人補償を取り入

れたと考えられるし、アリュート人もまた日系アメリカ人の補償運動に加わることで

彼ら自身も利益を得る結果となったのである。 

 第２次世界大戦中に弱い立場にあった先住民族・少数民族は互いに立場は異なるが

戦争の影響をまともに受け、強制移住や収容により多くの困難に直面した。このこと

は、戦争という事態でいかに先住民族・少数民族、換言すれば政治力を持たない人た

ちが被害に合うかを実証している。しかし、戦後異なる戦時体験を持ったかれら先住

民族・少数民族は補償運動を通して相互に支持し合い、充足し合って、見事に補償成

立を意味する H.R.442通過を実現させたのである。確かに日系アメリカ人は議会工作

にアリュート人を利用したとの見方も可能であるが、結果的に相互に利益をもたら

し、何よりアメリカ合衆国政府による過去の不正に対する謝罪と補償金の支給を公法

第 100-383号-1988.8.10という形で受けたことは、公的にも彼らの受けた不正を相互に

支援し合い、それを政府に正させたとして評価されるだろう。

                                                        
ccxxxiiiCherry Kinoshita,  “Perspective of a Social Movement”  Pacific Citizen.  Special Holiday 

Issue（23-30 December 1988）p.B-3.  チェリー・キノシタは、日系アメリカ人は経済的

な基盤を確立するまで不正に反対する活動に取り組むことができなかったと述べてい

る。すなわち、経済的に安定したからこそ道徳的な問題として補償運動を繰り広げる

ことができたというのである。 
ccxxxiv “Redress bill to look into Aleut detention”  Pacific Citizen.  （23 May 1988）p.1. 
ccxxxv 定義に関しては、第１章第２節を参照されたい。 
ccxxxvi Leslie T. Hatamiya,  Righting a Wrong:  Japanese Americans and the Passage of the Civil 

Liberties Act of 1988.  （Stanford, California:  Stanford University P,  1993） p.124. 
ccxxxvii タテイシ（John Tateishi）は 1978 年ー1981 年の間、JACL Redress chairman とし

て、さらに 1986 年までは Redress Diretor として活躍した補償運動推進主要人物であ

る。 
ccxxxviii Hatamiya,  p.125. 
ccxxxix Hatamiya,  p.125. 
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ccxl 岩野一郎『日系人強制収容の決定過程と 40 年後の証言ー償いへの道」『昭和 57 年

度科学研究費補助金（総合研究 A）検鏡報告書ー第２次大戦下のアメリカ社会』 1983.  

p.63. 
ccxli Hatamiya,  p.125. 
ccxlii アラスカ州の法律の下に、1971 年に制定されたアラスカ先住民諸要求解決法

（ANCSA）の諸条項に従って設立されたアラスカ先住民地域社会は全部で 12 地域社

会から成り立つ。そのうちの一つがアリュート地域社会（Aleut）である。1974 年 9 月

14日の統計によると、人口は 12村落合計 2,314人である。 
ccxliii “Redress bill to look into Aleut detention” Pacific Citizen.  （23 May 1980） p.1.  強制

移住、収容を経験したアリュート人は約 800 名である。その中で補償の対象となるの

は、生存者約 400 名である。日系アメリカ人の生存者は 80,000 名である。Hatamiya,  

p.127. 
ccxliv Hatamiya,  pp.120-128.  ハタミヤの研究は人口的にも議員数から見ても割合の低い

日系アメリカ人の補償が何故成立したのかという疑問を政治学の視点から検討してい

る。政策決定過程を通して補償法案に影響を与えた要因の重要性、効力を評価するこ

とを目的とした研究である。その著書、Righting a Wrong:  Japanese American and the 

Passage of the Civil Liberties Act of 1988の第８章において、アリュート人を日系アメリ

カ人の補償の対象とすることで法案通過に影響があったのか論じている。 
ccxlv 1988 年までの間で JACL の週刊機関誌である Pacific Citizen がアリュート人に関す

る記事を記載したのは４回である。そのうち、補償問題と関係する記事は３回であ

る。それらは以下の通りである。“Redress bill to look into Aleut detention” （23 May 

1980）、"Aleuts uprooted by Japan forces, too” （18 Sep. 1981）、"CWRIC HEARINGS:  

ALASKA Issei sage and pride of Aleut recalled” （2 Oct. 1981）尚、Pacific Citizenの閲覧

に関しては東大アメリカ研究資料センターの方にお世話になった。 
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第３節：バイオリージョナリズムからみる補償 

（１）バイオリージョンとアラスカ先住民 

 ここで生態地域主義（バイオリージョナリズム）の一般的な定義を確認しておこ

う。「生態地域主義とは、１９７０年代にアメリカ西部に始まった哲学、またはヴィ

ジョンであり、できるだけ住んでいる場所の生態的地域に従い、その土地で生きよう

とするもの。エコロジーの観点からの生態地域、またはエコリージョンとは、気候の

似た地理的な地域であり、そこでは類似する生態系や生物種の集まりが共通してみら

れる。また一方で、生態地域主義は生態地域を分水嶺などの自然の特色で定まる地域

としてだけではなく、従来の政治的境界に異議を唱える良心と市民の義務を表すもの

ともみなされる。生態地域主義は自然のシステムを尊重し回復すると同時に、人間の

基本的要求を持続可能な方法で満たすことを求める。ccxlvi」 

 またここで生態地域主義を援用しているゲーリー・スナイダー（Gary Snyder）の生

態地域主義思想について言及してみたいと思う。スナイダー（Snyder）は自ら造った

言葉であるナチュラル・ネーションの基礎的な思想が生態地域主義であると述べてい

る。ナチュラル・ネーションとは、「現在世界に存在するような政治的に決定された

国境ではなく、自然や生態学的知識などを基礎として形成される「国」を想定する。

ccxlvii」と説明している。そして例として、「イヌイット・ネーション」が北カナダ全

土にわたって形成されつつあり、それはアラスカ、カナダ、グリーンランド、そして

シベリアのイヌイット＜エスキモー＞族をひとつに結びつけたものであると説明して

いるccxlviii。また、スナイダー（Snyder）がトリニダード岬に立ち寄った時のエピソー

ドもここで紹介しておこう。「そこはエトピリカ（ウミスズメ科の鳥、ベーリング

海、北太平洋産。）の営巣地なのである。エトピリカにとって、ここは実質的にその

分布の最南端にあたる。その通常の営巣地はアラスカ南東部、ベーリング海、そして

北日本辺りである。冬は、北太平洋の外洋にいる。このトリニダード岬という地点

で、私たちは北太平洋とアラスカ全体の生命地域に触れているという思いを禁じえな

かった。ccxlix」と述べている。生態地域主義とは政治的に決定された国境を超えている

思想であることが理解できる。このようなゲーリー・スナイダーの考え方からすれ

ば、アラスカ先住民および北海道の先住民であるアイヌもまた一つのバイオリージョ

ンとして捉えることができるだろう。何故ならアラスカ先住民およびアイヌは共にス

ナイダーのいう「北太平洋とアラスカ全体の生命地域」であるということや、上記し

た生態地域主義（バイオリージョナリズム）の定義にあるような気候の似た地理的な
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地域であり、類似する生態系や生物種の集まりが共通してみられるとあるように、住

んでいる場所の生態的区域に従い、従来海からの恵みを受けてクジラやアザラシ、オ

ットセイなどの海獣類を捕獲して生計を立てている生活様式が類似している先住民族

cclであること、あるいは第２章第１節アリュート人の世界で論じたような、海からの

恵みを享受して生きる海洋先住民族としての類似した自然観を共有しているであろう

ことも想像できるだろう。またさらには外部からの迫害を受けバイオリージョンを脅

かされ人権を奪われていた民族であるという共通の歴史を持つ先住民族ccliであるとい

うことが言えるからである。 

（２）アラスカ先住民族ccliiの権利回復運動史 

 １９７１年にアメリカ合衆国法９２−２０号「アラスカ先住民諸要求解決法」

（Alaska Native Claims Settlement Act）が制定された。その略称は ANCSAである。第

３章第１節、第２節で詳細を論じてきたように、アリュート人補償は日系アメリカ人

の補償運動に組み込まれて１９８８年に補償を成立させるに至った。日系アメリカ人

はアリュート人を議会工作に利用したとの受け止め方も出来ると指摘したが、アリュ

ート人が公法第 100-383号-1988.8.10の対象となった要因は他にもあるのではないかと

考えられる。時代的または地理的な要因は考えられないだろうか。アラスカ州では１

９８８年より以前にそこに居住する先住民族の諸権利回復運動が繰り広げられてい

た。アラスカ州にはアリュート地域社会を含む多数の先住民村落が存在している。本

論文で中心問題として取り上げているアリュート人は ANCSAの対象としても注目さ

れよう。また、アラスカ州の先住民族に対する動向を ANCSA成立の背景として考察

することは、公法第 100-383号-1988.8.10成立の背景を考察する上でも重要であると考

える。さらには、アリュート人を含むアラスカ先住民族にとって、アラスカという土

地はだれのものであるのかを考えるときに、ANCSA成立の背景を見ていくことは欠か

せないと考えられる。先住民の土地に対する不正義を正すという思想は環境正義の思

想に繋がる。環境正義が先住民の土地に対する愛着を容認するとともに、先住民の土

地と人種差別の関係性を見逃すことはないことを、本論文第２章第４節で、ジョンソ

ン（Johnson）やエバンズ（Evans）を引用して説明しているので確認していただきた

いccliii。複数のアラスカ先住民族が共有していた土地、あるいは土地に対する世界観を

踏みにじられることは不正義であり、それを法律の制定によって正すことは環境正義

であると考えられる。つまり、イヌイット、アリュート、およびインディアンといっ

た異なる複数のアラスカ先住民が何百年も前から生態地域に従って生きてきたその土
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地を、アメリカがロシアからアラスカの土地を購入して自動的にアメリカ合衆国政府

のものにするということは、バイオリージョンを侵されている不正義であると理解で

きる。またその不正義に対して、アラスカ先住民の諸権利回復運動をアメリカ合衆国

政府に対して展開し新たな法律を制定することは、上述した生態地域主義の定義「従

来の政治的境界に異議を唱える良心と市民の義務を表すものともみなされる。」にも

当てはまる。土地に対する不正義を正すという環境正義にも繋がるのである。 

 従って本節ではまず第１に、アラスカ先住民族の権利回復運動史を概説することを

試みる。その際に ANCSAの研究に当たっている小谷凱宣の論文を紹介し、参考する

ことにしたいccliv。彼は次の３期に分けて各時期における先住民族の要求について触れ

ている。①合衆国への譲渡からアラスカ州昇格まで（１８６７年～１９５９年）；②州

時代前期（１９５９年～１９７１年）；および③州時代後期（１９７１年～現在ま

で）。 

本節ではそのうちの①と②を見ていくことにしたい。 

 

①合衆国への譲渡からアラスカ州昇格まで（１８６７年～１９５９年） 

 １８６７年にアラスカはロシア政府から合衆国政府へ譲渡された。ロシア人入植者

のうち、希望者は本国に帰国できたが、ロシア人時代に毛皮取得とそれに関わる諸活

動の深刻な影響を受けた先住民は、当然のことにそのままアラスカに残った。この先

住民の処遇については、両国の間に締結されたアラスカ譲渡に関する条約にも具体策

は記されていない。合衆国政府は帝政ロシア政府からアラスカを譲渡された後も何ら

かの具体的な施策は講じなかったようである。しかし、形式的なアラスカの統治責任

者は最初は陸軍に、ついで税関長に、さらに海軍にあるとされてきた。 

 政府の無策にもかかわらず、アラスカの経済的潜在性は認識されつつあった。北太

平洋の豊富なサケを主体とする漁業資源と砂金をはじめとする地下資源の開発を目的

として人々は徐々に進出をはじめた。民間の有識者によるアラスカ先住民の経済的自

立の道の模索も行われていた。 

 アラスカ基本法（１８８４年）の制定により、アラスカは「地区」（ディストリク

ト）とされ、知事と上級公務員が任命され、行政の形は整えられた。この基本法で

は、先住民が使用している土地の保護は約束されていたが、この措置は土地の所有権

は自分たちにあると考えていた先住民の感情を満足させるものではなかった。つぎの

先住民土地分配法（１９０６年）の制定は、限界はあったと言え、先住民の土地所有
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の機会を最初に与える契機になった。１９１２年にアラスカは準州（テリトリー）に

昇格した。準州の首都はジュノー市に置かれ、上下両院からなる代議制度が施行され

た。 

 １９２０年代には注目すべき動きがみられた。まず、市民法の施行により、それま

で市民権を有していなかったアラスカの住民全員に市民権が与えられることになっ

た。先住民のなかには準州議会の代表に選出されるものも現れた。また１９２６年に

は「先住民タウン用地法」の施行により村落用地の所有権を入手できることになっ

た。しかしながら、先住民のアラスカの土地一般の所有権が承認されたわけではな

い。 

 １９３４年はアメリカ合衆国の対先住民政策の根本方針が変更された年である。合

衆国の対先住民政策は内務省のインディアン局（BIA）を中心に実施されてきてお

り、その根本方針は先住民をアメリカ社会に溶け込ませ、活躍させることを最終目的

とするいわゆるアメリカ社会への同化政策であった。これに対して、先住民のもつ固

有の文化、価値観を認め、そのうえでアメリカ社会の一員としての活躍を期待する方

針が初めて採用されたのである。この法律の施行により先住民集団はリザベーション

（保留地）を設立することが認められたが、アラスカ準州内ではリザベーション設置

には至らなかった。 

②州時代前期（１９５９年～１９７１年まで）； 

 第２次世界大戦後の１９５８年、合衆国政府はアラスカ準州の州昇格を内容とする

アラスカ州基本法を可決し、アラスカは合衆国第４９番目の州になった。それと同時

に先住民が主張し続けてきた土地所有権は否定され、アラスカ州政府に１３０，００

０，０００エーカーの州有地の選択権を与えることにした。この先住民の土地所有権

の否定は、アラスカ先住民の間に大きな波紋を投げ掛けることになった。 

 １９５９年には、アラスカ南東部のトリンギット族とハイダ族により提起されてい

た潜在的土地所有権承認の訴訟に対して連邦政府は判決を下した。つまりアラスカ南

東部においては両部族には先住民としての土地所有はまだ消滅しておらず、国有地と

してすでに合衆国政府が取得している土地については、その損失に対して合衆国政府

から補償を受ける権利を先住民は有するという画期的な判断を示した。 

 その後州政府および連邦政府のアラスカ内の土地利用計画と先住民の主張との対立

は約１０年にわたって継続した。アラスカ内陸（アサパスカン系先住民の居住地域）

のミント地区における先住民の伝統的土地利用に脅威を与える州政府の土地選択計
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画、先住民の居住地を水没させる恐れのあるユーコン川中流域のランパート・ダム建

設計画、チュクチ湾沿岸のトンプソン岬に原子力を利用して港湾施設を建設する計画

などが次々に提案された。これらは何れも先住民などの反対により州政府や連邦政府

は計画を放棄せざるを得なかった。 

 このような状況のもとで１９６３年にアラスカ州政府の特別委員会は連邦政府に対

してアラスカ先住民の潜在的土地所有権の概念を明確にするように要請した。これと

ほぼ同時に、アラスカ州選出の上院議員で内務長官に任命されたスチュワート・ユー

ドル長官は先住民の土地所有権に関する問題が解決するまでアラスカ州内の土地の所

有権移動などを禁止する措置をとった。 

 合衆国議会が先住民の土地所有権問題の解決をめざす法律案を最初に審議したのは

１９６７年のことであった。先住民はこの法律案の内容に不満を抱き成立に反対し

た。先住民が要求していた土地面積は３８０，０００，０００エーカーであった。こ

の法律は成立しなかったものの、アラスカ先住民の要求している潜在的土地所有権を

めぐる諸問題を解決するには、連邦議会の立法措置以外にないことが明らかになった

のである。 

 翌年の１９６８年には２つの相異なる調査報告が公表された。第１は、アラスカ州

知事のヒッコル氏に任命されたアラスカ州土地問題特別委員会の報告で、アラスカ先

住民に４０，０００，０００エーカーの土地の所有権を与え、それにより先住民にか

かわる潜在的土地問題に妥協点を求めるように勧告したものである。 

 第２は連邦政府による「アラスカにおける開発計画のための連邦特別委員会」

（Federal Field Committee for Development Planning in Alaska 1968）による答申である。

この答申は『アラスカ先住民と土地』という全編７章から成る報告で、現在のアラス

カ先住民の状況、村落のあり方、土地利用の状況、天然資源問題、土地問題の歴史的

展開、経済発展の諸問題などを検討した結果、結論として先住民の潜在的所有権を承

認し、承認した後の政策についてガイドラインを設定するものであった。これにより

連邦政府はアラスカを帝政ロシア政府から購入してちょうど１世紀の後、初めて先住

民が潜在的に土地を所有していたことを公式に認めたものである。その後の政策はこ

の報告の内容に沿って進められた事は言うまでもない。 

 帝政ロシア政府から割譲を受けた後、合衆国政府はアラスカ州内において先住民と

の間に何らの条約も締結することなく土地を占領し使用してきた。先住民側はこれに

対して連邦政府との間に結んだ条約も存在せず、また土地所有権を放棄した事実はな
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いにもかかわらず土地所有権を連邦政府が認めないのは不合理であるという趣旨の主

張を繰り返していた。 

 上述した連邦政府委員会による報告書により、先住民の年来の主張は認められたと

言ってよい。先住民の土地問題が解決できる見通しがついたことから、連邦政府の国

有地選択、州政府による州立公園など公有地の選択も可能になってきた。このよう

に、１９６８年の連邦特別委員会の報告はアラスカの土地問題解決にむけて画期的な

内容であったと理解できる。 

 １９６８年から１９６９年にかけてアラスカの政治経済に大きな影響を与える出来

事が起こった。それが北極海沿岸における油田の発見である。１９６９年８月には、

州政府による油田開発権の入札が行われ、州政府は開発事業を計画する企業から約９

００，０００，０００ドルの権利金を受け取った。原油開発を目指す石油会社は北極

海のプルードー湾から南海岸プリンス・ウィリアム湾のヴァルディーズまでの全長約

１，３００キロにおよぶアラスカを南北に縦断する原油輸送用のパイプラインの敷設

を計画した。ここで明らかになったことは、パイプラインを敷設するにはアラスカの

土地所有権問題の解決が前提となり、それにはアラスカ先住民の土地所有権をめぐる

諸要求をまず解決しなければならないことであった。これがアラスカ先住民の政治団

体（AFN）とアリエスカ・パイプライン会社（石油会社が合併して設立した新会社）

が手を結び、連邦議会に働きかけ、立法措置を迫る運動の契機となった。 

 連邦議会の上院は、１９７０年に法案を可決したが、先住民の要求を満足する内容

ではなくしかも下院では可決するに至らなかった。翌年の１９７１年には、合衆国上

下両院はそれぞれ別個の土地所有権解決法案を可決した。上下両院の協議によりそれ

ぞれの内容の調整が行われ、１つの法案として改めて両院において可決され、ここに

「アラスカ先住民諸要求解決法（ANCSA, 1971）が成立した。 

（３）ANCSAと「アイヌ新法」 

 以上見てきたような経過を経て、アラスカ先住民にとって歴史的に画期的ともいえ

る「アラスカ先住民諸要求解決法（ANCSA）」が成立した。それは、バイオリージョ

ンを脅かされていたアラスカ先住民にとっては、土地に対する不正義を法によって正

させた環境正義であるとみなすことも可能であろう。つまり上述したように、生態地

域主義とは、出来るだけ住んでいる場所の生態地域に従い、その土地で生きようとす

るものであり、アラスカ先住民が従来生態地域に従って生きてきたその土地の所有権

をアメリカ合衆国政府が認めずに国有地として土地利用することは、アラスカ先住民
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からすると、自らのバイオリージョンを侵されている不正義であったと捉えられるの

である。その不正義に対してアラスカ先住民の諸権利回復運動をアメリカ合衆国政府

に対してアラスカ先住民は展開し、アメリカ合衆国政府に新たな法律を制定させたこ

とは、先住民の土地に対する不正義を正すという環境正義にも繋がるのである。  

 さてここでは ANCSAの構造に加えて、「アイヌ新法」の内容との比較をみていこ

う。 

 

―１―ANCSAの構造cclv 

[1]アラスカ先住民（イヌイット、アリュート、およびインディアン）は、アラスカの

土地所有権とその土地に付随する種々の生業活動権を潜在的に保有していたことを認

める。 

[2]先住民にはアラスカ全土の面積の８分の１の所有を認める。そのほかの土地は公有

地（連邦政府と州政府・公共団体の所有）および民間の私有地とする。先住民が所有

権を放棄する土地（アラスカ全土の８分の７）に対しては、連邦政府および州政府が

補償する。 

[3]補償を受けるのはアラスカ先住民にかぎる。先住民は村落社会の構成員（株主）と

なる。アラスカ全土を１２地域に分け、それぞれを統括する地域社会をおく。村落社

会は、何れかの地域社会の構成員になる。 

[4]連邦政府は国家財政のなかに「アラスカ先住民基金」を設置し、連邦政府および州

政府は法律に決められた計画にしたがってそれぞれの歳入の一部をこの基金に積み立

てる。先住民は、上の先住民社会組織を通して、経済的恩恵を受け取る。 

[5]この法律の規定に基づく恩恵を受ける先住民村落の数と人口数は、１９９１年末ま

で固定され、新規の先住民村落は認められない。先住民に渡された株式は、株主が死

亡した際には相続できる。しかし、先住民村落会社と地域社会が選択した土地は、こ

の期間中には売買できない。ただし、１９７４年に先住民集落数とその人口は修正さ

れている。 

[6]先住民村落会社および地域社会の土地選択に際しては、州政府および連邦政府の援

助のもとに、祖先の残した埋蔵文化財をふくむ諸資源を調査する。また、地域会社を

構成する村落会社は、可能なかぎり、伝統文化遺産を反映させる。 

―２―ANCSAと「アイヌ新法」cclvi 
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 小谷は２つを比較研究すると、両者の内容がかなり浮き彫りになると指摘してい

る。以下各項目ごとにそれらの対比を見ていく事にしよう。 

[1]潜在的土地所有権について 

解決法では、アラスカ先住民に土地所有権が存在していたことを前提にしたcclvii。 

アイヌ新法では、北海道はアイヌ民族に土地所有権があったことが主張され、それの

承認が要求されている。 

[2]先住民の認定 

解決法においては、先住民の血が混じっていることが明白な人、又は他の先住民の証

言により祖先に先住民がいたことが明確になった人が先住民と認定されることになっ

ている。 

アイヌ新法においては、アイヌの血が混じっていること、又は自発的なアイデンティ

ティーが基準となるcclviii。 

[3]「アラスカ先住民基金」と「民族自立基金」 

解決法では、アラスカ先住民は州土の８分の７の面積の所有権を放棄し、その代償と

して、アラスカ先住民基金を通して総額９６２，５００，０００ドルを受け取る形に

なっている。先住民１人あたり約２０，０００ドルである。また、基金からの資金を

受け取る組織として、アラスカ先住民は村落会社・地域会社の株主として組織化され

た。 

アイヌ新法では、アイヌ人の農業、漁業、林業などの経済的自立を図るために、「民

族自立基金」を設置し、アイヌ人へ経済的援助をおこなう形になっている。 

[4]伝統文化の振興 

解決法では、条文のなかに先住民の歴史的遺跡の積極的保存と活用をうたっており、

そのために必要な埋蔵文化財の分布調査などを援助することが記されている。 

アイヌ新法では、言語・文化の保存と継承の問題が取り上げられ、公的研究機関の設

立が要求されている。 

 

（４）ANCSAと公法第 100-383号-1988.8.10第２部 

 以上見てきたように、本論文第３章第３節においてはアラスカ先住民の権利回復運

動を概説してきた。その結果、アラスカにおいて長い間先住民の土地所有権が問題と

なっており、幾度となく連邦政府と先住民との間で対立があったことを確認した。そ

れは、環境不正義を正す行為でもあると論じた。さらにアラスカ先住民諸要求解決法
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（ANCSA）の構成と、またさらに ANCSAとアイヌ新法の対比について述べてきた。

どちらも先住民のバイオリージョンを踏みにじられたことに対する責任を政府に法律

という形でとらせたものであるが、その内容は二つの法律で類似している。では、長

年の土地所有権問題及び市民権問題が一応の解決を見たとしてアラスカ先住民にとっ

て重要となる ANCSAと、第３章において主題として取り上げている公法第 100-383号

-1988.8.10第２部と何らかの関係があるのだろうか。また、ANCSAの影響を公法第

100-383号-1988.8.10第２部は少なからず受けているのだろうか。 

 

[1]「地方自治体」の定義 

公法第 100-383号-1988.8.10では、第２０２条（用語の定義）（４）において「地方自

治体」とは、アリュート地方自治体で、アラスカ州法のもと組織され、ANCSA第７条

のもと設立した自治体としている。その第７条（地域社会）において、アラスカを１

２の地域に分割させ、そのうちの１つをアリューシャン列島、プリビロフ諸島、アリ

ュート・リーグ傘下のアラスカ半島から成るアリュート・リーグ（Aleut League)に指

定しているcclix。 

[2]「アリューシャン及びプリビロフ諸島賠償基金」 

公法第 100-383号-1988.8.10では、第２次世界大戦中にアリュート人が受けた不正に対

する救済策として、アリューシャン及びプリビロフ諸島賠償金を通し、各村落、各村

落教会、そしてアリュート人個々人に対し補償金が支給されることになっている。 

[3]伝統文化の振興 

公法第 100-383号-1988.8.10では、第２０５条（コミュニティー損害の賠償）におい

て、預金口座の利用法として、アリュート人文化遺産と歴史的記録の保存をうたって

いる。 

[4]アッツ島賠償計画 

公法第 100-383号-1988.8.10では、第２０７条（アッツ島賠償計画）において、第２次

世界大戦以前はアリュート人村落住居が存在していたアッツ島の譲渡に対して、賠償

を行う形を取っている。 

また、譲渡に関しては ANCSA第１４条（土地の譲渡）（h）（１）条と同等の権限の

もと制定されるとしている。 

 以上見てきたように、ANCSAと公法第 100-383号-1988.8.10第２部（アリューシャ

ン及びプリビロフ諸島賠償法）には、多くの類似点が見られる。さらに、公法第 100-
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383号-1988.8.10第２部自体 ANCSAを考慮して構成されている部分を含んでいると言

えるだろう。また、上述した[2]、[3]はアイヌ新法における「民族自立基金」、伝統文

化の振興と対応してみると、公法第 100-383号-1988.8.10第２部の内容と類似している

ことが明らかである。 

 

（５）バイオリージョナリズムからみる先住民族への補償 

 本節において、小谷の先行研究を参考に公法第 100-383号-1988.8.10第２部の内容を

分析してきた。小谷は、ANCSAとアイヌ新法の成立を広く北太平洋地域の中の先住民

族の権利回復運動の一環として捉え、アラスカの先住民への政策（ANCSA）に視点を

おいてその経緯を考察している。本節で概観してきたように、公法第 100-383号-

1988.8.10第２部は ANCSAとの共通点を持ち、またその影響を受けている。つまり、

ANCSAの存在を無視しては公法第 100-383号-1988.8.10第２部は成立し得なかったか

もしれないのだ。さらに、公法第 100-383号-1988.8.10第２部はアイヌ新法の内容とも

類似していることを確認した。 

 このような流れで公法第 100-383号-1988.8.10第２部を見ていくと、この法律もやは

り小谷氏が述べているような広く北太平洋地域の中の先住民族の権利回復運動の一環

として捉えることが可能である。 

 また、ただ単に北太平洋地域における先住民族という括りだけではなく、これらの

先住民族は共通のバイオリージョンを持つ民族であるとの見方も可能なのである。つ

まり、本節（１）において確認したように、アラスカ先住民および北海道先住民アイ

ヌは一つのバイオリージョンとして捉えることが可能なのである。そのように考える

と、特に土地に関する補償内容が共通していることに気がつくであろう。ANCSAでは

アラスカ先住民（イヌイット、アリュート、インディアン）はアラスカの土地所有権

とその土地に付随する種々の生業活動権を潜在的に保有していたことを認め、アイヌ

新法においては、北海道はアイヌ民族に土地所有権があったことが主張され、それの

承認が要求されているとあるように、土地と共に生きる先住民に対して土地所有権を

認める補償の内容となっていることが確認できるのである。気候が似た北太平洋地域

という地理的地域の先住民族というだけではなく、このような土地をめぐる思想であ

るバイオリージョンを持つ先住民族だから土地をめぐる共通の内容の法律を各々の国

家に制定させるに至ったと考えることが出来るのである。 
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 またアメリカ合衆国政府や日本だけではなく、北太平洋地域諸国cclxでも徐々に先住

民族に対する政策が思案され施行されている事実は、かれら先住民族を受け入れなく

てはならなくなった寛大となりつつある時代背景が存在し、公法第 100-383号-

1988.8.10成立もその流れの一環として受け止めるべき史実であると考えられる。さら

には単に北太平洋地域諸国という括りではなく、上記したようなバイオリージョンと

いう括りで考えていくべき先住民の土地と環境に関する問題であると提起しておきた

い。

                                                        
ccxlvi 生態地域（バイオリージョン）（bioregion）、生態地域主義（バイオリージョナ

リズム）（bioregionalism）の定義に関しては、ローレンス・ビュエル 『環境批評の

未来 環境危機と文学的想像力』Trans. 伊藤詔子・横田由里・吉田美津・三浦笙子・

塩田弘 音羽書房鶴見書店 2007.  pp.182-183を参照。  
ccxlvii Gary Snyder 『惑星の未来を想像する者たちへ』 Trans.  山里勝己・田中泰賢・赤

嶺玲子 山と渓谷社 2000.  p.274. 
ccxlviii Snyder.  p.274. 
ccxlix Snyder.  p.278. 
ccl アイヌ民族博物館監修『アイヌ文化の基礎知識』草風館 1993.  p.101 漁撈を参

照。 
ccli 佐々木馨『アイヌと「日本」』、本多勝一『アイヌ民族』、山田孝子『アイヌの世

界観』 等を参照されたい。 
cclii アラスカ先住民とは、ベーリング海峡をはさむ新旧両大陸に居住するイヌイット、

アリューシャン列島のアリュート、アラスカ内陸のアサパスカン系インディアン、及

びアラスカ南東部のとリンギット・インディアンである。小谷凱宣「北太平洋地域に

おける少数民族への補償ーANCSAと「アイヌ新法」の内容」『環太平洋圏における文

化的・社会的構造に関する研究：名古屋大学環太平洋問題研究会』 第３回 1990.  

p.235. を参照。 
ccliii 本論文 p.87を参照。 
ccliv 小谷 pp.233-242. 
cclv 小谷凱宣「アラスカ先住民諸要求解決法（ANCSA）抄訳」『文部省科学研究費補

助金・総合研究 A 研究成果報告書―北方諸文化に関する比較研究』 1990.  pp.199-

200.  を参照。（以下、小谷・抄訳と略記する。） 
cclvi ANCSA とアイヌ新法の内容の対比に関しては、小谷・抄訳 p.201.  又は小谷 

pp.239-240.  を参照。 
cclvii  小谷  p.239.  土地所有権の存在については、 Federal Field Committee for 

Development Planning in Alaska が 1968 年の報告書において、このことを認め、解決法

はそれを前提にして立法措置が取られた。 
cclviii 小谷 p.240.  アラスカから見て南方の 48 州のアメリカ・インディアンの場合に

は、自発的なアイデンティティーが先住民か否かの判断の基準になっている。この点

において、アラスカ先住民の場合は、他の地域の先住民と先住民認定基準が異なって

いる。アイヌもアメリカ・インディアンの場合と同じ基準を取る。小谷は、アラスカ

先住民における特異な扱いは、アラスカ先住民と外部世界との接触の歴史が短く、

人々の記憶に頼るだけで先住民か否かの判断が十分に可能であるという事情によるの
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かもしれないと解釈している。 
cclix ANCSA 第７条において、アラスカを 12 の地域に分割している。小谷・抄訳 
pp.206-207. 

（1）Arctic Slope Native Association（バロウ、ポイント・ホープ） 

（2）Bering Strait Association（スワード半島、ウナラクリート、セント・ローレンス

島） 

（3）Northwest Alaska Native Association（コツエヴュー） 

（4）Association of Village Council Presidents（南西海岸、ユーコン川下流域とクスコキ

ウム川上流域、タナナ川） 

（5）Tanana Chief's Conference（コユクク、ユーコン川中・下流域、クスコキウム川上

流域、タナナ川） 

（6）Cook Inlet Association（キナイ、タイオネク、エクルートナ、イリアムナ） 

（7）Bristol Bay Native Association（ディリンガム、アラスカ半島） 

（8）Aleut League（アリューシャン列島、プリビロフ諸島、アリュート・リーグ傘下

のアラスカ半島） 

（9）Chugach Native Association（コルドバ、タティトレク、ポート・グラハム、イン

グリッシュ・ベイ、バルディーズ、スワード） 

（10）Tlingit-Haida Central Council（メトラカトラをふくむアラスカ南東部） 

（11）Kodiak Area Native Association（コディアク島とその周辺の村落） 

（12）Copper River Native Association（カッパー・センター、グリネラン、チティナ、

メンタスタ） 
cclx 北太平洋諸国で近年において補償が成立している例は、ANCSA、1988 年市民的自

由法（アメリカ合衆国）、日系カナダ人へ対する補償（カナダ）、アイヌ新法（日

本）である。 
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終章：まとめと結論 

 本論文は、「環境正義思想に見る先住民族の世界―アリュート研究を中心に―」と

題し、アラスカ先住民であるアリュート人に対する強制移住について、環境正義を中

心に、多角的な視点から論じたものである。 

 序章では、研究目的・意義、問題の所在および論文構成を提示した。 

 第１章第１節においては、「アメリカ環境史―ネイティヴの視点から―」と題し、

まず始めにアメリカ環境史の可能性を述べ、アメリカ人は自分たちの国家を作り上げ

たのと同様に自分たちの環境を作り上げたわけであるから、アメリカ文明を理解する

上で環境史ほど豊かな文脈はないとするロデリック・F・ナッシュ（Roderic F. Nash）

の意見を支持した。また環境史および環境思想史に精通している彼が構築したアメリ

カ環境史年表を自然保護・白人による環境団体や協会の設立・白人主体の環境に関す

る会議・環境に関する本の出版・環境汚染・アラスカに関する記述などの視点で概観

した。その結果、アメリカ環境史には先住民の環境の歴史が何も記述されていないと

指摘した。またそれ故に先住民の視点からの環境史もアメリカ環境史の中に導入して

記述されるべきであると提唱し、先住民からみた環境の歴史で重要であると思われる

事項を再考し、何故重視すべきで環境史の中に組み入れるべきなのかを考えつつ、先

住民の視点も取り入れたアメリカ環境史を再構築することを試みた。 

 第１章第２節では「環境正義・環境人種差別成立の背景」と題して、１９８０年代

にアメリカで注目されるようになった思想である「環境正義」（Environmental 

Justice）及び「環境人種差別」（Environmental Racism）が生まれた背景を概観した。

また「環境正義」及び「環境人種差別」とはどのような概念であるのか、思想家によ

る定義をいくつか提示した。「環境正義」および「環境人種差別」に関しては従来の

定義に加えて、次の様な筆者の定義をも提示した。「環境正義とは、環境に関する政

策や実行において、人種に関係なく公平に取り扱うべきであるということであり、言

い換えれば、どの人種的グループも、政治的政策により、負の環境影響を不均衡に負

担させられてはならないということ、および、環境と健康に影響を及ぼすかもしれな

い決定に参加する機会を持つべきであるということである。」 

 第１章第３節では「アメリカ史の中の強制収容」と題して、筆者が考える環境人種

差別、すなわち「国家の意志によりあるグループを強制的に移住させ、長期にわたっ

て築き上げた生活環境を奪う状況に導く人種差別、また、劣悪な自然環境下で生活す

ることを強いる人種差別である」として理解される強制収容がアメリカ合衆国の歴史
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において存在したのかどうか、そしてその強制収容とは如何なる性質を持ったものな

のかを論じた。その結果、アメリカ史の中では先住民族・少数民族を強制収容する概

念が古くは１８３０年代から、そして現在もなお存在していると結論づけた。つま

り、いつ再び政治的に弱い立場にある先住民族・少数民族に対して同様の環境人種差

別の過ちが繰り返されるか分からない状況にあるのである。 

 第１章第４節においては、「「軍事的必要性」に見る強制収容」と題して、連邦政

府が先住民族・少数民族を強制収容するときに用いてきた正当な理由である「軍事的

必要性」が如何にレトリックとして効果的であったのか、またどの事例においてもそ

の理由は同じ意味を持つのかを明らかにした。その結果、日系アメリカ人を強制収容

させるときの理由として用いた「軍事上の必要性」はレトリックとして効果的であっ

たと指摘した。一方、アリュート人の強制収容の時に用いられた「軍事上の必要性」

は歴史的な意味での「軍事上の必要性」ではなかった。つまりレトリックとして用い

られた理由ではなく、実際にアリュート人を強制収容させることは軍事的に必要であ

ったのだ。日系アメリカ人の強制収容とアリュート人の強制収容はそれらの理由とな

っている「軍事上の必要性」の意味の相違からも、根本的に異なる「強制収容」であ

ると判断でき、また同時期に起こった強制収容であるとは言え、全く異なる問題とし

て捉えなければならないと結論づけた。 

 第２章第１節では「アリュート人の世界」と題し、これまで研究対象として語られ

てこなかったアラスカ先住民族アリュート人とはどのような民族であるのかを多角的

な視点で論じた。まず、考古学から検証された自然環境におけるアリュート人民族の

概要を述べた。発達した知的生活、安定した人口、豊かな自然環境に立脚してアリュ

ート人とその自然環境の調和のとれた相互補完的なシステムが成り立っていた。また

アリュート人の経済基盤は海とは切り離しては成立し得ないものであったが、他民族

から隔離しており、他所からの影響がほとんどなく、独自の言語生活と文化を発達さ

せた民族である。１７４０年代にロシア人がアリュート人を利用して毛皮猟（おもに

ラッコ）を行ったが、それは実質ロシア人のアリュート人征服であった。ロシア人と

の接触によりアリュート人の文化・生活様式は変化を見せ、人口も激減した。またさ

らに、ロシア人民族学者であるワルデマール・ヤコルソン（Waldemar Jachelson）がア

リュート人の story tellersから収集した貴重な物語の中でもワタリガラスの神話を紹介

し、他民族にも広がるワタリガラスやクジラの神話の世界を、バイオリージョナリズ

ムとの関連で論じた。つまり、「アラスカ・ネイティヴや北米先住民」という区分で
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はなく、「ワタリガラスやクジラなど共通の神話の世界を持つ人々」として認識され

ていた時代があったのではないかと考えた。また、星野道夫がワタリガラスやクジラ

の神話世界としてアラスカに抱く自然観を紹介し、さらにアリュート人の自然観とも

共通しているのではないかと論じた。また、人類学者が１８００年代にアリューシャ

ン列島の村々に滞在し、書き上げたアリュート人の民族誌から「信仰と慣習」を取り

上げ、海に生きるアリュート人の世界観を概観した。 

 第２章第２節では「強制移住前の迫害の歴史—地理的特異性と place nameを中心に

—」と題して以下のことを論じた。第２次世界大戦においてアリューシャン列島に居

住していた先住民アリュート人はアラスカ南東部に強制移住を強いられ、収容施設に

収容されることになったわけだが、それ以前にもアリュート人は外部者あるいは他者

から歴史的に何らかの迫害を受けていたのだろうか。その歴史を地理的な要因に探っ

てみた。その結果、アリュート人はアリューシャン列島及びプリビロフ諸島がラッ

コ・アザラシ・オットセイの生息地であるという特異性を持っていたために、毛皮の

利益しか考えられないロシア人ら白人達による不当な扱いがあったと述べた。またこ

のような歴史は戦争時にアリュート人が合衆国政府より受けることとなる環境人種差

別の可能性が潜在的にアリューシャン列島に潜んでいたことを示していると論じた。

またさらに、第２次世界大戦においては、アリューシャン列島が地理的にアメリカ合

衆国、日本双方にとって軍事的攻撃に利用可能な魅力的な位置にあったため、先住民

であるアリュート人は生活を脅かされたと述べた。さらに、アリューシャン列島の地

名にも着目して、アリュート人が外部から侵略された歴史を地名から紐解くことを試

みた。その結果、アリュート人の居住地であるアラスカ州アリューシャン列島におい

ても、地名の書き換え行為は略奪者により歴史的に行われており、先住民迫害の歴史

は第２次世界大戦時にアリュート人を強制移住させる行為よりも遥か以前から繰り広

げられていたということを確認した。 

 第２章第３節では、「アリュート人の強制移住・再定住・強制収容」と題し、アリ

ュート人の強制移住・収容を社会的政治的背景の分析や検証に焦点を当て、多角的な

議論を試みた。When the Wind Was a River（『風の流れが川の流れのようだった時』）

のテクストを分析することにより、（１）強制移住を決定する政策過程（２）収容先

の生活環境（３）帰還を明らかにした。その結果、アリュート人の強制移住政策の過

程において責任の所在があいまいであったこと、８分の１以上のネイティヴの血が入

っている者は強制的に立ち退きを強いられたこと、またその背景にはアリュート人＝
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被保護者という隠蔽化された図式があったことを示した。アメリカ社会における先住

民族の強制移住政策においては、このように、アリュート人の一事例からではある

が、無意識的に内在する人種差別の視座が深層にあることを、使用したテクストは示

唆している。 

 テクストの分析により明らかになったように、先住民族の強制移住や収容の背後に

は重層的な人種差別が見え隠れしている。たとえば、政府の無関心により劣悪な住環

境に居住し続けねばならず、理由もないのに自分たちの故郷に帰還出来ずにいたこ

と、アリュート人の意見がまったく政府には届かなかったこと、移住先で現地白人に

よる差別を受けたことなどである。  

 第２章第４節では、カレン・ヘス（Karen Hesse）による Aleutian Sparrow（『アリュ

ーシャンのすずめ』）をテクストに用いて数編の詩を具体的に分析することで、収容

生活が環境正義の概念とは逸脱した経験であることを確認した。その結果、第３節に

続き、強制移住や収容の背後には重層的な人種差別が見え隠れしていることが明らか

となった。移住先で現地白人による差別を受けたこと、先住民の土地に対する権利を

否定されたこと、アメリカ兵によって村落を破壊されたことなどである。  

 環境正義という視点から興味深かったのは、アリュート人たちが強制移住や自分た

ちの土地への虐待という人種差別に基づく過酷な体験をしたにもかかわらず、それら

をみずから封印し、長きにわたり「沈黙」と「忘却」することを選択したこと。それ

が先住民の土地に対する愛着の強さゆえであったことが確認できたことである。アリ

ュート人の強制移住問題を環境人種差別として多角的に分析したことにより、人種差

別の重層的構造が見えてきたことは、環境正義という視座の可能性を示唆していると

捉えていいだろう。 

 第３章は「戦後アリュート人の環境正義」と題し、以下のことを論じた。第１節で

は「補償運動の意義」と題してまず始めに、アリュート人が組み込まれることになっ

た日系アメリカ人の補償運動を社会運動史の視点で概観した。つまり、担い手である

日系アメリカ人の側から・体制側から・世論の動向からという三つの視点で日系アメ

リカ人の補償運動と言われている補償運動を分析した。その結果、日系アメリカ人で

あっても世代によって意見は異なるが、運動の主体となった３世は「強制立ち退き

が、連邦憲法で保証された市民の正当な権利を蹂躙した比類の無い事件として把握。

賛否両論だが、重大な意義があるとの認識は共通している。それは第１に、強制立ち

退きがおこったという事実をアメリカ国民に周知徹底させ、第２に、その悲劇が再発
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しないことを体制に保証させる好機である」との見解を示している。体制の側から

は、様々な資料から、日系アメリカ人に対する強制立ち退きは、「軍事上の必要上」

講じられた措置だとする１９４２−４３年当時の連邦政府や陸軍省の主張は誤りであっ

たことが根本資料で裏付けられた。世論の動向は賛否両論であった。また、1988年市

民的自由法（公法第 100-383号-1988.8.10第１部）の成立をもって一応の解決とみる日

系アメリカ人の補償運動の意義を、連邦政府に過去の損害を償ってもらうことだけを

目的としているのではなく、むしろ２度と再び悲劇が起こらないようにと再発防止の

願いを込めて、人種差別問題を抱えながら民主主義を標榜しているアメリカ合衆国に

対し、運動を展開したとして社会運動としての意義を求めた。第２章で分析した戦中

戦後のアリュート人に対するアメリカ合衆国政府の取り扱いに対して、戦後どのよう

な謝罪を行ったのかということを補償運動を通して考察した。加えて、環境正義の視

点で補償運動を分析することを試みた。また日系アメリカ人が主体となって展開した

補償運動の意義についても論じた。補償の内容に関しては本文で述べた通りである。

またさらに、環境正義についての筆者の定義およびジョセフ・D・ジャルダン（Joseph 

Des Jardin）とシュレーダー・フレチェット（Shrader-Frechette）の定義に当てはめて補

償を分析してみると、アリュート人の補償は環境正義であると言えることを確認し

た。補償運動の意義については、日系アメリカ人の補償運動が発展した背景に１９６

０年代における黒人公民権運動の影響が大きく、それは補償運動がアメリカのマイノ

リティ運動の一環として発達したとの見方が可能であるという立場で論じた。さら

に、日系１世や２世が白人主流のアメリカ社会に同化していたのに対し、運動の担い

手となった３世はイエロー・パワー運動によりそこからの脱皮を図ったのである。つ

まり、日系アメリカ人の補償運動は、補償運動に見られがちな独自による成果を追求

したものではなく、多民族社会アメリカの中で発生した、ある意味においてはアメリ

カ社会の問題を追求した運動として捉えることが可能であることを指摘した。さらに

加えて、環境正義運動もまた補償運動と同様に公民権運動の流れを汲んでいるという

ことを確認した。 

 第３章第２節では、「補償運動の目的と論理」と題して背景の異なる日系アメリカ

人の補償問題に何故アリュート人が関わり、公法第 100-383号-1988.8.10をも共有する

ことになったのかという疑問を追求した。加えて、環境正義の定義を当てはめ、補償

運動を環境正義の視点で分析した。その結果、アリュート人は日系アメリカ人の補償

運動家による議会工作に利用されたとの見方も出来るが、一方で補償法成立に不可欠
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な公聴会においても自らの「声」を出して発言していたことを明らかにした。またこ

のことは、環境正義についての筆者の定義、さらにシュレーダー・フレチェット

（Shrader-Frechette）の「参加の正義」に当てはまると指摘した。またさらに EPAの提

示した定義に即して論じた結果、アリュート人がアメリカ合衆国政府が開催する公聴

会において負の環境的影響を受けた強制収容に関する発言をしたということ、そして

その発言を元に報告書及び勧告書が作成され最終的に法律制定につながったというこ

とは環境正義が実現されたと考えられると結論した。 

 第３章第３節では、「バイオリージョナリズムからみる補償」と題し、アリュート

人が公法第 100-383号-1988.8.10の対象となった要因を時代的地理的な視点で考察し

た。１９８８年より以前にアラスカ州ではそこに居住する先住民族の諸権利回復運動

が繰り広げられていたのでその運動史を概観した。またアラスカ先住民諸要求解決法

（ANCSA）とアイヌ新法、公法第 100-383号-1988.8.10第２部の比較を行い、先住民

の土地に対する不正義を正すという環境正義の視点でアラスカ先住民ひいては北太平

洋地域の先住民の土地について考察した。またバイオリージョナリズムから先住民族

へ対する補償を分析した。その結果、アラスカにおいて長い間先住民の土地所有権が

問題となっており、幾度となく連邦政府と先住民の間で対立があったことを確認し

た。それは環境不正義を正す行為でもあると論じた。先住民のバイオリージョンを踏

みにじられたことに対する責任を政府に法律という形で取らせた ANCSAとアイヌ新

法、公法第 100-383号-1988.8.10第２部にも類似点が見られることを明らかにした。こ

れらの法律制定は広く北太平洋地域の中の先住民族の権利回復運動の一環として捉え

ることが可能であるが、これらの先住民族は北太平洋地域の先住民族という括りだけ

ではなく、共通のバイオリージョンを持つ民族であるとの考え方も可能なのではない

かと指摘した。 

 本論文では、「環境正義思想に見る先住民族の世界ーアリュート研究を中心にー」

と題し、以上のように各章ごとに今まで論じられてこなかったアリュート人の世界や

第２次世界大戦中におけるアリュート人が体験した強制移住および収容を日系アメリ

カ人との関わり、またさらに環境正義や環境人種差別の問題として扱い論じてきた。

また、第１章第１節でも触れたように、これまでのアメリカ環境史には記述されてい

ない先住民に眼差しを向けた環境史を再構築することも試みた。特に、ニュークリ

ア・コロニアリズムcclxiに触れ、核実験が世界的に少数民族地域や植民地で行われる傾

向が強く、「核による人種差別」だと指摘されていることを述べた。ニュークリア・
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コロニアリズムの環境思想は日本ではいまのところまだ論じられていないが、「環

境」を考える上で大きなテーマの一つであると考えられるので、この思想を深化させ

ていくことを今後の課題の一つとしたい。また、環境正義運動という視点からは、補

償運動と同様に、１９６０年代の黒人公民権運動の流れを受けている運動であると指

摘した。先住民や少数民族に対するアメリカ合衆国政府の対応はこれまで環境人種差

別と言うべきものであったが、これまで論じてきたように１９８０年代に入り補償運

動により補償を実現したり、また環境正義運動により先住有色民族に対するこれまで

の環境人種差別に眼差しを向け、環境正義による政策決定が行われているかどうかを

アメリカ合衆国政府が検討するというように変化してきていると指摘出来よう。最終

的に、アメリカ合衆国において、先住有色民族による補償運動や環境正義運動が行わ

れた１９８０年代は「自然を征服し、先住有色民族を環境的に差別する」という近代

の価値観から、「人間と自然との共生、他の人間や社会との共存」という価値観へ移

行している転換期であると言うことも可能なのではないだろうか。 

 この論文が戦後アメリカ支配の元に日本で起きていて今なお続いている様々な環境

正義の問題、特に沖縄の基地問題やフクシマの原発問題を考え、解決していく上での

一助となれば幸いである。

                                                        
cclxi ニュークリア・コロニアリズム（nuclear colonialism）に関しては Valerie Kuletz の

論文を参照されたい。 Kuletz, Valerie.  “The Movement for Environmental Justice in the 

Pacific Islands.”  in Evans, Adamson, and Rachael Stein.  pp.125-142.   
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 博士論文を執筆するにあたり多くの方々のご指導ご協力ご理解を得て書き上げることができ

た。ここに感謝の意を表したい。まず主査を引き受けて下さった浜崎盛康先生からは緻密な研究

計画のもとたえず進歩状況を確認して下さるなどきめの細かいご指導を受けることができた。ご

専門である環境哲学の視点で常に論理的にご指導して頂いた。在学中に４回の妊娠出産を繰り返

し、産前産後の体調不良や産後の育児あるいは上の子たちの子育てと論文執筆との両立で何度も

挫折して辞めそうになった私が論文を書き上げることが出来たのは浜崎先生の熱心で冷静で温か

いご指導とお心配りのおかげである。この場をかりて深くお礼を申し上げたい。副査を引き受け

て下さった鈴木先生、喜納先生からはそれぞれ専門（社会学、文学）の立場から厳しくも鋭いご

指導を受けることが出来た。前主査である山里勝己先生（現名桜大学学長）からは入学当初から

専門である環境文学の熱心なご指導を受けることができた。修士論文に興味を示して下さり、ア

リュート研究の重要性を説いて研究テーマに導いて下さったのも山里先生のおかげである。また

ご自身が立ち上げた「文学と環境」学会への入会を強く薦めて下さったことにも感謝している。

また、入学当時琉球大学にいらしていて副査を担当して頂いた伊藤亞人先生（東京大学名誉教

授）からは、文化人類学の視点で厳しくも温かいご指導を受けることが出来た。琉球大学では仙

台時代から著書を通して記憶していた先生方（国際関係論の我部政明先生、琉球史の高良倉吉先

生、豊見山和行先生、山尾三省と交流のあった山里勝己先生など）と交流することが出来、また

毎週水曜日１８時からの総合演習で意見交換やご指導を受ける機会を得ることが出来たのもうれ

しいことであった。宮城徹先生の西洋史や池田榮史先生の考古学の講義を受講する機会もあり、

１０年ぶりに学生となり知的探究心を刺激され幅広い分野の講義を受講出来たことはこの上ない

喜びであった。英文学の分野においては、石原昌英先生、石川隆士先生、山城新先生にお世話に

なった。東北大学大学院博士課程前期においては佐々木肇先生から英文学、竹中興慈先生からは

社会学の立場で熱心なご指導を頂き、さらにアフリカがフィールドで歴史学が専門の富永智津子

先生（宮城学院女子大学名誉教授）からも研究に対して熱い励ましを頂き、また卒業してからも

応援し続けて下さっていることに対して感謝している。このように多くの魅力的で研究熱心な先

生方から薫陶を受け、研究を続けることが出来たことにこの場を借りてお礼申し上げたい。 

 博士論文の作成は決して自分一人の力で成し得た訳ではない。琉球大学大学院博士後期課程が

出来て２年目に入学したということもあり、１年目に在籍していた先輩方、また同期の方とは特

に毎週の講義発表などを通して常に刺激を受け与え、切磋琢磨してきたように思う。このような

研究仲間と出会えたことに感謝している。特に入学当初は同じ復帰っ子である下地智子さんの研

究室によくお邪魔して、学生時代を仙台で過ごされた琉球文学が専門の上里賢一先生も交えてま

だよく知らない沖縄事情や沖縄学に関することなどを教えて頂いた。沖縄に来てまだ間もない頃

は、フランス語でご一緒させて頂いた当時沖縄県立芸術大学非常勤講師の友人から沖縄の日常に
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関する多くのことを教えて頂いた。またフェイスブックで情報を発信し、学問に対する刺激を与

えてくれている仲間にも感謝している。 

 出産に関しては、伊波レディースクリニックのマミーズクラスで出産に関する大切なことを教

えて頂いた。初めての出産で伊波先生とこちらの助産師さん方に出会えたことは幸運なことであ

ったと思う。また、サウンド保育園、琉大前ミナミ保育園、いずみ保育園、クリスチャン教育セ

ンター幼稚園の保育士さん先生方には大変お世話になった。認可保育園に預けることが出来ず、

２歳までは家庭保育をしていたが、その後は保育園や幼稚園に大変お世話になった。在学中に４

人の子どもを育てることが出来たのは上の園の先生方のご協力があったからである。愛情深く接

して保育教育して頂いた先生方にお礼を申し上げる。多くのママ友の協力にも感謝している。特

に、両祖父母も沖縄にはおらず、夫も休みが取れない４人目出産後に体調不良で熱を出し、育児

が出来ない状態にあったときに協力して育児家事を手伝ってくれた沖縄のママ友に感謝してい

る。また息子のピアノの先生でもあり育児の先輩でもあるママ友にも産前産後協力して頂いた。

出産と博士論文の締め切りが重なり、産後の発表や口頭試験などを乗り越えることが出来たのも

経験豊かで愛情深いママ友の協力と指導教員である浜崎先生のご配慮のおかげである。 

 査読誌である『文学と環境』に掲載が決定してからは、当時学会誌の編集長であられた聖心女

子大学の中川僚子先生とふみくら書房小松裕美子さんに大変お世話になった。言葉に対する鋭い

ご指摘とより良い文章を作成するにあたっての妥協を許さない熱心なご指導を受けることが出来

た。 

 マスターを修了してから１０年を費やして博士課程後期に入学した訳であるが、この１０年の

間に考え続けていたことが今回このように博士論文として形にすることが出来て大変うれしく思

う。究極的には、高校の時に交換留学をした１９８８年〜１９８９年のアメリカがどのような国

であったのか、その体験とは何であったのか、さらには自分とは一体何者であるのかということ

の追求に他ならないのではないか。自分の人生に「環境」が大きな影響を与えていることは確か

なのである。マスターを修了してから博士課程後期への進学を薦めて応援励ましてくれていた仙

台時代の先生方や先輩後輩に感謝したい。彼らは世界に目を向け広く活躍しており、大変大きな

刺激を受けている。このような研究仲間に出会えたことに深く感謝している。私が社会人を経験

してから再度学生を志すことが出来たのも彼らの励ましがあったからである。また、奨学金（一

種）を提供してくれた日本学生支援機構と奨学金獲得を推薦してくれた先生方にもお礼申し上げ

る。さらに、進学塾を開いていた時に出会った子供たち一人一人に感謝している。人生で大切な

ものを教えてくれたのは間違いなく彼らであった。学生時代のサークル E.S.Sのディベート仲間に

も感謝したい。英語力向上に励み、視野を広げ、よく朝まで様々な問題をテーマに飲みながら討

論したことを懐かしく思う。大学３年次に単位交換留学生として留学したオハイオ州ハイデルバ

ーグ大学で指導に当たって頂いたアメリカ史、近現代史、模擬国連、スピーチの先生方や仲間た

ちからも多くの刺激を受け、博士論文を完成させることができた。また今もなお日本に帰国せず
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に海外に残って活躍している日本人の友人からも影響を受けている。 

 東北大学大学院の時にもフルブライトの先生方による講義を受け、あたかもアメリカの大学院

で学んでいるかのような刺激を受けたが、琉球大学大学院においてもフルブライトの先生方と交

流する機会を得、旬のアメリカを学べたことはアメリカ研究を専攻しているものにとっては大変

ありがたいことであった。特にルース先生とエリック先生奥様のリンさんは同じマンションに暮

らしていたこともあり、公私にわたって大変お世話になった。他にも琉球大学に学んでいる留学

生たち（アメリカ、フランス、中国、タイ、パキスタンなど）から大きな刺激を受けた。日本の

文化を知ってもらいたくてお家に招待してよく日本食を振る舞ったが、逆に多くのことを彼らか

ら学んだように思う。彼らは日本をよく理解し学問に励んでいる。その努力は尊敬に値し、よい

刺激を受けた。 

 女性研究支援の「うない」にも大変お世話になった。女性研究者を育成する様々な企画を立て

て下さったことに感謝している。特に３日間に及ぶ英語論文の読み方書き方講座の企画では、外

部から専門の方を招いて徹底的に学ぶことができた。託児所も設置して下さり、小さな子どもが

いても参加できるようになっており、大変ありがたかった。分野は異なるが同じ境遇の女性研究

者と知り合い、よい励みとなった。 

 法文学部の事務の方々にも感謝している。特に出産で休学復学を繰り返し、これ以上休学出来

ないと研究を諦めている時に、長期履修制度を出産育児の理由で利用出来ると励まして下さった

ことにお礼を言いたい。この制度のおかげで出産育児をしながらでも論文を書き上げることがで

きたと思う。 

 今回環境思想ということで博士論文を書かせて頂いた訳であるが、私の自然観の土台を築いた

のはやはり両親であると思う。山岳部と写真部に所属していた生物学者である父からは幼少の頃

よりよく東北の山登りに連れて行ってもらった記憶がある。また、栄養士の資格をも持ち、卒論

は奄美大島の食文化がテーマであり、漁業の町である青森八戸の高校で教鞭を取っていたことも

ある好奇心旺盛な母からは幼少の頃より基本的な栄養学と料理に関することは学んでいたように

思う。おかげで４人とも母乳で育てることが出来たし、なにより自分が母になってから「食は

命」であるということを実感している。また、高校の時に交換留学でアイダホにホームステイを

していた時のホストファーザーの影響も大きい。アイダホ州に勤務し、漁業関係の仕事に従事し

ていたティムはわざわざ釣りのライセンスを取ってくれ、キャンプを兼ねてスネークリバーに釣

りに連れて行ってくれた。雄大で少し不気味な大自然の中で大きなサーモンを釣り上げたときの

感触、今にもコヨーテが現れそうな風景の中悠々と流れるスネークリバーで泳いだこと、夜空に

は今まで見たことも無い程の無数の星がきらきらと輝いていたことは未だに忘れられない。また

狩りに出かけて鹿を捕まえて来てくれて、そのお肉で日本風カレーライスを作って食べたりもし

た。正直鹿肉は固くおまけに野生臭くてあまりおいしくはなかったが、自然の恵みを頂いている

のだと改めて思った。彼はネイティブの血を引いており、そのことをあまり表立って口にはしな
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かったが、彼の故郷であるオクラホマの実家にはネイティヴ・アメリカンの彫刻などが誇らしげ

に飾られてあったことを思い出す。またドイツ系ホストマザーのキャロルからは英語やアメリカ

人としての常識を、ホストシスターのブルックからはアメリカのティーンエイジャーとしての楽

しさをも学んだ。後にボブ・サップの彼女として来日し、再会することになるとはあの時夢にも

思わなかった。 

 またある一夏を宮古島で滞在する際にご実家を提供して下さった医学部の砂川先生にも感謝し

たい。宮古島の島の人のように滞在することにより、また違う自然や文化的沖縄の一面を見るこ

とが出来た。さらに、アラスカ先住民族アリュート人を研究対象としているにもかかわらず、出

産育児で実際にアラスカに行くことが出来ないでいるときに、頻繁にアラスカに足を運び、カヤ

ックで川を下りキャンプ生活をして話を聴かせてくれた夫の友人にも感謝したい。アラスカの自

然について実際に話を聴くことでより研究に色を付けることができたと思う。 

 在学中であり二人目を出産して一年半が過ぎようとした頃に、故郷である仙台が震災に見舞わ

れた。それからしばらくは当然ながら研究には手が付けられず、不安な毎日が続いた。その数日

後にはフクシマの原発事故も起こり、放射能により故郷は一体どうなってしまうのだろうかと心

配した。同時に何故冷却装置を設置していなかったのか、地震や津波は想定していなかったのか

といった憤りを覚えずにはいられなかった。原子力発電所が不気味な存在ではあったにせよ、そ

れ程危険なものであると事故が起こるまで誰が思っていただろう。今思えばこのように危険と思

わないこと自体が問題であったのだ。環境正義の問題で核実験などを扱うのと同様に、原子力発

電所の問題ももっと重要視するべきであったのだ。英語で原子力発電所は nuclear power plantと言

う。ちゃんと nuclear（核）という言葉が入っているのに、日本語の「原子力発電所」ではあまり

脅威を感じないのは私だけだろうか。遠い沖縄の地で故郷を案じているときに、赤十字に参加し

て石巻まで飛んでくれたり、定期的に BBQ を開いてくれた琉球大学医学部の夫の友人たちに感謝

したい。  

 琉球大学後援財団にも感謝したい。「平成１９年度大学院学生研究奨励金」の交付を受け、ア

ラスカ州アンカレッジまで行き、実際にアリュート人に会ってインタヴューする機会を得ること

ができた。またワシントン D.C.にある議会図書館を訪れ、貴重な資料を収集することができた。 

 沖縄の地で育児に奮闘する私を絶えず応援して下さったお茶とお香の先生である茶道裏千家仙

台支部の佐々木宗孝先生と社中の皆様にも感謝したい。お茶お香や禅の教えを指導して下さるだ

けではなく、常に知的好奇心を持って文学や映画、歴史あるいは人生のご指導をして下さるチャ

ーミングで９０歳を超えてなお向上心とお色気のある素敵な尊敬する憧れの師匠である。 

 また、幼少の頃より無償の愛でかわいがってくれた祖父母にも感謝したい。 

 私の和に対する美を追求しているであろうメゾンキツネにもこの場を借りてお礼を言いたい。 

 卒業式の時に締めさせて頂いた帯を作って下さった首里織の新垣斉子さんにも感謝したい。彼

女は沖縄の自然から材料をすべて作り出し、染めから織りまで信念を持って妥協を許さず一人で
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行っている魅力的な方である。 

 最後に環境思想をテーマに論文を書き上げたものとして沖縄の自然に感謝したい。珊瑚が死ん

でいることが顕著であるとはいえ、珊瑚礁の沖縄の青い海に何度気持ちが救われたことだろう。

海の中は人生観が変わる程の別世界で、この自然は何が何でも守らなければならないものなのだ

ろうと思う。４人目の安産祈願はやんばるの星空の中をいく流れ星にお願いしたが、一番効果が

あったのではないだろうか。この自然と子どもたちに優しい人たちがいなければ４人の子どもを

出産しようという気にはなれなかっただろう。第２の故郷であり、多くの大切なことに気づかさ

れ、たくさんの大切な人に出会った沖縄にいつか何かの恩返しが出来れば幸いである。  

 私の故郷である仙台は震災５年がたった今でも未だに stressful place のように感じる。先日訪れ

た閖上の漁港には、以前は町があり、沿岸では釣り人がのどかに釣りをし、赤ちゃんを連れて穏

やかに散歩をするのに適した場所であったが、いまではその面影が全く無い程別の場所に変わっ

てしまっていた。故郷の風景が変わってしまったという虚無感にうちひしがれることもあるが、

未来を担っている子供たちにとってこれからどのような環境を築いていくのかということを真剣

にみんなでここから考えていかなければならないのだろう。その前に仙台の人たちの意識が変わ

る必要があるのかもしれない。（かつては流動的ではあったが好奇心に溢れていて常に他者に対

して親切であったが今では多くの目に見えない負を抱え混沌として殺伐としているようにみえ

る。） 

 最後に、常に私をその存在だけで精神的に支えてくれているかわいい４人の boys（環青・琢

青・慧青・悠青）に、博士論文を書かせてくれたことに対してお礼を言いたい。 

 

2016年３月 

雪解けてふきのとうが芽を出し、春霞む頃。 

蔵王の山小屋にて。 

神沼 尚子 
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